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（昭和38年３月30日条例第14号） 

改正 昭和39年９月30日条例第60号 

昭和 63 年 12 月 23 日条例第 32 号 

平成 12 年３月 24 日条例第７号 

平成 21 年３月 26 日条例第 11 号 

         平成25年６月25日条例第23号 

 

(趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下｢法｣という。）第16

条第６項の規定に基づき、丸森町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及

び組織を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 丸森町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 町長の諮問に応じて、町の地域に係る防災に関する重要事項を審議する。 

（３） 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する

事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長、は町長をもって充てる。 

３ 会長、は会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

(２) 宮城県知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

(３) 宮城県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(４) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 

(５) 教育長 

(６) 仙南地域広域行政事務組合消防本部消防長及び消防団長 

(７) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

(８) 自主防災組織(法第５条第２項の自主防災組織をいう。)を構成する者又は学識経

験のある者のうちから町長が任命する者 

６ 前項の委員の定数は、25人以内とする。 

７ 第５項第７号及び第８号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は

その前任者の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、宮城県の職員、町の職員、関係指定公共機関

１－１ 丸森町防災会議条例 
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の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命す

る。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（部会） 

第５条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名す

る者がその職務を代理する。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災

会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は、昭和38年４月１日から施行する。 

附 則（昭和39年９月30日条例第60号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和63年12月23日条例第32号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年３月24日条例第７号抄） 

 この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月26日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年６月25日条例第23号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（昭和 43 年２月 14 日告示第４号） 

                      改正 平成 24 年３月 27 日告示第 23 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、丸森町防災会議条例（昭和38年丸森町条例第14号。以下「条例」と

いう。）第６条の規定に基づき、条例に定めるもののほか、丸森町防災会議（以下「防

災会議」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会議の招集） 

第２条 防災会議の招集は、会長が開催の５日前までに開催日時、開催場所及び議事事項

を示して、委員に通知して行うものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでな

い。 

２ 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届け

出なければならない。 

（会議録） 

第３条 防災会議に関する次の事項は、会議録に記載しなければならない。 

(１) 開催の日時及び場所 

(２) 出席委員及び欠席委員の氏名 

(３) 説明等のため出席した者の氏名 

(４) 諸報告の大要 

(５) 議事の大要 

(６) その他会議において必要と認める事項 

（部会） 

第４条 防災会議に置く部会の数、名称及び構成については、会長が防災会議に諮って定

める。 

２ 部会の招集は、部会長が会長の承認を得て第２条第１項の例に準じて当該部会に属す

る委員に通知して行うものとする。 

３ 第２条第２項の規定は、病気その他の理由により部会に出席することができない委員

について準用する。 

第５条 部会の運営については、前条に定めるもののほか、防災会議の例に準じるものと

する。 

２ 会長は、部会において調査審議すべき事項と決定したものについては、速やかに関係

部会に付議するものとする。 

３ 関係部会は、前項の規定により付議された事項の調査審議を終ったときは、速やかに

報告書に議事録を添え会長に提出するものとする。 

４ 部会長は、調査審議のため必要があるときは、会長の承認を得て部会に属さない委員

及び専門委員の出席を求めることができる。 

（その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、防災会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

１－２ 丸森町防災会議規程 
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 附 則 

この規程は、昭和43年2月14日から適用する。 

 

 附 則(平成24年３月27日告示第23号) 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

 



 資料編 第１章 条例・協定等 

－5－ 

 

 

 

（昭和 63 年 12 月 23 日訓令甲第 14 号） 

                    改正 平成 24 年３月 27 日訓令甲第

４号     

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、丸森町防災会議（以下「防災会議」という。）における事務処理に

ついて定めるものとする。 

（防災会議の庶務） 

第２条 防災会議の庶務は、総務課において行うものとする。 

（審議事項の決定） 

第３条 防災会議の委員は、防災会議に審議すべき事項が生じたときは、関係書類を添え

て総務課長に送付するものとする。 

（その他） 

第４条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長がその都度定める。 

 附 則 

この要領は、昭和64年１月１日から施行する。 

 

 附 則（平成24年３月27日訓令甲第４号） 

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。 

 

１－３ 丸森町防災会議事務処理要領 
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（昭和 38 年３月 30 日条例第 15 号） 

改正 平成 21 年３月 26 日条例第 11 号 

                         平成 25 年６月 25 日条例第 23 号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の２第８項の規定に

基づき、丸森町災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときはそ

の職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部

長が定める。 

附 則 

この条例は、昭和38年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成21年３月26日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則（平成25年６月25日条例第23号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

１－４ 丸森町災害対策本部条例 
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（昭和 59 年３月 31 日訓令甲第１号） 

改正 昭和 60 年３月 16 日訓令甲第６号 

昭和 63 年 12 月 23 日訓令甲第 15 号 

平成２年３月 26 日訓令甲第 13 号 

平成 12 年１月 28 日訓令甲第１号 

平成 15 年４月 16 日訓令甲第９号 

平成 17 年４月 28 日訓令甲第８号 

平成 18 年３月 31 日訓令甲第６号 

平成 19 年 12 月 27 日訓令甲第 12 号 

平成 22 年３月 31 日訓令甲第６号 

                        平成 22 年 11 月９日訓令甲第 14 号 

平成 23 年３月 31 日訓令甲第１号 

平成 23 年７月 27 日訓令甲第４号 

平成 23 年 12 月 26 日訓令甲第 11 号 

平成 24 年３月 27 日訓令甲第３号 

平成 25 年３月 27 日訓令甲第４号 

平成 26 年２月 27 日訓令甲第１号 

平成 27 年３月 31 日訓令甲第３号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、丸森町災害対策本部条例（昭和38年丸森町条例第15号。以下「条例」

という。）第４条の規定に基づき、丸森町災害対策本部（以下「本部」という。）の運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（本部の位置） 

第２条 本部は、丸森町役場内に置く。 

（設置及び廃止） 

第３条 本部は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、町長が

必要と認めたときに設置する。 

２ 本部の部長に充てられる者は、本部を設置する必要があると認めたときは、町長に本

部の設置を要請することができる。 

３ 本部は、災害の危険が解消し、又は災害に対する応急対策がおおむね完了したと町長

が認めたときに廃止する。 

（副本部長及び本部員） 

第４条 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、副町長をもって充てる。 

２ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、会計管理者、丸森町課設置条例（昭

和61年丸森町条例第２号）に規定する課の長、教育長、消防団長その他本部長が必要と

認める者をもって充てる。 

（本部員会議） 

第５条 本部に本部員会議を置く。 

２ 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害対策に関する重要

１－５ 丸森町災害対策本部運営要綱 
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事項を協議決定する。 

３ 本部員会議は、本部長が招集し、主宰する。 

４ 本部員は、災害応急対策に関し本部員会議に付議する必要があると認める場合は、そ

の資料を提示し、本部長に本部員会議の開催を求めることができる。 

５ 本部員が本部員会議に出席する場合は、それぞれの所管事項に関する次の災害対策資

料を提出しなければならない。 

(１) 災害及び被害の状況 

(２) 応急活動及び措置内容 

(３) 住民及び関係機関等に対する指導又は連絡調整事項 

(４) その他本部長の指示事項 

６ 本部長は、災害応急対策の協議に当たって各関係機関を会議に出席させることができ

る。 

（部の設置） 

第６条 部に別表第１に掲げる部を置く。 

２ 部に部長及び副部長を置き、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（班の設置） 

第７条 部に別表第１に掲げる班を置く。 

２ 班に班長及び班員を置くこととする。 

３ 班長は、上司の命を受け、班の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

４ 班員は、上司の命を受け、班の業務に従事する。 

（部及び班の分掌業務） 

第８条 部及び班は、別表第２に定める災害対策事項を分掌し、これを実施する。 

（本部事務局） 

第９条 本部に、本部事務局を置く。 

２ 本部事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（本部連絡員） 

第10条 部に、本部連絡員を置き、部長が所属職員のうちから指名する。 

２ 本部連絡員は、上司の命を受け、所属部と本部事務局との連絡調整並びに所属部に係

る被害又は災害対策活動に関する情報の収集伝達及び資料の整理等の事務に従事する。 

（現地災害対策本部） 

第11条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を

置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指

名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

（非常配備体制） 

第12条 本部長は、本部を設置した場合は、別表第３に定める基準により職員の非常配備

を指令する。 

２ 非常配備体制の解除は、本部長が指令する。 

３ 部長及び支部長（以下「部長等」という。）は、別表第３に定める基準によりあらか

じめ部員の配備編成計画を毎年４月１日現在をもって作成し、所属職員に周知徹底する
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とともに、４月20日までに本部長に提出しなければならない。 

４ 配備編成計画は、次の事項を定めておかなければならない。 

(１) 配備区分ごとの所掌事務、配備職員及びその責任者 

(２) 休日、勤務を要しない日及び勤務時間外の配備措置並びに招集の連絡方法 

（非常配備体制の特例） 

第13条 本部長は、災害の状況により特定の部又は支部に対して区分の異なる非常配備体

制の指令を発することができるものとする。 

２ 配備された職員がその分掌事務を完了したとき又は災害の態様等により直ちにその事

務を実施する必要がないと認められるときは、部長等は本部長の承諾を受け、当該所属

職員の配備を縮小させることができるものとする。 

（緊急参集等） 

第14条 配備職員は、休日、勤務を要しない日及び勤務時間外において別表第３に定める

災害が発生し、又は発生するおそれがあることを覚知したときは、自発的に所属部に参

集し、又は所属部に連絡をとり上司の指示を受けるものとする。 

２ 本部設置前における警戒配備については、別に定めるものとする。 

（自衛隊の派遣要請） 

第15条 部長等は、自衛隊の派遣を要請する必要があると認める場合は、直ちに本部長に

連絡しなければならない。 

２ 本部長が、自衛隊の派遣要請を決定したときは、本部事務局の長は直ちに宮城県知事

に対し、派遣要請の手続きをしなければならない。 

（協力機関の協力要請） 

第16条 部長等は、隣接市町その他の協力機関の応援協力を必要と認める場合は、直ちに

本部長に連絡しなければならない。 

２ 本部長が、協力機関の協力要請を決定したときは、本部事務局の長は直ちに協力機関

に対し、協力要請の手続きをしなければならない。 

（被害状況等報告の取扱い） 

第17条 部長等は、災害の被害状況及び応急対策措置について随時別紙様式により本部事

務局の長に通報しなければならない。 

２ 本部事務局の長は、前項の通報を取りまとめ、本部長に報告しなければならない。 

３ 本部長は、被害状況等を宮城県災害対策本部大河原支部長に報告し、必要に応じ住民

等に発表する。 

（記録） 

第18条 部長等は、災害に関する各種情報、指示事項及び報告等の受理、伝達に当たって

は、軽易な事項を除きすべて記録し、これを保存しなければならない。 

（その他） 

第19条 この要綱に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、別に定める。 

 附 則 

この要綱は、昭和59年４月１日から施行する。 

附 則（昭和60年３月16日訓令甲第６号） 

この要綱は、昭和60年４月１日から施行する。 
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附 則（昭和63年12月23日訓令甲第15号） 

この要綱は、昭和64年１月１日から施行する。 

附 則（平成２年３月26日訓令甲第13号） 

この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年１月28日訓令甲第１号） 

この訓令は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年４月16日訓令甲第９号） 

この訓令は、平成15年４月１日から適用する。 

附 則（平成17年４月28日訓令甲第８号） 

この訓令は、平成17年４月１日から適用する。 

附 則（平成18年３月31日訓令甲第６号） 

この訓令は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年12月27日訓令甲第12号） 

この訓令は、平成19年４月１日から適用する。 

附 則（平成22年３月31日訓令甲第６号） 

この訓令は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年11月９日訓令甲第14号） 

この訓令は、平成22年４月１日から適用する。 

附 則（平成23年３月31日訓令甲第１号） 

この訓令は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年７月27日訓令甲第４号） 

この訓令は、平成23年７月１日から適用する。 

附 則（平成23年12月26日訓令甲第11号） 

この訓令は、平成23年12月28日から施行する。 

附 則（平成24年３月27日訓令甲第３号） 

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月27日訓令甲第４号） 

この訓令は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年２月27日訓令甲第１号） 

この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月31日訓令甲第３号） 

この訓令は、平成27年４月１日から施行する。 

 

別表第1（第６条、第７条関係） 丸森町災害対策本部編成図 
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別表第２（第６条、第８畳関係）災害対策本部分掌事務 

                                 （１） 

部名 班名 分掌事務 

総務部 

・部長 

総務課長 

副部長 

（専門官・総務

課長補佐） 

１ 本部職員の非常配備に関すること。 

２ 各部との連絡調整に関すること。 

３ 部内の総括に関すること。 

４ 報道関係機関との連絡及び相互協力に関すること。 

５ 輸送力の確保・分配に関すること。 

消防防災班 １ 本部の開設、閉鎖及び運営に関すること。 

２ 気象情報及び災害情報の収集及び伝達に関すること。 

３ 災害対策に関すること。 

４ 県及び協力機関との連絡調整に関すること。 

５ 排水機関場の運営に関すること。 

６ 被害報告の取りまとめ及び報告に関すること。 

７ 自衛隊災害派遣に関すること。 

８ 消防団に関すること。 

９ 交通安全に関すること。 

人事行政班 １ 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

２ 庁議等被害調査資料作成に関すること。 

３ 国、県等に対する陳情、請願に関すること。 

４ 町内の被害状況調査に関すること。 

５ 職員の福利厚生対策に関すること。 

６ 地区支部との連絡調整に関すること。 

７ 行政区長との連絡に関すること。 

８ 町内道路事情の把握及び問い合わせに関すること。 

９ 交通状況の把握に関すること。 

10 その他各部に属さない事項に関すること。 

情報広報班 １ 災害対策記録写真等の整備、提供等に関すること。 

２ 災害統計に関すること。 

３ 河川情報センターからの情報収集に関すること。 

４ 県防災ファックスからの情報収受に関すること。 

５ その他災害についての広報資料の収集及び提供等に関する

こと。 

 
議会班 

１ 災害に対する議会活動に関すること。 

２ 町民相談窓口の応援に関すること。 

３ 部内の応援に関すること。 

企画財政部 

・部長 

企画財政課

長 

 

 

 

副部長 

（専門官・課長

補佐） 

１ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 災害広報活動に関すること。 

３ 庁議に関すること。 

企画班・地域創

世推進班 

１ 所管施設の避難所提供及び設営補助に関すること。 

２ 総合交通対策に関すること。 

３ 部内の応援に関すること。 

財政管財班 １ 災害関係の財政措置に関すること。 

２ 普通財産の被害調査に関すること。 

町民税務部 

・部長 

町民税務 

課長 

副部長 

（専門官・課長

補佐） 

１ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 税の措置に関すること。 

３ 避難所人員配置に関すること。 

４ 人権擁護に関すること。 
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（２） 

部名 班名 分掌事務 

町民税務課 

 ・部長 

  町民税務課         

  長 

課税班 １ 避難所の管理運営及び避難者の収容に関すること。 

２ 固定資産の被害調査に関すること。 

収納対策班 １ 避難所の管理運営及び避難者の収容に関すること。 

住民班 １ 町民相談窓口の設置及び運営に関すること。 

２ 外国人対策に関すること。 

３ 他部との窓口の連絡に関すること。 

４ 国民年金事業に関すること。 

町民生活班 １ 公害対策に関すること。 

２ 環境衛生の保持に関すること。 

３ 防疫対策に関すること。 

４ 災害ゴミ及びし尿処理対策に関すること。 

５ 消費流通の緊急対策に関すること。 

６ 墓地及び埋火葬に関すること。 

保健福祉部 

・部長 

保健福祉課

長 

 

 

 

副部長 

（子育て定住

推進課長・課長

補佐）  

１ 部内の連絡調整に関すること。 

国保医療班・介

護保険班 

１ ボランティア及び受入れ窓口に関すること。 

２ 社会福祉関係施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

３ 国民健康保険事業に関すること。 

４ 死体収容対策に関すること。 

５ 部内の応援に関すること。 

社会福祉班 １ 災害救助法（昭和22年法律第118号）に基づく救助事務の総括

に関すること。 

２ 食料、衣料、生活必需品その他物資供給対策及び支払いに関

すること。 

３ 避難所との連絡調整に関すること。 

４ 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関すること。 

５ 高齢者・障害者福祉対策に関すること。 

６ 被災者生活再建支援制度に関すること。 

７ 日本赤十字社に関すること。 

８ 炊き出しに関すること。 

９ 義援物資に関すること。 

10 その他民生の安定及び援護に関すること。 

健康推進班・保

険予防班 

１ 保健衛生指導及び医療対策に関すること。 

２ 救護及び救護所の設置に関すること。 

３ 患者輸送車に関すること。 

４ 食品衛生の確保に関すること。 

５ 避難所の応援に関すること。 

６ 医療機関との連絡調整に関すること。 

７ 医療品確保対策に関すること。 

地域包括支援

班 

１ 関係機関との連絡調整に関すること。 

２ 部内の応援に関すること。 
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（３） 

部名 
班名 分掌事務 

福祉保健部 

・部長 

保健福祉課

長 

 

子育て支援班

定住推進班 

１ 児童及び母子福祉対策に関すること。 

２ 部内の応援に関すること。               

保育所班 １ 保育所及び児童館施設の被害調査及び応急復旧に関するこ

と。 

２ 部内の応援に関すること。 

農林部 

 ・部長 

  農林課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

副部長 

 ・課長補佐 

 

 

１ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内の被害状況の取りまとめに関すること。 

３ 農林業関係機関等との情報の伝達及び収集に関すること。 

４ その他町内産業全般についての対策に関すること。 

農政班 

 

       

１ 農業関連施設の被害調査にかんすること。 

２ 家畜伝染病の予防、防疫及び応急措置に関すること。 

３ 農作物復旧の技術、普及対策に関すること。 

４ 農作物病害虫発生防止に関すること。 

５ 農業被害対策全般に関すること。 

農村整備班 
１ 土地改良関連の被害調査及び対策に関すること。 

２ 所管施設等の被害調査に関すること。  

林業整備班 

 

１ 山地地すべりの被害調査及び対に関すること。 

２ 林地の被害調査に関すること。 

３ 林業被害対策金融に関すること。 

農業委員会班 
１ 現地調査に関すること 

２ 部内の応援に関すること 

商工観光部 

 ・部長 

商工観光課   

  長 

 

 

副部長 

 ・課長補佐 

１ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内の被害状況の取りまとめに関すること。 

３ 商工団体との連絡調整に関すること。 

４ その他商工観光業全般についての対策の関すること。 

商工班 

１ り賽商工業者の経営相談及び指導に関すること。 

２ 商工魚施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

３ 中小企業に対する災害復旧資金の融資に関すること。 

４ 労務供給対策に関すること。 

５ 失業対策に関すること。 

観光班 

 

１ 観光施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

２ 観光客の避難対策に関すること。 

建設部 

 ・部長 

  建設課長 

副部会長 

（専門官・課長

補佐） 

1 部内の連絡調整に関すること。 
２ 部内の被害状況の取りまとめに関すること。 

３ 土木関係機関等との情報の伝達及び収集に関すること。 

４ 機械、器具の調達に関すること。 

５ 道路、河川の占用に関すること。 

６ 業者への協力依頼及び連絡調整に関すること。 

土木班 

 

１ 公共土木施設の災害復旧に関すること。 

２ 農地及び農業施設の災害復旧に関すること。 

３ 道路、橋梁、河川、内水排水等の対策に関すること。 

４ 樋管、樋門対策に関すること。 

５ 地すべり、土砂崩れ等の自然災害の調査及び応急措置に関 

すること。 

６ 建設機材の確保対策に関すること。 
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                                （４） 

部名 班名 分掌事務 

建設部     

 ・部長 

  建設課長 

   

道路管理班           

 

 

１ 国・県道、町道、農林道の交通事情の把握に関すること。 

２ 交通路の被害調査及び応急措置に関すること（交通確保対

策）。 

３ 障害物除去対策に関すること。 

建築住宅班 １ 都市計画関係施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

２ 公営住宅の被害調査に関すること。 

３ 住宅宅地確保対策に関すること。 

４ 応急仮設住宅の設置及び応急修理に関すること。 

水道班 １ 水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

２ 飲料水の供給に関すること。 

３ 下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

４ 汚水排除対策に関すること。 

会計部 

 ・部長 

  会計管理  

者 

副部長 

（会計室長・室

長補佐） 

１ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 災害時における経理に関すること。 

３ 義援金の受入れ、保管、交付に関すること。 

出納班 １ 義援金の受入れ、保管、交付に関すること。 

２ 社会福祉班の応援に関すること。 

丸森病院部 

 ・部長 

  病院事務  

長 

副部長（事務長

補佐） 

１ 部内の連絡調整に関すること。 

総務班 １ 医療全般に関すること。 

地域連携班 １ 救護に関すること。 

教育部 

 ・部長 

  教育長 

 ・副部長 

  教育次長 

  

生 涯 学 習 課

長・課長補佐 

１ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内の被害状況の取りまとめに関すること。 

３ 関係機関との連絡調整に関すること。 

４ 部内の応援体制に関すること。 

総務班 １ 部内の連絡調整に関すること。 

２ 部内の被害状況の取りまとめに関すること。 

学校教育班 １ 教育関係施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 

２ 学校運営確保対策に関すること。 

３ 教材等の確保対策に関すること。 

４ 教職員の確保及び福利厚生対策に関すること。 

５ 児童生徒の避難状況の把握及び教育対策に関すること。 

給食センター

班 

１ り災者等への炊き出しの応援に関すること。 

生涯学習班 １ 有形文化財等の被害調査及び応急措置に関すること。 

２ 社会教育施設の被害調査及び応急措置に関すること。 

３ 部内の応援に関すること。 

支部 

・支部長 

各地区支部長 

各地区支部 １ 本部との情報連絡に関するころ。 

２ 地区住民との情報連絡に関すること。 

３ 地区内の被害調査に関すること。 

４ 消防団との情報連絡に関すること。 

 

 



 資料編 第１章 条例・協定等 

－15－ 

 

 （５） 

部名 班名 分掌事務 

消防部 

・部長 

  仙南広域消

防長 

消防班 

班員 

消防団員 

消防署員 

（総務課消防

防災班） 

１ 消防防災に関すること。 

２ 住民の避難誘導及び救出に関すること。 

３ 災害応急対策に関すること。 

４ 行方不明者等の捜索に関すること。 

５ その他他部の要請に関すること。 

警察部 

・部長 

角田警察署   

長 

 

班員      

警察署員 

１ 災害情報の収集及び伝達                 

２ 被災者の救出及び負傷者の救護 

３ 行方さつ不明者の捜索、死体の検視及び検分 

４ 交通規制及び交通秩序の確保 

５ 犯罪の予防その他社会秩序の維持 

６ 避難誘導及び避難場所の警戒 

７ 危険箇所の警戒 

８ 災害警備に関する広報活動 

９ その他本部から要請された事項に関すること。 

自衛隊部 

・部長 

陸上自衛隊

第２施設団

長 

班員 

自衛隊員 

１ 災害発生時における人命及び財産保護のための救護活動。 

２ 災害時における応急復旧活動 

３ 災害時における緊急医療活動 

４ その他本部から要請された事項に関すること。 
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別表３（第12条、第14条関係） 非常配置基準 

 
 

配備区分 
配備時期 

配備内容 配備該当者 本部体制 
風水害等災害 地震災害 

１号 

１ 台風による広
範囲かつ大規模
な災害の発生が
予想されるとき。

２ 大雨、洪水等の
警報が発表され、
広範囲かつ大規
模な災害の発生
が予想されると
き又は広範囲に
わたる被害が発
生したとき。 

３ 宮城県土砂災
害警戒情報が発
表され、被害が発
生したとき、 

４ 大雨特別警報
が発表されたと
き。 

５ その他災害の
規模等の状況に
より、町長が必要
と認めたとき。 

１ 震度５弱・強

の地震を観測

したとき。 

２ その他災害

の規模等の状

況により、町長

が必要と認め

たとき。 

 

 

１ 災害対策本部

を設置する。 

２ 被害情報の収

集、局地的災害の

緊急応急活用を

速やかに実施で

きる体制とする。

災害応急対策

に関係する部の

所要人員 

災害対策本

部（本部

長：町長） 

２号 

１ 災害が発生し、

又は発生するお

それがある場合

において町長が

必要と認めたと

き。 

 

 

１ 震度６弱以

上の地震が発

生したとき。 

２ その他災害

の規模等の状

況により、町長

が必要と認め

たとき。 

１ 災害対策本部

を設置する。 

２ 被害情報の収

集、救助活動、広

報活動等の緊急

応急活動を速や

かに実施できる

体制とする。 

各部所属部員全

員 



 資料編 第１章 条例・協定等 

－17－ 

 

 

別紙様式（第17条関係） 

被害状況報告 

（  部第 報 月 日 時現在） 

区分 地区名 被害内容 数量 被害額 応急対策措置 備考 
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（昭和 59 年３月 31 日訓令乙第２号） 

改正 平成 12 年１月 28 日訓令乙第１号 

                        平成 24 年３月 27 日訓令乙第 1 号  

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、丸森町災害対策本部運営要綱（昭和59年丸森町訓令甲第１号）第９

条第２項の規定に基づき、丸森町災害対策本部事務局（以下「事務局」という。）の組

織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 事務局の所掌事務（以下「局務」という。）は、次のとおりとする。 

(１) 災害対策本部の運営に関すること。 

(２) 気象等予警報の受理伝達に関すること。 

(３) 被害状況、災害応急対策実施状況等の情報の収集整理に関すること。 

(４) 災害派遣の要請に関すること。 

(５) 県及び防災関係機関等への連絡に関すること。 

(６) その他災害対策の実施に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 事務局の組織は、別表のとおりとする。 

（局務の開始等） 

第４条 事務局長は、災害対策本部の設置が決定されたときは、直ちに事務局職員を招集

し、局務を開始するものとする。 

２ 事務局長は、必要に応じ、防災関係機関に対し事務局への参加を求めることができる。 

３ 本部連絡員は、特別の事情がない限り本庁舎内で執務するものとし、常に最新の情報

を提供するよう努めなければならない。 

（事務局職員の参集） 

第５条 事務局職員に充てられている者は、丸森町災害対策本部運営要綱別表第３の非常

配備基準に該当する災害が発生し、又は発生するおそれがあることを覚知したときは、

事務局に参集し、又は連絡を取り、必要な指示を受けるものとする。 

（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別

に定める。 

 附 則 

この要領は、昭和59年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年１月28日訓令乙第１号） 

この訓令は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月27日訓令乙第１号） 

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。 

 

１－６ 丸森町災害対策本部事務局の組織及び運営に関する要領 
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別表（第３条関係） 

  

職名 充当職 職務 

局長 総務課長 本部長の命を受け、事務局の所掌事務を統轄する。 

次長 専門官 事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、そ

の職務を代理する。 

職員 総務課職員 上司の命を受け、事務局の事務を処理する。 

各部の本部連絡員に指名

された職員 

事務局と所属部との連絡調整事務及び所属部に関す

る被害状況その他の情報の収集整理事務を処理す

る。 
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（昭和 59 年３月 31 日訓令乙第１号） 

改正 昭和 63 年 12 月 23 日訓令乙第５号 

平成 12 年１月 28 日訓令乙第２号 

平成 15 年４月 16 日訓令乙第４号 

平成 19 年３月 29 日訓令乙第２号 

平成 23 年３月 31 日訓令乙第２号 

平成 26 年２月 27 日訓令乙第２号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、丸森町災害対策本部運営要綱（昭和59年丸森町訓令甲第１号）第14

条第２項の規定に基づき、災害対策本部設置前における警戒配備に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（警戒配備） 

第２条 異常気象その他の原因により災害に対する警戒が必要であると総務課長が認めた

場合は、おおむね次の基準による配備に付き、気象、水防等の情報収集及び広報等に当

たるものとする。 

  

配備時期 
配備内容 配備該当者 本部体制 

風水害等災害 地震災害 

１ 大雨、洪水等の注

意報、警報が発表さ

れ、災害の発生が予

想されるとき。 

 震度４の地

震を観測した

とき。 

災害応急対策に関係

する課等の所要人員

で、災害に関する情報

収集及び連絡、広報活

動が円滑に行い得る

態勢とする。 

災害応急対策に関

係する課等の所要

人員 

警戒本部 

（本部長：総務課

長） 

２ その他特に総務

課長が必要と認め

たとき。 

   

 

（特別警戒配備） 

第３条 前条の警戒配備を強化する必要があると副町長が認めた場合は、おおむね次の基

準による配備に付き、情報の収集、連絡広報及び災害応急対策の実施に当たるものとす

る。 

  

配備時期 
配備内容 配備該当者 本部体制 

風水害等災害 地震災害 

１ 台風による災害 

が予想されるとき。

１ 震度４の

地震を観測

し、被害が発

生したとき。

災害応急対策に関

係ある課等の所要人

員で、災害に関する情

報の収集、連絡及び応 

災害応急対策に

関係する課等の所

要人員 

特別警戒本部 

（本部長：副町

長） 

２ 大雨、洪水等の警

報が発表され、広範

囲にわたる災害の

発生が予想される

とき又は被害が発

２ その他災

害の規模等

の状況によ

り、副町長が

必要と認め

急対策を実施し状況

により災害対策本部

の設置に移行できる

態勢とする。 

  

１－７ 災害対策警戒配備要領 
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生したとき。 

３ 宮城県土砂災害

警報情報が発表さ

れたとき。 

４ その他災害の規

模等の状況により、

副町長が必要と認

めたとき。 

たとき。 

 

 

（配備体制） 

第４条 課長等は、前２条の警戒配備編成計画を毎年４月１日現在をもって作成し、所属

職員に周知徹底するとともに、４月20日までに町長に提出しなければならない。 

２ 警戒配備編成計画は、次の事項を定めておかなければならない。 

(１) 配備区分ごとの所掌事務、配備職員及びその責任者 

(２) 休日、勤務を要しない日及び勤務時間外の配備措置並びに招集の方法 

第５条 警戒配備職員は、休日、勤務を要しない日及び勤務時間外において第２条又は第

３条に定める災害の発生が予想されることを覚知したときは、自発的に所属長に連絡を

とり上司の指示を受けるものとする。 

（警戒配備及び被害状況の報告） 

第６条 課長等は、警戒配備の状況及び被害状況を、必要に応じ町長及び災害対策本部事

務局長に報告するものとする。 

（警戒配備の解除） 

第７条 総務課長は、災害の危険が解消したと認めたときは、警戒配備を解くものとする。 

２ 副町長は、災害の危険が解消し、若しくは災害に対する応急対策がおおむね完了した

と認めたとき、又は災害対策本部等を設置したときは、特別警戒配備を解くものとする。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、警戒配備に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要領は、昭和59年４月１日から施行する。 

附 則（昭和63年12月23日訓令乙第５号） 

この訓令は、昭和64年１月１日から施行する。 

附 則（平成12年１月28日訓令乙第２号） 

この訓令は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年４月16日訓令乙第４号） 

この訓令は、平成15年４月１日から適用する。 

附 則（平成19年３月29日訓令乙第２号） 

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月31日訓令乙第２号） 

この訓令は、平成23年４月１日から施行する。 
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附 則（平成26年２月27日訓令乙第２号） 

この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 

 

 



 資料編 第１章 条例・協定等 

－23－ 

 

 

 

平成21年10月22日訓令甲第10号 

 

 （設置） 

第１条 町は、丸森町防災会議条例（昭和38年丸森町条例第14号）第２条の規定により策

定する丸森町地域防災計画（以下「防災計画」という。）の原案を作成するため、丸森

町防災計画検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 防災計画の策定に必要な調整・検討に関すること。 

(２) 防災計画案を丸森町防災会議へ提案すること。 

(３) その他防災計画の策定に関し必要と認められる事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員25名以内でこれを組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 副町長 

(２) 別表に掲げる団体が推薦する者 

(３) その他町長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、平成23年３月31日までとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長は副町長を、副委員長は、委員長が指名するものをもって充てる。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に出席を求め、意見若しく

は説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （職員検討部会） 

第７条 委員会に提案する事項について、具体的かつ専門的な調査等を行うため、職員検

討部会を置く。 

２ 職員検討部会は、次に掲げる事項を処理する。 

(１) 委員会での審議に必要な防災計画の案文をまとめること。 

(２) その他職員検討部会において必要と認められる事項 

３ 職員検討部会は、各課等の補佐及び消防防災関係者をもって組織し、町長が委嘱し、

又は任命する。 

４ 第４条、第５条（第２項を除く。）及び第６条の規定は、職員検討部会について準用

する。この場合において、第５条及び第６条中「委員会」とあるのは「職員検討部会」

１－８ 丸森町防災計画検討委員会設置要綱 
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と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と読み

替えるものとする。 

５ 部会長及び副部会長は、それぞれ部会委員の互選により選出するものとする。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、平成21年10月22日から施行する。 

 （失効） 

２ この訓令は、平成23年３月31日限り、その効力を失う。 

別表（第３条関係） 

各地区住民自治組織、丸森町行政区長連絡協議会、角田警察署、角田消防署丸森出張所、

丸森町消防団、丸森町婦人防火クラブ連合会、丸森町社会福祉協議会、丸森町民生委員

児童委員協議会、町内福祉施設事業所、丸森町誘致企業連絡会議、丸森町校長会、丸森

町商工会 

 

 

 



 資料編 第１章 条例・協定等 

－25－ 

 

 

 

（昭和 61 年６月 23 日条例第 23 号） 

改正 平成 12 年３月 24 日条例第７号 

平成 21 年３月 26 日条例第 11 号 

 

 （趣旨） 

第１条 水防法（昭和24年法律第193号）第33条第１項に基づき、水防計画その他水防に関

し重要な事項を調査審議するため、丸森町水防協議会（以下「協議会」という。）を置

く。 

 （任期） 

第２条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 水防管理者が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてこ

れを免じ又は解職することができる。 

 （会長） 

第３条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。 

２ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 協議会の会議は会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の２分の１以上が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

 （庶務） 

第５条 協議会の庶務は、総務課において処理する。 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和39年丸森町条

例第13号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成12年３月24日条例第７号抄） 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（丸森町水防協議会条例の一部改正に伴う協議会の同一性） 

２ 従前の丸森町水防協議会は、改正後の丸森町水防協議会条例（以下「新条例」という。

１－９ 丸森町水防協議会条例 
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以下次項において同じ。）の規定に基づく丸森町水防協議会となり、同一性をもって存

続するものとする。 

（丸森町水防協議会委員の委嘱及び任期の特例） 

３ この条例の施行の際に従前の丸森町水防協議会の委員である者は、この条例の施行の

日に同協議会の委員として、委嘱されたものとみなす。この場合において、委嘱された

ものとみなされる者の任期は、新条例第２条第１項の規定にかかわらず、同日における

従前の丸森町水防協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

附 則（平成21年３月26日条例第11号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 （目的） 

第１条 この規程は、丸森町地域防災計画書に基づく災害対策に係わる事務及び行政事務

に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する丸森町防災行政用無線局（移動系）（以

下「無線局」という）の管理及び運用について、電波法（昭和２５年法律第１３１号）

及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 「無線局」電波法第２条第５号に規定する無線局をいう。 

(2) 「基地局」陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。 

(3) 「陸上移動局」陸上を移動中又は、その特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。 

(4) 「中継用固定局」陸上移動業務の局の通信のみを中枢する回線を構成する無線局をいう。 

(5) 「無線系」前各号の無線局及び附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。 

(6) 「無線従事者」無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、かつ、当

該無線設備を操作する資格を有する者をいう。 

 （無線局の回線構成） 

第３条 無線局の回線構成及び配置等は別囲及び別表のとおりとする。 

 （無線系の管理責任部署） 

第４条 無線系の管理責任部署は、地域防災計画書により災害対策本部の設置される総務

課をいう。 

 （無線系の総括管理者） 

第５条 無線系に総括管理者を置く。 

２ 総括管理者は無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。 

３ 総括管理者は町長の職にある者をあてる。 

 （無線系の管理責任者） 

第６条 無線系に管理責任者を置く。 

２ 管理責任者は総括管理者の命を受け無線系の管理運用の業務を行うとともに、通信取

扱責任者、管理者を指揮監督する。 

３ 管理責任者は総務課長の職にある者をあてる。 

 （通信取扱責任者） 

第７条 無線系に通信取扱責任者を置く。 

２ 通信取扱責任者は管理責任者の命を受け無線局を管理、運用し無線局に係わる業務を

所掌する。 

３ 通信取扱責任者は管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有するものを指名し、

これにあてる。 

 （管理者） 

第８条 管理責任部署以外に通信操作を行う附帯設備を設置している部署及び陸上移動局

を配置している部署に管理者を置く。 

１－１０ 丸森町防災行政用無線局(移動系)管理運用規程 
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２ 管理者は管理責任者の命を受け、当該部署に設置されている附帯設備及び配置されて

いる陸上移動局の管理、監督の業務を所掌する。 

３ 管理者は本庁にあっては当該部署の課長及び所長、庁外にあっては所長の職にある者

をあてる。 

 （無線従事者の配置） 

第９条 総括管理者は無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配

置するものとする。 

２ 管理責任者は無線従事者の適正な配置を確保するため常に無線従事者の養成に留意す

るものとする。 

３ 総括管理者は無線従事者の現状を把握するため、毎年４月１日をもって無線従事者名

簿を作成するものとする。 

 （無線従事者の任務） 

第10条 無線従事者は無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに通信取扱者

の行う無線設備の操作を指揮監督する。 

 （通信取扱者） 

第11条 通信取扱者は無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づ

いた無線局の運用を行う。 

２ 通信取扱者は無線局の運用にたずさわる一般職員とする。 

 （備え付け書類等の管理） 

第12条 管理責任者は電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。 

２ 管理責任者は電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。 

３ 総括管理者は、無線従事者を選任または解任したときは遅滞なく東北電気通信監理局

長に届出をするものとする。 

４ 管理責任者は無線従事者選解任届の写しを、整理保管しておくものとする。 

 （無線局の運用） 

第13条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。 

 （無線設備等の保守点検） 

第14条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。 

(l) 毎日点検      通話試験等 

(2) 月点検       遠隔制御器の動作試験等 

(3) 年点検（２回以上） 設備機器の精密点検 

          空中線電力測定調整、周波数測定調整、周波数変差測 

          定調整等 

          （年点検については専門業務者に委託） 

２ 保守点検の責任者は次のとおりとする。 

(1) 毎日点検は通信取扱責任者又は管理者とする。 

(2) 月点検は管理責任者とする。 

(3) 年点検は総括管理者とする。 

３ 予備装置及び予備電源を使用しての動作試験を毎年２回以上実施し、その機能を確認

しておくものとする。 
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４ 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し、速やかに必要な処置

を講じるものとし、必要に応じ保守契約している業者等に連絡を行い障害の除去に努め

るものとする。 

 （通信訓練） 

第15条 総括管理者は非常災害発生時に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図る

ため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。 

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練、年１回以上 

(2) 定期通信訓練、毎四半期ごと 

２ 訓練は通信統制訓練、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。 

 （研修） 

第16条 管理責任者は毎年１回以上通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細

別並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。 

 （庁外配置の陸上移動局の管理） 

第17条 庁外に定置する陸上移動局の管理については、別に定める細則によるものとする。 

 

  附則 

この訓令は、平成５年２月１９日から施行する。 
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 （目的） 

第１条 この細則は、丸森町防災行政用無線局(移動系)管理運用規程第13条に基づき、防

災行政用無線局の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （通信の種類） 

第２条 通信の種類は、平常通信と緊急通信とする。 

 （通信事項） 

第３条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 非常通信（地震、大雨、台風、その他災害に関する通信） 

(2) 事務通信（一般行政事務に関する通信） 

(3) 訓練通信（訓練に関する通信） 

(4) 試験通信（無線機器の試験に関する通信） 

 （通信の原則） 

第４条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。 

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。 

(2) 無線通信に使用する用語は暗号、隠語を使わずできる限り簡潔でなければならない。 

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければ

ならない。 

(4) 無線通信は、正確に行うものとし通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなけれ

ばならない。 

(5) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信するもの

とする。 

 （通信時間） 

第５条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内を原

則とする。 

 （通信の制限） 

第６条 管理責任者は、災害対策本部が設置された時、または、災害の発生が予想される

時は通信の正常かつ能率的な運用を確保するために他の通信を制限することができる。 

 （目的外使用の禁止） 

第７条 無線局は、目的または通信の相手方もしくは通信事項の範囲をこえて運用しては

ならない。 

 （混信等の防止） 

第８条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用し

なければならない。 

２ 移動局及び庁舎内制御器は、主制御装置の通信統制に従わなければならない。 

 （通信方法） 

第９条 通信の呼出及び応答等の通話例は、別表に定めるとおりとする。 

２ 無線局が送信したときは、相手無線局が通信事項を受信したことをその都度確認のう

え次の送話を行うものとする。 

１－１１ 丸森町防災行政用無線局(移動系)運用細則 
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 （庁外配置の陸上移動局の運用） 

第10条 庁外配置の陸上移動局の運用については、別に定める細則によるものとする。 

 

  附則 

 この訓令は、平成５年２月１９日から施行する。 

 

 

    

別表（第９号関係） 

 通信は、次の方法による。 

○呼出 相手局の呼出符号 ３回以下 

    こちらは     １回 

    自局の呼出符号  ３回以下 

    どうぞ      １回 

 

○応答 相手局の呼出符号 ３回以下 

    こちらは     １回 

    自局の呼出符号  １回 

    どうぞ      １回 

 

○通報 相手局の呼出符号 １回＊ 

    こちらは     １回＊ 

    自局の呼出符号  １回＊ 

    通報 

     ＊通報を相互に繰り返す場合には、上の３行は省略しても良い。 

  ただし省略した場合は、その通信中少なくとも１回以上自局の呼出名称を送

信する。 

 

○終了 通報 

    以上       １回 
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 （目的） 

第１条 この細則は、庁外配置の陸上移動局に関する管理、運用について、「丸森町防災行 

政用無線局（移動系）管理運用規程」及び「丸森町防災行政用無線局（移動系）運用細

則」に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （配置） 

第２条 陸上移動局の庁外配置先は、次のとおりとする。 

(1) 金山まちづくりセンター （ぼうさいまるもり１） 

(2) 筆甫まちづくりセンター （ぼうさいまるもり２） 

(3) 大内まちづくりセンター （ぼうさいまるもり３） 

(4) 小斎まちづくりセンター （ぼうさいまるもり４） 

(5) 舘矢間まちづくりセンター（ぼうさいまるもり５） 

(6) 大張まちづくりセンター （ぼうさいまるもり６） 

(7) 耕野まちづくりセンター （ぼうさいまるもり７） 

 （無線機の種類） 

第３条 配置する無線機の種類は、可搬型無線機とする。 

 （管理者） 

第４条 陸上移動局の庁外配置先には、各々管理者を置く。 

２ 管理者は管理責任者の命を受け、当該部署に配置されている陸上移動局の管理、監督

の業務を所掌する。 

３ 管理者は当該部署の所長の職にある者をあてる。 

 （運用の制限） 

第５条 無線局は絶えず移動できる状態で運用するものとする。 

２ 各々のまちづくりセンターに設置する外部固定空中線との接続運用は、非常通信（地

震、大雨、台風、その他災害のための通信）及び訓練通信（訓練のための通信）を除き

これを禁止するものとする。 

 

  附則 

 この訓令は、平成５年２月１９日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１２ 庁外配置の陸上移動局に関する管理、運用細則 
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（昭和 49 年９月 10 日条例第 29 号） 

改正 昭和 50 年 3 月 20 日 条例第 14 号 

昭和 51 年 12 月 21 日 条例第 35 号 

昭和 53 年 6 月 30 日 条例第 15 号 

昭和 56 年 9 月 24 日 条例第 8 号 

昭和 58 年 3 月 23 日 条例第 18 号 

昭和 62 年 3 月 16 日 条例第 9 号 

平成 4 年 6 月 24 日 条例第 19 号 

平成 21 年３月 26 日 条例第 11 号 

平成 23 年５月 23 日 条例第 17 号 

平成 23 年９月 14 日 条例第 25 号 

 

 

第１章 総則 

   （目的） 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号。以

下「法」という。）及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和 48 年政令第

374 号。以下「令」という。）の規定に基き、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給

並びに災害援護資金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資するこ

とを目的とする。 

   （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲

げるところによる。 

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象に

より被害を生ずることをいう。 

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者をいう。 

 

第２章 災害弔慰金の支給 

   （災害弔慰金の支給） 

第３条 町は、町民が令第１条に規定する災害（以下この章及び次章において単に「災

害」という。）により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を

行うものとする。 

 （災害弔慰金を支給する遺族） 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲とし、そ

の順位は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族

(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にす

る。 

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

(ｱ) 配偶者 

(ｲ) 子 

１－１３ 災害弔慰金の支給等に関する条例 
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(ｳ) 父母 

(ｴ) 孫 

(ｵ) 祖父母 

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であ

って兄弟姉妹がいるときは、当該兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居

し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するも

のとする。 

２ 前項の場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その

者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにした者を先にし、同順位の父

母については、養父母を先にし、実父母を後にし同順位の祖父母については、養父

母の父母を先にし、実父母の父母を後にし父母の養父母を先にし、実父母を後にす

る。 

３ 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前２項の規定により難いときは、

前２項の規定にかかわらず、第１項の遺族のうち、町長が適当と認める者に支給す

ることができる。 

４ 前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上

あるときは、その１人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

   （災害弔慰金の額） 

第５条 災害により死亡した者１人当りの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時

においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を

主として維持していた場合にあっては 500 万円とし、その他の場合にあっては 250

万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害

障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害

見舞金の額を控除した額とする。 

   （死亡の推定） 

第６条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第

４条の規定によるものとする。 

 （支給の制限） 

第７条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。 

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

(2) 令第２条に規定する場合 

(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情がある

がため、町長が支給を不適当と認めた場合 

   （支給の手続） 

第８条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定

めるところにより支給を行うものとする。 

２ 町長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求める

ことができる。 

 

第３章 災害障害見舞金の支給 

 （災害障害見舞金の支給） 

第９条 町は，町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき（その症状

が固定したときを含む。）に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該町民（以
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下「障害者」という。）に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

   （災害障害見舞金の額） 

第 10 条 障害者１人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷

し又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持してい

た場合にあっては 250 万円とし、その他の場合にあっては 125 万円とする。 

 （準用規定） 

第 11 条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

 

 

第４章 災害援護資金の貸付け 

   （災害援護資金の貸付け） 

第 12 条 町は、令第３条に掲げる災害により、法第 10 条第１項各号に掲げる被害を

受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援

護資金の貸付けを行うものとする。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第 10 条第１項に規定する要件に該当

するものでなければならない。 

 （災害援護資金の限度額等） 

第 13 条 災害援護資金の１災害における１世帯当りの貸付限度額は、災害による当

該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷（以下「世帯主の負

傷」という。）があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

  (ｱ) 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね３分の１以上である

損害（以下「家財の損害」という。）及び住居の損害がない場合  150 万円 

(ｲ) 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合  250 万円 

(ｳ) 住居が半壊した場合  270 万円 

(ｴ) 住居が全壊した場合  350 万円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

(ｱ) 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合  150 万円 

(ｲ) 住居が半壊した場合  170 万円 

(ｳ) 住居が全壊した場合（(ｴ)の場合を除く。）  250 万円 

(ｴ) 住居の全体が滅失若しくは流失した場合  350 万円 

(3) 第１号の(ｳ)又は前号の(ｲ)若しくは(ｳ)において、被災した住居を建て直すに

際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合

には、「270 万円」とあるのは「350 万円」と、「170 万円」とあるのは「250 万円」

と、「250 万円」とあるのは「350 万円」と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は、10 年とし、据置期間はそのうち３年（令第７条第２

項括弧書の場合は５年）とする。 

 （利率） 

第 14 条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を

延滞の場合を除き年３パーセントとする。 

   （償還等） 

第 15 条 災害援護資金は、年賦償還（又は半年賦償還）とする。 



資料編 第１章 条例・協定等 

－36－ 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、

いつでも繰上償還をすることができる。 

３ 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第 13

条第１項、令第８条から第 12 条までの規定によるものとする。 

 （委任） 

第 16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

 

 

 

 附則(施行期日) 

第1 条 この条例は、公布の日から施行し、昭和 49 年９月１日から適用する。 

 （東日本大震災における災害援護資金貸付の特例措置） 

第２条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成

23 年法律第 40 号。以下「平成 23 年特別法」という。）第２条第１項に規定す

る東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための

特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する

政令（平成 23 年政令第 131 号。以下「平成 23 年特別令」という。）第 14 条第 1

項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第 13 条第２項及び第 14 条

の適用については、第 13 条第２項中｢10 年｣とあるのは「13 年」と、「３年」と

あるのは「６年」と、「５年」とあるのは｢８年｣と、第 14 条中｢年３パーセント｣

とあるのは「年 1.5 パーセント（保証人を立てる場合にあって無利子）」とする。 

２ 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除及び保障人については、第 15 条第

３項の規定にかかわらず、平成 23 年特別法第 103 条第 1 項の規定により読み替

えられた法第 13 条第 1 項及び平成 23 年特別令第 14 条第７項の規定によるもの

とする。   

附則（昭和 50 年３月 20 日条例第 14 号） 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   附則（昭和 51 年 12 月 21 日条例第 35 号） 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第５条の規定は昭和 51 年９月７日以

後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正

後の第 10 条第１項の規定は当該災害により被害を受けた世帯主に対する災害援護資

金の貸付けについて適用する。 

   附則（昭和 53 年６月 30 日条例第 15 号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例（以下「改正

後の条例」という。）第５条の規定は、昭和 53 年１月 14 日以後に生じた災害によ

り死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金について、改正後の条例第 10 条第１項

の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付

けについて適用する。 
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   附則（昭和 56 年９月 24 日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第５条の規定は昭和 55 年 12 月 14 日

以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改

正後の第 10 条第１項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災

害援護資金の貸付けについて適用する。 

   附則（昭和 58 年３月 23 日条例第 18 号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第９条、第 10 条及び第 11 条の規定は、

昭和 57 年７月 10 日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった町民に対する

災害障害見舞金の支給について適用する。 

   附則（昭和 62 年３月 16 日条例第９号） 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   附則（平成４年６月 24 日条例第 19 号） 

  この条例は、公布の日から施行する。 

附則（平成 21 年３月 26 日条例第 11 号） 

  この条例は、公布の日から施行する。 

附則（平成 23 年５月 23 日条例第 17 号） 

  この条例は、公布の日から施行し、平成 23 年３月 11 日から適用する。 

附則（平成 23 年９月 14 日条例第 25 号） 

  この条例は、公布の日から施行し、改正後の第４条第１項の規定は、平成 23 年３月

11 日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給につい

て適用する。 
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（昭和 49 年 11 月１日規則第 30 号） 

改正 昭和 58 年 3 月 23 日 規則第７号 

平成 17 年３月 31 日 規則第 13 号 

平成 23 年５月 23 日 規則第 12 号 

平成 25 年２月 28 日 規則第５号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年丸森町条例第29号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２章 災害弔慰金の支給 

（支給の手続） 

第２条 町長は、条例第３条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる

事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(1) 死亡者（行方不明者を含む。以下同じ。）の氏名、性別、生年月日 

(2) 死亡（行方不明を含む。）の年月日及び死亡の状況 

(3) 死亡者の遺族に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

（必要書類の提出） 

第３条 町長は、この町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発

行する被災証明書を提出させるものとする。 

２ 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させ

るものとする。 

第３章 災害障害見舞金の支給 

（支給の手続） 

第４条 町長は、条例第９条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲

げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日 

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況 

(3) 障害の種類及び程度に関する事項  

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

（必要書類の提出） 

第５条 町長は、町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に

対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるも

のとする。 

１－１４ 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 
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２ 町は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）

別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書（別紙様式第１号）を提

出させるものとする。 

第４章 災害援護資金の貸付け 

（借入れの申込） 

第６条 災害援護資金（以下「資金」という。）の貸付けを受けようとする者（以下

「借入申込者」という。）は、次に掲げる事項を記載した借入申込書（別紙様式第

２号）を町長に提出しなければならない。 

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日 

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法 

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画 

(4) 保証人となるべき者に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

２ 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療

養概算額を記載した診断書 

(2) 被害を受けた日の属する年の前年（当該被害を１月から５月までの間に受けた

場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。）において、他の市町

村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市

町村長の証明書 

(3) その他町長が必要と認めた書類 

３ 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月１日から起算

して３月を経過する日までに提出しなければならない。 

（調査） 

第７条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のう

え、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとす

る。 

（貸付けの決定） 

第８条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金

の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書（別紙様式第３号）を、

借入申込者に交付するものとする。 

２ 町長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付決

定不承認通知書（別紙様式第４号）を借入申込者に通知するものとする。 

（借用書の提出） 

第９条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに保証人の連署した借用書（別

紙様式第５号）に、資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）及び保証

人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。 

（貸付金の交付） 

第10条 町長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。 

（償還の完了） 

第11条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書

及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。 
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（繰上償還の申出） 

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書（別紙様式第６号）を町長に

提出するものとする。 

（償還金の支払猶予） 

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けよ

うとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した支払猶予申請書

（別紙様式第７号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町

長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認書（別紙様式第８号）を、当該借受

人に交付するものとする。 

３ 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書（別

紙様式第９号）を当該借受人に交付するものとする。 

（違約金の支払免除） 

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載し

た支払免除申請書（別紙様式第10号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、支払を免除した期間及

び金額を記載した支払免除承認書（別紙様式第11号）を当該借受人に交付するもの

とする。 

３ 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、支払免除不承認通知書（別紙

様式第12号）を、当該借受人に交付するものとする。 

（償還免除） 

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする

者（以下「償還免除申請者」という。）は、償還免除を受けようとする理由その他

町長が必要と認める事項を記載した償還免除申請書（別紙様式第13号）を、町長に

提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。 

(1) 借受人の死亡を証する書類 

(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができ

なくなったことを証する書類 

３ 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書（別紙様

式第14号）を当該償還免除申請者に交付するものとする。 

４ 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書（別

紙様式第15号）を当該償還免除申請者に交付するものとする。 

（督促） 

第16条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行

するものとする。 

（氏名又は住所の変更届等） 

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に

異動を生じたときは、借受人は速やかにその旨を町長に氏名等変更届（別紙様式第

16号）を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族

又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。 

 

 （補則） 



 資料編 第１章 条例・協定等 

－41－ 

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに

災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。 

附 則(施行期日)  

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年９月１日から適用する。 

 （東日本大震災における災害援護資金貸付の特例措置） 

第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成 

   23年法律第40号。以下｢平成23年特別法｣という。)第2条第1項に規定する東日本大震

災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助

及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令

第131号。以下｢平成23年特別令｣という。)第14条第1項に定めるものに対する災害

援護資金の貸付けに係る第6条第3項の適用については、｢その者の被災の日の属す

る月の翌月1日から起算して3月を経過する日｣とあるのは｢平成30年3月31日｣とす

る。 

  ２ 前項の災害援護資金の貸付けにおいて保証人を立てないものに係る第9条の適用

については、｢保証人の連署した借用書｣とあるのは｢借用書｣と、｢資金の貸付けを

受けた者(以下｢借受人｣という。)及び保証人の印鑑証明書｣とあるのは「資金の貸

付けを受けた者（以下「借受人」という。）の印鑑証明書」とする。 

  ３ 平成23年特別令第14条第１項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る

第6条第2項第2号の適用については、「被害を受けた日の属する年の前年（当該被害

を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年）」とあるのは「平成21年

（平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合にあっては、平成23年）」と、「前

年の所得」とあるのは「平成21年の所得」とする。 

 

   附 則(昭和58年３月23日規則第７号) 

  この規則は、公布の日から施行し、改正後の第４条及び第５条の規定は、昭和57年７

月10日以降に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった町民に対する災害障害見舞

金の支給について適用する。 

 

附 則(平成17年３月31日規則第13号) 

  この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

 

附 則(平成23年５月23日規則第12号) 

  この規則は、公布の日から施行し、平成23年３月11日から適用する。 

 

附 則(平成25年２月28日規則第５号) 

  この規則は、公布の日から施行する。 

   

 別紙様式第１号（第５条関係 省略） 
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   丸森町（以下「甲」という。）と丸森町商工会（以下「乙」という。）は町内に大規

模な災害等が発生した際、物資の確保を図るため、物資の供給、受領及び支払いに関し（以

下「供給等」という。）次の条項により協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、甲が乙に物資の調達を要請し、乙は要請事項についてすみやかに商 

 工会会員商店等から物資を調達し甲に供給等の協力を行うことを定める。 

 

（災害の範囲） 

第２条 本協定における災害は、災害対策基本法に定める災害のほか、これに準ずる災害 

 等で、丸森町災害対策本部長（町長）が緊急措置を実施する必要があると認めた事態を 

 いう。 

 

（協力の要請等） 

第３条 甲は、丸森町内に災害が発生し、物資の確保が困難となった場合において乙の協 

 力を必要とするときは、乙に別記様式１をもって要請するものとする。ただし緊急を要 

 するときは電話等をもって要請し、事後文書を提出する。 

２ 前項により要請を受けた乙は、業務上の支障又はやむを得ない事由のない限り、他の 

 業務に優先して協力するものとする。 

 

（報告） 

第４条 乙は甲の要請に協力した場合は、別記様式２をもってすみやかに報告するものと 

 する。ただし緊急を要するときは電話等をもって報告し、事後文書を提出する。 

 

（物資の範囲等） 

第５条 物資の範囲は、概ね次のとおりとする。 

 (1) 食料品 

 (2) 衣料品 

 (3) 寝具類 

 (4) 日用品 

 (5) 雑貨品 

 (6) 医薬品 

 (7) 学用品 

 (8) その他甲が指定する物資 

 

（費用の負担） 

第６条 供給した物資及び経費は、甲と乙が協議の上、災害発生時直前における適正な価 

 格をもって甲が負担する。また、経費の支払いについては甲が一括して乙に支払うもの 

 とする。 

 

 

１－１５ 災害時における物資供給に関する協定 
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（物資の引取） 

第７条 物資の引渡し場所は、甲と乙が協議して決定するものとし、甲は当該場所へ職員 

 を派遣し、調達物資を確認のうえ、これを引き取るものとする。 

 

（協議事項） 

第８条 この協定の実施に関して疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項につい 

 ては、その都度甲及び乙が協議のうえ決定するものとする。 

 

（協定書の保有） 

第９条 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙は記名押印のうえ、各１通 

 を保有する。 

 

（施行期日） 

第１０条 この協定は平成１１年８月３日から施行する。 

 

 

   平成１１年８月３日 

 

 

甲  丸森町字鳥屋１２０ 

   丸森町長 

 

乙  丸森町字山崎前１８ 

   丸森町商工会長 
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様式１ 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

丸森町商工会 

会長           殿 

 

 

丸森町長 

 

 

災害時における物資の供給等について（要請） 

 

 

 平成１１年８月３日に締結した災害時における物資の供給に関する協定書に基づき、次の

とおり要請いたします。 

 

記 

 

１ 要 請 日      年  月  日（ ） 

 

２ 要請物資  別紙のとおり 

 

３ 配 送 先  別紙のとおり 

 

４ そ の 他 
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様式１〔別紙〕 

№ 品名 数量 単位 配送先 配達時間 備考 

       :  まで  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

     :  

※配送先毎、記載すること。 
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様式２ 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

丸森町長           殿 

 

 

丸森町商工会 

会長 

 

 

災害時における物資の供給等について（報告） 

 

 

     年  月  日付け、丸  第   号で依頼のあったこのことについて次の

とおり報告します。 

 

記 

 

１ 要 請 日      年  月  日（ ） 

 

２ 要請物資  別紙のとおり 

 

３ 配 送 先  別紙のとおり 

 

４ そ の 他 
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様式１〔別紙〕 

№ 品名 数量 単位 金額 配送先 配達時間 

      : 

      : 

      : 

      : 

      : 

      : 

      : 

      : 

      : 

      : 

      : 

      : 

      : 

      : 

      : 

      : 

      : 

※配送先毎、記載すること。また、配送先毎小計をお願いします。 
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  仙南地域広域行政事務組合の構成市町である白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大

河原町、村田町、柴田町、川崎町、及び丸森町（以下「甲」という。）と株式会社セブン－

イレブン・ジャパン（以下「乙」という。）は、災害時における応急生活物資供給等の協力

について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他による災害が発生し、または発生のおそれがあ 

 る場合（以下「災害時」という。）に甲と乙と相互に協力して住民生活の早期安定を図る 

 ため、応急生活物資（以下「物資」という。）の供給等の協力に関する事項について定め 

 るものとする。 

（協力事項の発動） 

第２条 この協定に定める協力事項は、甲のいずれかの市町が災害対策本部を設置し、乙 

 に対して協力要請を行ったときをもって発動する。 

（協力の要請） 

第３条 災害時において甲のいずれかの市町が物資を必要とするときは、その市町は乙に 

 対して、次に掲げる事項について協力を要請することができる。 

 (1) 乙が保有または製造する物資の供給及び運搬 

 (2) 要請した市町が必要とする物資の仕入及び運搬 

（協力の実施） 

第４条 乙は、前条の規定により要請を受けたときは、業務に支障を及ぼさない範囲で積 

 極的に応じるよう努めるものとする。 

（物資の範囲） 

第５条 甲が乙に要請する災害時の物資は、次に掲げるもののうち、乙が供給可能な物資 

 とする。 

 (1) 別表第１に掲げる物資 

 (2) その他要請した市町が指定する物資 

（要請手続等） 

第６条 甲の乙に対する要請は、別記様式の注文書により行うものとする。ただし、緊急 

 を要するときは口頭（電話または電信を含む。）で要請することができる。 

２ 前項ただし書きの場合においては、要請後すみやかに注文書を提出するものとする。 

３ 甲と乙は、この協定に基づく相互協力のため別表第２のとおり連絡窓口を定め、連絡 

 体制に支障を来さぬよう常に点検及び改善に努めるものとする。 

（物資の引渡し） 

第７条 物資の引渡し場所は、要請した市町と乙とが協議のうえ決定するものとする。 

２ 乙は、前項の引渡し場所に物資を搬送し、要請した市町の職員の確認を受けて引き渡 

 すものとする。 

（費用の負担） 

第８条 第４条の規定により乙が供給した物資の対価及び乙が行った運搬の経費について 

 は、要請した市町が負担する。 

 

 

１－１６ 災害時における応急生活物資供給等に関する協定 
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（経費の請求） 

第９条 乙は、物資の供給及び運搬を実施したときは、前条に規定する経費を要請した市 

 町の長に請求するものとする。 

（経費の支払） 

第10条 要請した市町は、前条に基づき経費の支払請求があったときは、当該市町の規定 

 に基づき、速やかに乙に支払うものとする。 

（価格の決定） 

第11条 物資の取引価格は、災害発生直前における適正価格とし、要請した市町と乙が協 

 議のうえ決定するものとする。 

（情報の伝達、交換等） 

第12条 甲は、災害において、住民に対し物資の配付場所や品目等の情報伝達に努め、乙 

 はこれに協力するものとする。 

２ 甲と乙は、災害時において、被災地域や被災者の状況、地域の生活物資の価格や供給 

 状況、物資の緊急輸送路の状況等について情報交換を行うものとする。 

３ 甲と乙は、災害時において、物価の高騰防止等を図るため、協力して住民に迅速的確 

 な生活情報の提供に努めるものとする。 

（物資の安定供給） 

第13条 乙は、災害時にその組織、施設及び機能を最大限に活用し、物資の高騰防止と安 

 定供給に努め、甲は、これに積極的に協力するものとする。 

（保有物資の照会） 

第14条 甲は、必要に応じて乙に対し保有物資及び数量の照会ができるものとし、乙は、 

 甲から照会があったときはこれに応じるものとする。 

（防災訓練等の参加協力） 

第15条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、乙は、甲が実施する防災訓練等に 

 業務に支障のない範囲で、当該要請に基づき、訓練の参加について協力するものとする。 

（有効期間） 

第16条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲または乙が文書をもって終了を通知し 

 たとき、若しくは乙が別表第１に掲げる物資のすべてを取り扱わなくなったときに、効 

 力を失う。 

（協議） 

第17条 この協定に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、その都度、甲乙協 

 議して定めるものとする。 
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 この協定の締結を証するため、本書10通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保

有する。 

 

平成13年10月26日 

 

 

甲  白石市長 

   角田市長 

   蔵王町長 

   七ヶ宿町長 

   大河原町長 

   村田町長 

   柴田町長 

   川崎町長 

   丸森町長 

 

乙  東京都港区芝公園四丁目１番４号 

   株式会社セブン－イレブン・ジャパン 

   代表取締役社長 
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別表第１（第５条関係） 

災害時応急生活物資 

区     分 品目 

食 料 品 

主 食 

米、パン、めん類、粉ミルク、授乳食、弁当、 

おにぎり、レトルト食品（ご飯）、 

インスタントヌードル 

副 食 肉、野菜、魚、缶詰、惣菜 

調 味 料 等 
味噌、醤油、ソース、塩、砂糖、化学調味料 

バター、マーガリン、ジャム 

そ の 他 果物 

飲 料 品 

ミネラルウォーター（ペットボトル） 

ウーロン茶、緑茶など（ペットボトル） 

牛乳、コーヒー、紅茶、炭酸飲料など 

生 活 物 資 

寝 具 類 毛布、寝具、寝袋 

衣 料 品 下着、靴下、防寒具、雨具 

日 用 品 等 

哺乳ビン、紙おむつ、生理用品、石鹸、洗剤、 

シャンプー、トイレットペーパー、 

ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、 

洗面用具、裁縫セット、掃除用具、 

使い捨てコップ、食器、割箸、 

ポリバケツ、ポリタンク、電池、懐中電灯、 

粘着テープ、ビニールシート、ブルーシート、 

使い捨てカイロ、マスク、アルミホイル、ラップ 

学 用 品 等 文房具、シューズ 

燃 料 等 卓上ガスコンロ・ボンベ、灯油 
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別表第２（第６条関係） 

連   絡   窓   口 

 
市 町 名 担 当 部 ・ 課 名 所     在     地 

電 話 番 号 

ＦＡＸ番号 

甲 

白 石 市 民生部生活環境課 
〒989-0292 

白石市大手町１番１号 

0224-22-1314 

0224-22-1316 

角 田 市 総 務 部 総 務 課 
〒981-1505 

角田市角田字大坊 41 

0224-63-2111 

0224-62-4829 

蔵 王 町 総 務 課 
〒989-0821 

刈田郡蔵王町円田字西浦北 10 

0224-33-2211 

0224-33-4159 

七 ヶ 宿 町 総 務 課 
〒989-0512 

刈田郡七ヶ宿町字関 126 

0224-37-2111 

0224-37-2468 

大 河 原 町 町 民 生 活 課 
〒989-1295 

柴田郡大河原町字新南 19 

0224-53-2114 

0224-53-3818 

村 田 町 総 務 課 
〒989-1392 

柴田郡村田町字迫 6 

0224-83-2111 

0224-83-5740 

柴 田 町 総 務 課 
〒989-1692 

柴田郡柴田町船岡中央 2-3-45 

0224-55-2111 

0224-55-4172 

川 崎 町 総 務 課 
〒989-1501 

柴田郡川崎町前川字裏丁 175-1 

0224-84-2860 

0224-84-6789 

丸 森 町 保 健 福 祉 課 
〒981-2192 

伊具郡丸森町字鳥屋 120 

0224-72-3013 

0224-72-3040 

乙 

株式会社 

セブン‐イレブン・ジャパン 

総務本部渉外部 

〒105-0011 

東京都港区芝公園四丁目 1-4 

03-3459-3734 

03-3438-3724 
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（趣旨） 

第１条 この協定は、福島地方広域行政圏（福島地方拠点都市地域）、仙南地域広域行政圏、

相馬地方広域市町村圏、亘理・名取広域行政圏及び置賜広域行政圏で構成する市町村に

おいて災害が発生し、被災した市町村（以下「被災市町村」という。）独自では、十分

な応急措置ができない場合に、災害対策基本法第６７条第１項の規定に基づき、広域圏

内において物資等の相互応援に関し必要な事項について定めるものとする。 

（広域圏連絡調整市町村） 

第２条 応援事務を迅速かつ円滑に遂行し、かつ各広域圏間並びに広域圏内構成市町村と

の総合調整等を行うため、各広域圏に連絡調整市町村をあらかじめ定めておくものとす

る。 

  （連絡責任者） 

第３条 応援に関する責任者として、各広域圏の構成市町村に連絡責任者を置く。 

  （応援の種類） 

第４条 応援の種類は次に掲げるものとする。 

(1) 食糧､飲料水及び日用品などの生活必需物資の提供 

(2) 応急対策及び復旧に必要な物資、資機材等の提供与 

(3) 応急対策及び復旧に必要な職員の派遣 

(4) その他前3号に掲げるもののほか､特に要請のあった事項 

  （応援要請の手続き） 

第５条 災害発生により応援の要請を必要とする被災市町村は、文書をもって次に掲げる

事項を明らかにし、広域圏連絡調整市町村または被災市町村以外の市町村に対し要請す

るものとする。 

  ただし、緊急を要する場合は、電話等で要請し事後において要請文書を提出するもの

とする。 

(1) 被害の状況及び要請理由 

(2) 提供を要請する生活必需物資､資機材等の種類及び数量 

(3) 派遣を要請する職員の職種及び人員 

(4) 応援の場所及び経路 

(5) 応援を必要とする期間 

  （自主応援） 

第６条 被災市町村以外の市町村は、被災市町村の被害が極めて甚大で連絡が取れない場

合又は被災市町村が応援を要請するいとまがないと認められる場合は、要請を待たない

で必要な応援を行うことができる。この場合においては、前条の要請があったものとみ

なすものとする。 

  （経費の負担） 

第７条 応援に要した費用は、原則として被災市町村の負担とする。 

  （連絡会議） 

第８条 広域圏相互の情報交換等のほか、この協定に基づく応援を円滑に行うため必要に

応じて連絡調整市町村による連絡会議を開催する。 

１－１７ 福島・宮城・山形広域圏災害時相互応援協定 
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  （その他防災協定等との関係） 

第９条 この相互応援協定のほか、別途協定している応援協定など特別の定めがある場合

は、その定めるところとする。 

  （その他） 

第10条 この協定に定めのない事項及び協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議す

るものとする。 

 

上記協定の成立の証として、本協定書４４通作成し、５広域圏構成４４市町村がそれ

ぞれ記名押印の上、各１通を保有するものとする。 

 

平成９年１月１６日 

 

《福島地方広域行政圏（福島地方拠点都市地域）》 

福 島 市 長   

 飯 野 町 長   

二 本 松 市 長   

 安 達 町 長   

 岩 代 町 長   

 東 和 町 長   

伊 達 市 長   

 保 原 町 長   

 梁 川 町 長   

 霊 山 町 長   

  月 館 町 長 

本 宮 市 長 
  

  白 沢 村 長   

桑 折 町 長   

国 見 町 長   

川 俣 町 長   

大 玉 村 長   

   

 

《仙南地域広域行政圏》 

白 石 市 長   

角 田 市 長   

蔵 王 町 長   

七 ヶ 宿 町 長   

大 河 原 町 長   

村 田 町 長   

柴 田 町 長   

川 崎 町 長   

丸 森 町 長   
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《相馬地方広域市町村圏》 

相 馬 市 長   

南 相 馬 市 長  (元 原町市長 

 小 高 町 長   

 鹿 島 町 長   

新 地 町 長   

飯 舘 村 長   

 

《亘理・名取広域行政圏》 

名 取 市 長   

岩 沼 市 長   

亘 理 町 長   

山 元 町 長   

 

《置賜広域行政圏》 

米 沢 市 長   

長 井 市 長   

南 陽 市 長   

高 畠 町 長   

川 西 町 長   

白 鷹 町 長   

飯 豊 町 長   

小 国 町 長   
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昭和33年３月31日協定 

 

福島県梁川町と丸森町は地震、台風及び水火災等の非常事態が発生した場合における災

害防禦の措置について、相互に応援協定することの必要を認め次のとおり協定する。 

昭和33年３月31日 

 

第１条 地震、台風及び水火災等が発生し、応援を求め又は求められた場合は、当該町は、

当該町の消防任務遂行上支障のない限度においてこれに応ずるものとする。 

第２条 応援を求められて出動した消防団員は、火災区域の消防機関の指揮に従うものと

する。 

第３条 この協定に基づく応援に要する通常の費用は、応援団員居住町の負担とする。 

第４条 この他必要と認める事項は、その都度協議して定める。 

附 則 

この協定は、昭和33年３月31日より施行する。 

 

 

 

１－１８ 梁川町、丸森町災害防禦相互応援協定 
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 宮城県、宮城県内各市の長からこの協定の締結について委任を受けた宮城県市長会長及

び宮城県内各町村の長からこの協定の締結について委任を受けた宮城県町村会長は、災害

時における宮城県市町村相互の応援に関し、次のとおり協定する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、宮城県内の市町村（以下「市町村」という。）において災害対策基本

法（昭和 36 年法律第 223 号）第 2 条第 1 号に規定する災害（以下「災害」という。）が

発生し、被災市町村及び被災市町村が個別に締結している県内市町村との相互応援協定

に基づく応援のみでは、十分な応急措置及び応急対策並びに復旧対策（以下「対策等」

という。）を実施することが困難な場合において、全市町村の相互応援により対策等を

迅速かつ円滑に遂行するため、その相互応援に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（応援の内容） 

第２条 この協定により市町村が行う応援の内容は次のとおりとし、県は、市町村が行う

応援活動を支援するものとする。ただし、特定の業務について県内市町村及び一部事務

組合が相互応援協定等を締結している場合は、原則としてその協定等により応援を受け

るものとする。 

 (1) 物資・資機材の提供に関する応援 

  イ 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材 

  ロ 被災者の救出・救護・防疫等の対策に必要な物資及び資機材 

  ハ 施設等の応急復旧に必要な物資及び資機材 

 (2) 職員の派遣に関する応援 

  イ 情報収集、連絡事務等に必要な職員 

  ロ 対策等の実施に必要な職員 

  ハ ボランティアの受入れ及び活動調整に必要な職員 

 (3) 前各号に揚げるもののほか特に要請のあった事項 

 

（応援要請の手続） 

第３条 この協定により応援を受けようとする市町村（以下「応援要請市町村」という。）

は、次に揚げる事項を明確にして、県に電話等により要請するとともに、別に定める応

援要請書を速やかに送付するものとする。 

(1) 被害の状況 
(2) 応援を要請する内容 
 イ 物資・資機材の提供 

   必要な物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等 

 ロ 職員の派遣 

   職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、交通情報等 

２ 県は、市町村から前項の要請を受けたときは、速やかに応援可能な市町村を調査する

ものとする。 

３ 前項の調査の対象となった市町村は、県に対し、速やかに応援要請の受諾の可否を回

答するものとする。 

１－１９ 災害時における宮城県市町村相互応援協定 
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４ 県は、前項の回答を応援要請市町村へ報告するものとする。 

５ 応援要請市町村は、応援要請を受諾した市町村の中から、応援を受ける市町村を決定

し、口頭又は電話等で伝達するとともに、別に定める応援依頼書を速やかに送付するも

のとする。 

 

（緊急時における自主的活動） 

第４条 被災地の周辺市町村（以下「周辺市町村」という。）は、災害発生時において、通

信の途絶等により被災市町村の被災状況の情報が入手できない場合は、その被災状況等

について、自主的な情報収集活動を行い、県や被災市町村に対し情報を提供するよう努

めるものとする。 

２ 周辺市町村は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要する

と認められる場合は、県と連絡調整の上、被災市町村に対し自主的な応援活動を実施す

ることができるものとする。ただし、県と調整するいとまがないと認められる場合は、

活動実施後、速やかに県に報告するものとする。 

３ 県は、周辺市町村が自主的な応援活動を実施したときは、被災市町村に通知するもの

とする。 

４ 第２項による応援については、前項に定める応援とみなす。 

 

（経費の負担） 

第５条 応援に要する経費は、原則として応援を受けた市町村が負担するものとする。 

２ 前項の規定によりがたいときは、応援を受けた市町村及び応援した市町村（以下「応

援市町村」という。）が協議して決めるものとする。 

 

（応援職員） 

第６条 応援市町村の職員（以下「応援職員」という。）が応援活動に伴い負傷、疾病又は

死亡した場合の公務災害補償等は、当該応援市町村が手続きを行うものとする。 

２ 応援職員が応援活動に伴い第三者に損害を与えた場合は、当該応援を受けた市町村が

賠償の責めに任ずる。ただし、その損害が応援職員の故意又は重大な過失により発生し

た場合は、応援市町村が賠償するものとする。 

３ 前項の規定により応援を受けた市町村が賠償の責めを負う場合において、その負担額

は応援市町村が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。 

 

（情報交換） 

第７条 県及び市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を

相互に交換するものとし、情報交換を密にするため、県は原則として年１回、連絡会議を

開催するよう努めるものとする。 

 

（訓練） 

第８条 県及び市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、県又は市町村主

催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。 

 

（県の役割） 

第９条 県は、この協定が円滑に実施できるよう、市町村に対し支援及び協力を行うもの

とする。 
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（個別協議による応援） 

第１０条 この協定は、各市町村間の個別協議に基づく応援を妨げないものとする。 

 

（施行期日） 

第１１条 この協定は、平成１６年８月１日から施行する。 

 

（その他） 

第１２条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

２ この協定に定めのない事項は、その都度、県及び市町村が協議して定める。 

 

 この協定の締結を証するため、宮城県、宮城県市長会会長及び宮城県町村会会長が記名

押印の上、各１通を保有するとともに、各市町村に対しその写しを交付するものとする。 

 

   平成１６年７月２６日  

宮城県知事 

       宮城県市長会会長 

       宮城県町村会会長 
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仙台市(以下「甲」という。)と名取市、岩沼市、仙南地域広域行政事務組合、石巻地区

広域行政事務組合、塩釜地区消防事務組合、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合、大崎地

域広域行政事務組合、栗原地域広域行政事務組合、亘理地区行政事務組合、登米地域広域

行政事務組合及び黒川地域行政事務組合(以下「乙」という。)は、消防組織法(昭和22年法

律第226号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、甲の所有する回転翼航空機(以下

「消防ヘリコプター」という。)を用いた災害の応援(以下「航空消防応援」という。)につ

いて、次のとおり協定を締結する。 

(目的) 

第１条 この協定は、乙の区域内において発生した災害に、消防ヘリコプターを活用して

応援することにより、災害による被害の軽減を図ることを目的とする。 

(航空消防応援の要請対象) 

第２条 航空消防応援の要請は、法第1条に規定する災害が発生した場合において、消防ヘ

リコプターを使用することが乙の消防活動にとって有効である場合に行うものとする。 

(航空消防応援の実施要件) 

第３条 航空消防応援は、宮城県広域航空消防応援協定(平成4年4月1日締結)に基づき、

宮城県が所有する回転翼航空機（以下「防災ヘリコプター」という。）の応援要請をす

ることができる場合には行わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する

場合は、この限りでない。 

（1）宮城県知事から防災ヘリコプターの応援要請に応ずることができない旨の通報があ

った場合。 

（2）防災ヘリコプターの活動のみでは、災害を防除することが困難であると認められる

場合  

（3）防災ヘリコプターが対応できない活動を要請する場合 

（航空消防応援の出場条件）  

第４条 第2条の規定にかかわらず、甲は次の各号のいずれかに該当する場合は、航空消防

応援を行わないことができるものとする。 

（1）甲の区域内で消防ヘリコプターの活動を必要とする災害が発生し、消防ヘリコプタ

ー活動中である」場合 

（2）災害発生場所等の気象条件が消防ヘリコプターの運航に適さない場合 

（3）点検、整備等のため、消防ヘリコプターが活動できない場合 

（4）消防ヘリコプターが対応できない活動の要請である場合 

（航空消防応援の要請手続） 

第５条 航空消防応援の要請は、応援を要請する乙が甲に対し、次に掲げる事項を明らか

にして行うものとする。 

（1）必要とする応援の具体的内容 

（2）災害時にヘリコプターが離着陸をする場所（以下「離着陸場」という。）の所在地及

び支援体制 
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（3）現場付近で活動中の他機間の航空機及び回転翼航空機の活動状況 

（4）その他必要な事項 

２ 甲の連絡先は、別表のとおりとする。 

３ 航空消防応援の要請は、航空消防応援要請連絡票（別紙様式）に基づきファクシミリ、

電話等により行うものとする。 

（航空消防応援の中断） 

第６条 甲は甲の区域内に災害等が発生する等、消防ヘリコプターを復帰させるべき特別

な事態が生じたときは、応援を要請した乙と協議のうえ、航空消防応援を中断すること

ができる。 

（消防ヘリコプターに対する指揮） 

第７条 航空消防応援に従事する消防ヘリコプターに対する指揮は、乙の消防機関の長又

は消防機関の長が定める現場最高責任者(以下「消防機関の長等」という。)が、消防ヘ

リコプターに搭乗している甲の指揮者(以下「応援隊長」という。)を通じて行うものと

する。 

２ 応援隊長は、消防機関の長等による指揮の内容が、消防ヘリコプターの運航に重大な

支障を来すと認めたときは、その旨を消防機関の長等に通告することができる。 

３ 応援隊長は、活動に当たって消防機関の長等と緊密な連絡を行うものとする。 

４ 前項の連絡を無線を通じて行う場合は県内共通波(152.77ＭＨz)によるものとし、無

線の運用統制については乙の統制に従うものとする。 

（事前計画） 

第８条 乙は、航空消防応援を受ける場合の事前計画を作成し、あらかじめ甲に提出して

おくものとする。その内容等に変更があった場合についても同様とする。 

２ 前項に規定する事前計画の内容は、次に掲げるとおりとする。 

（1）消防ヘリコプターの活動拠点として最適な離着陸場の位置図等 

（2）消防ヘリコプターと消防本部等との通信連絡方法 

（3）離着陸場への職員の派遣 

（4）離着陸場への照明設備等 

（5）一般人及び建築物等に対する各種障害の除去等離着陸に必要な処置 

（6）消化及び救急救助活動用資機材等の補給体制 

（7）その他必要と認める事項 

（消防ヘリコプターの事故発生時の報告） 

第９条 乙は、航空消防応援のために出動した消防ヘリコプターに次に掲げる事故が発生

したときは、速やかにその旨を甲に報告するものとする。 

（1）死傷者が発生した事故 

（2）消防ヘリコプターの重大な損傷事故 

（3）救難対策を必要とする事故 

（航空消防応援に要する経費の負担） 

第１０条 この協定に基づく応援に要した経費については、次に掲げるところにより負担

するものとする。 
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（1）消防ヘリコプターの燃料費、隊員の出場手当、旅費等応援に直接要する経費につい

ては、応援を受けた乙の負担とする。 

（2）応援中に発生した事故の処理に伴う土地、建物、工作物等に対する補償及び一般人

の死傷に伴う損害補償等に要する経費は、応援を受けた乙の負担とする。ただし、そ

の負担額は、甲の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額とする。 

（3）前号の規定にかかわらず、甲の重大な過失により発生した損害は、甲の負担とする。 

（4）前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度甲及び

応援を要請した乙が協議し定めるものとする。 

（その他） 

第１２条この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項が生じ

た場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

 （協定書の保管） 

第１３条 この協定を証するため、この協定書 13 通を作成し、甲、乙及び立会人が各自 1

通を保管するものとする。 

附 則  

１ この協定は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。 

２ この協定の締結により、平成 5 年 4 月 1 日に締結した「航空消防応援実施細目」は廃

止する。 

３ 応援に要した経費については、第 10 条の規定にかかわらず、平成 14 年 3 月 31 日ま

での間は、なお「宮城県広域消防相互応援協定書」の例による。 

 

平成 13 年 4 月 1 日 

（甲）仙台市               市長         

  

（乙）名取市               市長         

     岩沼市               市長         

     石巻地区広域行政事務組合      管理者 石巻市長   

     塩釜地区消防事務組合        管理者        

     亘理地区行政事務組合        管理者        

     仙南地域広域行政事務組合      理事長        

     栗原地域広域行政事務組合      管理者       

     大崎地域広域行政事務組合      管理者 古川市長   

     登米地域広域行政事務組合      理事会 理事長   

     気仙沼・本吉地域広域行政事務組合  理事長        

     黒川地域行政事務組合        理事会 理事長        

     立会人               宮城県知事      
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別表（第 5 条第 2 項関係） 

連絡先 所在地 電話番号 

消防局防災部指令課 
仙台市青葉区堤通雨宮町

2 番 15 号 

加入電話（022）234-1151～1153 

Ｆ Ａ Ｘ（022）234-2364 

県防災行政無線（地上系、衛星系） 

（＋044）-621-2360 

Ｆ Ａ Ｘ（＋044）-621-2289 
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様式（第 5 条第 3 項関係） 

 

航空消防応援要請連絡票 

要 請 側 市 町 村 名  

要 請 月 日 平成  年  月  日  時  分 

応 援 要 請 の 種 別 火災 救助 救急 救護 調査 その他（  ） 

災 害 発 生 日 時  平成  年  月  日  時  分頃 

災 害 発 生 場 所   

災 害 の 状 況   

災害発生場所の気象状況 天候  風向  風速  ｍ/ｓ  規程  ｍ 

現 場 最 高 指 揮 者 職氏名              無線局名 

具 体 的 な 要 請 内 容  

要 請 資 器 材 ・ 数 量  

離着陸場 

第 1 順位  

第 2 順位  

給 油 体 制  

そ の 他  

［担当者 職氏名               ℡       ］ 
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消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 39 条の規定に基づき、大規模又は特殊な災害

（以下「大規模災害」という。）が発生した場合、宮城県内の市町村、消防の一部事務組合

及び消防を含む一部事務組合（以下「市町村等」という。）が、その行政区域を超えて消防

力を円滑かつ迅速に処理するため広域消防相互応援に関して次のとおりに協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、県内において次の各号に掲げる大規模災害等が発生した場合に、消

防相互応援により人命の救助と被害の軽減を図ることを目的とする。 

（1）地震、風水害 

（2）山林地域での林野火災、大災害 

（3）高層建築物の火災 

（4）石油コンビナート火災その他特殊火災 

（5）航空機事故、列車事故等の大規模又は特殊な救急・救助事故 

（6）その他上記に掲げる災害に準ずる災害 

 

（応援要請） 

第２条 この協定に基づく応援要請は、前条に規定する災害等が発生した場合で次の各号

のいずれかに該当する場合に行うものとする。 

（1）災害等が広範に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

（2）災害発生市町村等の消防力によっては、防除が著しく困難と認める場合 

（3）その災害を防除するため、他の市町村等が保有する車両及び資機材等を必要と認め

る場合 

（4）この協定に基づく応援要請のほか、隣接市町村等が必要と認める事項について細目

等を定めた場合 

 

（応援要請の方法） 

第３条 応援の要請は、災害発生市町村等の長から電話等により、次の各号に掲げる事項

を明らかにして行うものとする。 

（1）災害の種別 

（2）災害の発生日時、場所及び災害の状況 

（3）要請する人員、車両及び資機材の種別・数量 

（4）災害現場の最高指揮者の職・氏名及び連絡方法 

（5）応援隊の到着希望日時及び集結場所 

（6）道路条件、気象条件 

（7）その他必要な事項 

 

（応援隊等の派遣） 

第４条 前条の規定により応援要請を受けたときは、特別の理由がない限り応援を行うも

のとし、派遣を決定したときはできるだけ速やかに災害発生市町村等の長及び知事に通

報するものとする。 

２ 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに災害発生市

１－２１ 宮城県広域消防相互応援協定 
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町村等の長に通報するものとする。 

 

（応援隊の指揮） 

第５条 応援隊の指揮は、災害発生市町村等の消防機関の長が応援隊の長を通じて行うも

のとする。ただし、緊急の場合は、災害現場の最高指揮者が直接応援隊の隊員に行うこ

とができる。 

 

（報告） 

第６条 応援隊の長は、消防行動の結果を速やかに災害発生市町村等の長に報告するもの

とする。 

 

（災害概要の通報） 

第７条 災害発生の市町村等の長は、消防行動終了後速やかに災害の概要を応援市町村等

の長及び知事に通報するものとする。 

 

（経費の負担） 

第８条 応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。 

（1）応援市町村等において負担する経費 

  ア 公務上の災害補償費 

  イ 旅費及び出動手当 

  ウ 燃料費 

  エ 車両及び機械器具の修理費 

  オ 被服の損料等 

  カ 交通事故における損害賠償費等 

（2）災害発生市町村等において負担する経費 

  ア 現地で調達した燃料費 

  イ 宿泊費及び食料費 

  ウ 化学消火薬剤等資機材費 

  エ 現場活動中に第三者に与えた損害賠償費等 

（3）前各号に定める経費以外については、その都度関係する市町村等が協議して定める

ものとする。 

 

（連絡会議） 

第９条 この協議事項の円滑な推進を図るため、市町村等で構成する連絡会議を設置し、

必要な事項について別に定めるものとする。 

 

（改廃） 

第１０条 この協定書を改廃する必要が生じたときは、市町村等の長が協議の上、行うも

のとする。 

 

（疑義） 

第１１条 この協定の実施について疑義を生じたときは、その都度市町村等間において協

議し決定するものとする。 
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（協定書の保管） 

第１２条 この協定を証するため正本を 13 通作成し、市町村等の長及び立会が記名押印

の上、各自 1 通を保管するものとする。 

附 則 

この協定は平成 4 年 4 月 1 日から実施する。 

 

記名押印 〔略〕 
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昭和43年12月18日協定 

 

第１条 消防組織法（昭和22年法律第226号）第39条に規定する市町消防の相互応援に

関して、宮城県大河原消防指導所管内の２市６町は、次の条項により締結する。（以

下「協定市町」という。） 

第２条 この協定は、火災又は非常災害に際し、協定市町相互の消防力を活用して災

害における被害を最少限度に防ぎょするをもって目的とする。 

第３条 応援の種類は次のとおりとする。 

(１) 火災防ぎょのための応援隊の派遣 

(２) その他の災害防ぎょのための応援隊の派遣 

(３) その他災害に際し必要と認めた事項 

第４条 前条に規定する応援の方法は次の各号により行うものとする。 

(１) 前条第１号による応援の要請があったときは、協定市町は、それぞれの区域

内の消防警備上に支障のない限度において応援隊を派遣するものとする。 

(２) 協定市町は、境界に近接した協定市町の地域の火災又は火勢拡大し、若しく

は拡大のおそれありと応援消防機関が認めた場合は、前号の規定にかかわらず応援

隊を派遣することができるものとする。 

(３) 前条第２号、第３号による要請があったときは応援側の認定により相互に応

援するものとする。ただし、災害が広範囲な地域にわたり発生した場合には、応援

隊を派遣しないことができるものとする。 

第５条 応援を要請しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにし可能な方法に

より要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。 

(１) 応援を要する種別 

(２) 被害状況 

(３) 応援場所 

(４) 応援を要する人員及び車両、機械、資器材等の数量 

(５) その他必要事項 

第６条 応援隊の指揮は次によるものとする。 

(１) 受援地の消防長又は消防団長とする。ただし、火災応援のとき応援隊長は到

着の報告をする時間的余裕がないと判断した場合は、独自の行動をすることができ

るものとする。 

(２) 指揮は応援隊長に対し行うものとする。ただし、緊急を要し、その長に連絡

しようとすると指揮命令の伝達が遅れ機を失する恐れのある場合は直接隊員に命

令することができるものとする。 

第７条 応援隊の長は現場到着、引き上げ及び消防行動の状況等を現地最高指揮者に

報告するものとする。 

第８条 応援に要した費用は、次の区分により負担する。 

(１) 応援に際し受援地において発生した機械器具の大破損の修理費及び応援隊員

の死傷による災害補償の負担については、関係当事者間においてその都度協議のう

え決定するものとする。 

(２) 応援出動に要した隊員の諸手当及び被服等の損耗は応援側の負担とする。 

(３) 応援が長時間にわたり、食糧を必要とする場合は、受援者側の負担とする。 

１－２２ 仙南２市６町消防相互応援協定 
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(４) 動力ポンプによる応援で長時間に及ぶ場合の費用負担については、関係当事

者間において、その都度協議のうえ決定するものとする。 

(５) 前各号以外の細部費用負担については、関係協定市町間において、その都度

協議のうえ決定するものとする。 

第９条 この協定実施について、必要な事項は関係協定市町間において定めることが

できるものとする。 

附 則 

１ この協定は、昭和44年１月１日から施行する。 

２ 本協定締結にともない、従来締結している関係協定市町間の消防相互応援協定は

廃止する。 

昭和43年12月18日 

白石市長 

角田市長 

柴田町長 

蔵王町長 

村田町長 

大河原町長 

川崎町長 

丸森町長 
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昭和32年10月１日協定 

 

宮城県公安委員会及び県下市町村長は、警察及び消防が国民の生命身体及び財産の保護

に任ずる共通な責務を有するに鑑み、過去の歴史と消防組織法第42条にてらし、互に友好

共助の精神に基づき援助協定することの必要を認め、これに別紙の通り協定し、相互に誠

実にこれを履行することを誓う。 

昭和32年10月１日 

 （警察の消防機関に対する援助協力事項） 

第１条 宮城県警察が宮城県内全消防機関（以下「消防」という。）に援助協力する事項

は次の通りとする。 

(１) 火災発生の連絡通報 

(２) 消防組織法（昭和22年法律第226号）第41条に基づく警察通信施設の使用 

(３) 火災現場における交通の取締 

(４) 消防法第35条に基づく火災原因調査 

(５) 火災時における消防活動を妨害する諸行為の取締 

(６) 大火災時における住民の避難誘導 

(７) 大火災時において消防力に不足をきたすときの消火活動 

(８) 水害発生時又は発生のおそれあるときにおける降雨量並びに河川系統及び附近の

出水量などの情報提供 

(９) 水害時において水防諸活動を妨害する行為の取締 

(10) 水害時において水防力に不足をきたすときの水防作業 

(11) 地震、風火水災等の被災現場に赴くとき警察がその任務遂行上支障をきたさない

程度における警察諸車への消防職員の乗車 

(12) その他地震、風火水災時における災害防禦について必要と認める事項 

 （消防機関の警察に対する援助協力事項） 

第２条 消防が警察に援助協力する主なる事項は次の通りとする。 

(１) 火災発生の連絡通報 

(２) 地震、風火水災時及びそのおそれあるとき、巡回警戒を行う場合における犯罪の

予防警戒 

(３) 地震、風火水災の被災現場に赴くとき消防がその任務遂行上支障をきたさない程

度における消防車への警察職員の乗車 

(４) 警察が非常警戒を実施するときの出動 

(５) 交通整理及び避難民の誘導 

(６) 犯罪現場の証拠保全の援助 

(７) 重要施設等の警備警戒 

(８) 緊急事態布告時又はその他の重大事態発生の警備出動 

 （共同防護） 

第３条 地震、風火水災等における人命救助、財産保護は、警察消防が共同して当るもの

とする。 

 

１－２３ 警察消防相互援助協定 
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 （避難等の処置） 

第４条 地震、風火水災又はこれ等発生のおそれある場合における住民避難の時機範囲方

法並びに避難命令発令の時機方法等については、町長、警察署長及び消防長（消防団長

を含む。）等が協議の上決定することを原則とする。ただし緊急その他やむを得ない場

合はそれぞれの責任において実施するものとする。 

 （援助協力を行う場合の手続） 

第５条 警察が消防に援助協力する事項は警察が進んで行うことを原則とする。 

２ 消防が警察に援助協力する事項は、警察より町長又は消防長の何れかに対し、書面又

は口頭をもって要請するものとする。ただし、第２条第１号から第４号までの事項につ

いては、消防は進んで援助協力するものとする。 

 （経費の負担） 

第６条 この協定履行に基づき警察消防が支出した通常の経費はそれぞれの負担とし、特

別に要した経費はその都度協議によって決定するものとする。 

 附 則 

この協定は、昭和32年10月１日から施行する。 
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昭和38年４月１日協定 

 

災害対策基本法第57条に規定する通信設備の利用等に関して、丸森町長と宮城県警察本

部長は、同法施行令第22条の規定に基づく協議の結果次のとおり協定する。 

なお、同法第79条の規定に基づく警察通信設備の使用に関する事務の取扱いについても

本協定を準用する。 

昭和38年４月１日 

 

災害対策基本法施行令第22条に基づく協定 

第１ 丸森町長が、災害対策基本法（昭和36年法律第223号。以下「法」という。）第57

条の規定に基づき警察が専用する公衆電気通信設備を利用し、又は警察の有線電気通信

設備若しくは無線設備を使用（以下「警察通信設備の使用等」という。）する場合は、

本協定の定めるところによるものとする。 

第２ 丸森町長が、法第57条の規定に基づき使用等することのできる警察通信設備は、警

察有線電話、警察無線電話及び警察無線電信とする。 

第３ 丸森町長が、法第57条の規定に基づき警察通信設備を使用等する場合は、原則とし

て当該町の地域を管轄する警察機関の通信統制官等（別添「通信統制官等の指定」参照）

に対して次の事項を申し出て承認をうけるものとする。 

１ 使用等しようとする警察通信設備 

２ 使用等しようとする理由 

３ 通信の内容 

４ 発信者及び受信者 

第４ 通信統制官等は、当該申し込みの内容が法第57条の規定に適合し、警察通信で到達

可能と認めるときは、その使用を承認するものとする。この場合において、受付けた通

信の取扱い順位の決定は、通信統制官等当該通信の緊急性、通話の内容、受付け順位等

を斟酌して決定するものとする。 

第５ 丸森町長は、法第56条の規定に基づく伝達、通達又は警告を行う場合の対象者及び

当該対象者に対する平常時における連絡方法等警察通信設備の使用等に関する参考事項

をあらかじめ当該町の地域を管轄する警察機関の通信統制官等に連絡しておくものとす

る。 

第６ 本協定に基づく警察通信設備の使用等に関しては、原則として警察通信設備の新設

若しくは増設又は、通信機器の貸与は行わないものとする。 

附 則 

本協定は、昭和38年４月１日から施行する。 

 

 

１－２４ 災害対策基本法に基づく通信設備の利用等に関する協定 
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  （趣 旨） 

第１条 この計画は，宮城県内に水道災害が発生した場合，日本水道協会宮城県支部（以

下「県支部」という。）内の被災事業体が，速やかに給水能力を回復できるよう，県支

部会員相互間で行う応援活動について必要な事項を定める。  

  （相互応援体制） 

第２条 県支部内に属する各会員内で対応不可能な災害が発生した場合は，県支部長の要

請により，各会員は，被災事業体の応急給水及び応急復旧等に全面的に協力する。 

  （組織及び連絡担当課） 

第３条 県支部内の各会員を気仙沼，石巻，大崎，仙塩，仙南の５ブロック及び仙台市，

栗原市，登米市の３市に分け，各ブロックから１会員を代表として選出し，これに仙台

市，栗原市及び登米市を加えた８都市を「代表都市」とする。なお，組織図は別図のと

おりとする。 

２ 県支部長都市及び代表都市は，この計画の実施に必要な情報の相互交換を担当する連

絡担当課及び連絡担当責任者を定め，災害が発生したとき又は災害発生の恐れがあると

きは，速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。 

  （応援要請の方法） 

第４条 代表都市は，ブロック内の被災事業体から応援要請があり，ブロック内での対応

が困難と認めたとき又は代表都市が被災し，応援を受ける必要があると認めたときは，

県支部長に対し応援の要請を行うものとする。 

２ 前項により被災都市から応援の要請を受けた県支部長は，必要に応じ，直ちに他の代

表都市に対して応援の要請を行うものとする。 

３ 前項により，県支部長からの応援要請を受けた代表都市はブロック内の会員に対して

応援を要請し，調整するとともに，その結果を速やかに県支部長に報告するものとする。 

４ 県支部長は，代表都市からの報告をもとに応援を行う会員を定めるものとする。 

５ 県支部長は，県支部内での応援が困難と認めたときは，日本水道協会東北地方支部長

に対して，応援の要請を行うものとする。 

  （応援要請の連絡内容） 

第５条 応援の要請は，次の事項を明らかにし文書で要請するものとする。ただし，正式

の文書をもって要請する暇がないときは口頭，電話等により行い文書を省略することが

できるものとし，後日速やかに正式の文書を送付するものとする。 

 (1) 災害の状況 

 (2) 必要とする資機材，物資等の品目及び数量 

 (3) 必要とする職員の職種別人員 

 (4) 応援の場所及び応援場所への経路 

 (5) 応援の期間 

 (6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

  （情報連絡担当事業体） 

第６条 県支部長都市及び代表都市が被災した場合に情報連絡調整を行う担当となる事業

１－２５ 日本水道協会宮城支部水道施設の災害による相互応援計画 
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体（以下「情報連絡担当事業体」という。）を置く。  
２ 情報連絡担当事業体は，隣接する代表都市があたるものとし，対象となる代表都市ご

とに別に定める。 

３ 情報連絡担当事業体は，別に定める規模以上の災害が発生した場合には，被災した代

表都市と連絡をとりあい，被災の状況の把握，応援要請に関する連絡調整等を行うもの

とする｡ 

  （県支部現地救援本部の設置） 

第７条 県支部長は，災害の規模が大きく応援を行う事業体間の連絡調整を行う必要があ

ると認めたときは，県支部現地救援本部を設置することができる。 

２ 県支部現地救援本部は，県支部長都市，情報連絡担当事業体，応援要請を受けた代表

都市及び応援事業体の職員，その他必要があると認められる者で構成する。  
３ 災害の規模が特に大きく，厚生労働省，日本水道協会等による現地救援本部（これに

相当する組織を含む。）が設置されたときは，県支部現地救援本部は当該現地救援本部

に移行する。 

  （応援活動） 

第８条 各会員が行う応援活動は，概ね次のとおりとする。 

 ・ 応急給水 

 ・ 応急復旧 

 ・ 応急復旧用資機材の提供 

 ・ 漏水調査 

 ・ 工事業者の斡旋 

 ・ 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項 

  （応援要請の派遣） 

第９条 第４条により応援要請を受けた会員は，直ちに応援体制を整え被災事業体に協力

するものとする。 

２ 応援要員を派遣するときは，被災状況に応じ給水用具，作業用工器具，衣類，食糧そ

の他日用品のほか野外で宿営できるようにテント，寝袋，携帯電灯，カメラ等を携帯さ

せる。 

３ 派遣応援隊員は，被災事業体の指示に従って作業に従事する。 

４ 派遣応援隊員は，応援水道事業体名を表示した腕章等を着用する。 

  （応援要員の受入） 

第１０条 応急給水，応急復旧及び漏水調査を迅速かつ適切に遂行できるようにするため，

被災事業体は応援要員の宿泊施設及び応援車両の集合場所等を指定するものとする。 

  （費用負担） 

第１１条 この計画に基づく応援に要する費用は，応援要員に係る基本的な人件費及びそ

の他法令に別段の定めがあるものを除くほか，原則として被災事業体が負担するものと

する。 

  （情報の交換） 

第１２条 相互応援の円滑な実施に必要な事前情報の充実を図るため，県支部長都市及び

代表都市は，必要に応じ情報の交換を行うものとする。 
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  （県営水道） 

第１３条 宮城県企業局の経営する用水供給事業が，第３条に定めるそれぞれのブロック

において被災し，会員の応援を必要とする場合は，この計画の定めるところによる。 

  （会員以外への協力） 

第１４条 会員以外の水道事業体に水道災害が発生し被災したときは，会員は前各条に準

じ応急給水等の協力に努めるものとする。 

  （指 針） 

第１５条 この計画の実施に関して必要な指針については，県支部長が別に定める。 

  （協 議） 

第１６条 この計画に定めのない事項及びこの計画の内容に疑義が生じた場合は，その都

度協議して定めるものとする。 

 

   附 則 

１ この計画は，平成１１年６月３０日から適用する。 

 （日本水道協会宮城県支部「水道施設の災害に伴う相互応援計画」の廃止） 

２ 日本水道協会宮城県支部「水道施設の災害に伴う相互応援計画（平成８年５月２８日

議決）」は，廃止する。 

   附 則（平成１６年５月２７日議決） 

 この計画は，議決の日から施行する。 

   附 則（平成１７年５月２７日議決） 

 この計画は，議決の日から施行する。 
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  国土交通省東北地方整備局長（以下「甲」という。）と、丸森町長（以下「乙」という。）

とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、甲及び

乙が必要とする各種情報の交換等について定め、もって、適切な災害対処に資す

ることを目的とする。 

 

（情報交換の開始時期） 

第２条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。 

  一 丸森町内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合 

  二 丸森町災害対策本部が設置された場合 

  三 その他甲及び乙が必要と認めたとき 

 

（情報交換の内容） 

第３条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。 

  一 一般被害状況に関すること 

  二 公共土木施設（道路、河川、ダム、砂防、都市施設等）被害状況に関すること 

  三 その他必要な事項 

 

（災害対策現地情報連絡員（リエゾン）の派遣） 

第４条 第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断し

た場合には、甲から乙の災害対策本部等に災害対策現地情報連絡員を派遣し情報

交換を行うものとする。なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派

遣に関して事前に調整を図るものとする。 

 

（災害対策現地情報連絡員（リエゾン）の受入れ） 

第５条 乙は、甲から派遣される災害対策現地情報連絡員の活動場所として災害対策本部

等に場所を確保するものとする。 

 

（平素の協力） 

第６条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資

料の整備に協力するものとする。 

 

（協議） 

第７条 本協定に疑義が生じたとき又は本協議に定めのない事項については、その都度、

甲及び乙が協議のうえ、これを定めるものとする。 

 

 

 

 

１－２６ 災害時の情報交換に関する協定 
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平成 21 年  月  日 

 

                    甲 仙台市青葉区二日町９番１５号 

            国土交通省 東北地方整備局長  

 

          乙 伊具郡丸森町字鳥屋１２０番地 

            丸森町長  

 

 

              注：本協定文書の調印の日付は平成 21 年９月８日である。 
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 丸森町（以下「甲」という。）と伊具建友会丸森地域災害対策協議会（以下「乙」という。）

は、災害時の公共施設等の巡視及び施設管理者への被災状況の報告、さらに被災ヶ所で二

次災害を防止するため簡易な防護柵等の設置（以下「巡視」という）のボランティア活動

に関し、次のとおり協定を締結する。 

（巡視の要請） 

第１条 風水害、地震その他の災害が発生し、初期活動である巡視が必要な場合に、甲が 

 乙に対して、次に掲げる巡視要請書（様式１）を提出するものとする。ただし、文書を 

 もって要請することが困難な時は電話等で要請し、その後速やかに文書を提出するもの 

 とする。 

 (1) 巡視を必要とする日時、報告時間、巡視場所（路線名）、施設名等 

 (2) 巡視を要請する所管課その他必要な事項 

（巡視の報告） 

第２条 乙は、第１条により甲から巡視の要請があったときには、速やかに応じ、甲と乙 

 はそれぞれ連絡責任者を置くものとする。 

（巡視の報告） 

第３条 乙は、前条の規定により巡視を実行した場合は、次に掲げる事項を記載した報告 

 書（様式２）を速やかに甲に提出するものとする。 

 (1) 巡視日時、巡視場所（路線名等）、施設名、被災状況（写真）等 

 (2) その他必要な事項 

（災害補償） 

第４条 この協定に基づく巡視中に従事者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又 

 は負傷若しくは疾病により死亡した場合の災害補償については、巡視従事者の事業者の 

 責任において行うものとする。 

２ 巡視に使用した資機材等に損傷を受けた場合についても巡視した事業者の責任で修繕 

等を行うものとする。 

（その他） 

第５条 この協定に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定め 

 るものとする。 

 この協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲と乙が記名押印のうえ、各自１通を

保有する。 

 

平成 18 年９月 22 日 

 

甲  伊具郡丸森町字鳥屋１２０ 

   丸森町長 

 

乙  伊具郡丸森町字町東６１ 

   伊具建友会丸森地域災害対策協議会長 

１－２７ 災害時のボランティア活動に関する協定 
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災害時における連絡体制 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸森地域災害対策協議会 

◎ 会長 

㈱石川組 

TEL 79-2021 

FAX 79-2151 

○筆頭幹事 

㈱本田組 

TEL 72-1032 

FAX 72-4159 

○幹事 

㈱伊藤工務店 

TEL 72-1032 

FAX 72-4159 

丸森・筆甫ブロック  

●連絡責任者  

㈱本田組 
TEL 72-1032 

FAX 72-4159 

小斎・金山・大内ブロック  

●連絡責任者  

㈱石 川 組 
TEL 79-2021 

FAX 79-2151 

舘矢間・大張・耕野ブロック  

●連絡責任者  

㈱伊藤工務店 
TEL 75-2117 

FAX 75-2180 

遠正建設㈱ 
TEL 72-1161 

FAX 72-2568 
㈱伊具緑化 

TEL 79-2301 

FAX 79-2338 
㈱八島工業 

TEL 75-2117 

FAX 75-2180 

㈱米森工業 
TEL 72-1546 

FAX 72-1577 
㈱関 沼 組 

TEL 79-2113 

FAX 79-2155 
㈱杉沢工務店 

TEL 72-2850 

FAX 72-4240 

㈱照井建業 
TEL 72-1703 

FAX 72-1709 
武藤造園㈱ 

TEL 79-2106 

FAX 79-3103 
㈲不動興業 

TEL 72-6718 

FAX 72-4569 

船山建設㈱ 
TEL 72-1048 

FAX 72-4193 
㈲小野商店 

TEL 79-2543 

FAX 79-2819 

㈲高美住設 

丸森営業所 

TEL 72-6941 

FAX 62-5580 

窪田電気 

工事㈱ 

TEL 72-1330 

FAX 72-1125 

㈲中村電気

工業 

TEL 75-2211 

FAX 75-2212 
㈱春日部組 

TEL 72-1113 

FAX 72-2771 

羽山興業㈱ 
TEL 86-3938 

FAX 86-3938 
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 丸森町（以下「甲」という。）と仙南地域広域行政事務組合（以下「乙」という。）は、

町内に大規模な災害が発生した際に、住民が安全に避難できるようにするため、次により

協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、町内に災害が発生又は発生するおそれがある場合に、緊急に避難を

要する住民の危険を回避するため、乙が管理する施設を使用することについて定める。 

（使用施設） 

第２条 使用する施設（以下「施設」という。）は、別紙のとおりとする。 

（対象住民） 

第３条 施設を使用する住民は、災害による急激な状況の変化によって、あらかじめ指定

された避難所に避難することが困難な者（以下「対象住民」という。）とする。 

（協力の要請） 

第４条 甲は、対象住民の避難先を確保する必要があると認めたときは、乙にその使用に

ついて協力を要請する。 

（施設の利用） 

第５条 乙は、前条の要請を受けたときは、業務に支障のない限り、対象住民に施設を提

供するよう積極的に対応する。 

２ 甲は、施設を避難先として使用する場合は事前に、又は使用開始後直ちに乙に通知す

るものとする。 

３ 甲は、施設を使用する場合は、乙が指示した事項を遵守し、十分な注意をもって使用

する。 

４ 甲は、施設を使用した後は、現状に復さなければならない。 

（鍵の管理） 

第６条 甲は、施設を使用するために必要な鍵を乙から借用し、適切に保管する。 

（費用の負担） 

第７条 施設での必要経費の負担は、甲乙協議して決める。 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項は、その都度協議する。 

 

 上記協定の証として、本協定書２通を作成し、おのおの１通を保有する。 

 

 平成 18 年 6 月 8 日 

 

                   甲  丸森町長 

                   乙  仙南地域広域行政事務組合理事長 

 

 

 

 

 

１－２８ 災害時における避難者受入れに関する協定（あぶくま斎苑） 
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別 紙 

 

○ 施設について 

１ 名   称 仙南地域広域行政事務組合 あぶくま斎苑 

２ 所   在 丸森町舘矢間松掛字上６３番１ 

３ 収容の場所 ①斎苑内待合室等（360ｍ2） 

         ・内訳 りんどう、やまゆり、ぼたん、れんげ、トイレ、廊下 

        ②駐車場スペース（1,809ｍ2） 

         ・内訳 一般駐車場スペース（建物北側 普通車 51 台、建物西側 普通車 12 台） 

大型バス駐車場スペース（3 台） 

                身体障害者駐車場スペース（2 台）  

４ 想定収容  ①斎苑内収容想定人数   150 名 

        ②駐車場収容想定台数    68 台 
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災害時におけるあぶくま斎苑への避難者受け入れに関する連絡体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施設を使用するとき必要な鍵は、丸森町役場防災担当課で保管し、協定に基づき緊急に

避難が必要なときに使用する。 

 

 

 

丸 森 町 役 場 

災害対策本部（警戒本部） 

本 部 長 

（本部事務局 総務課） 

0224-72-3020 

角田衛生センター 

所  長 

0224-63-2140 

角田衛生センター 

第 三 係 

あぶくま斎苑 

0224-72-6696 

富 士 建 設 

0224-72-1551 
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丸森町長、渡辺政己（以下「甲」という。）と社会福祉法人 あぶくま会 理事長 本

多三學（以下「乙」という。）は、町内に大規模な災害等が発生した際に日常生活に重度の

介助を要する高齢者や障害者等（以下「要介助者」という。）の避難先が確保できるように

するため、次により協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、町内に災害が発生又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」と

いう。）に避難の必要な要介助者を乙の管理する施設に収容することを定める。 

２ 避難先の開設運営は、丸森町地域防災計画に定める避難所に準じる。 

（収容施設） 

第２条 要介助者を収容する施設は、別紙のとおり定める（以下「施設等」という。） 

（収容対象住民） 

第３条 施設等に収容する住民は、要介助者及びこれの必要な介助者であって、あらかじ

め指定された避難所に避難又は収容することが困難な者とする。 

（協力の要請） 

第４条 甲は、要介助者の避難先確保の必要があると認めたときは、収容施設等に収容す

ることを協力要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、可能な限りにおいて積極的に応じる。 

（協力の範囲） 

第５条 乙は、甲の要請に応じ避難者に避難場所を提供する。 

（費用の負担） 

第６条 施設での必要経費の負担は、甲乙協議して決める。 

（その他） 

第７条 この協定に定めのない事項は、その都度協議する。 

 

 

平成 17 年 11 月 10 日 

 

甲  丸森町長      

         乙  社会福祉法人 あぶくま会 理事長     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２９ 災害時における避難者受入れに関する協定（ジェロントピア） 
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別 紙 

 

○施設について 

１ 名   称  仙南ジェロントピアデイサービスセンターゾンネ 

２ 所   在  丸森町舘矢間松掛字宮田６７ 

３ 収容の場所  ①デイサービスユニット（デイサービス施設内） 175.50 ㎡ 

食堂兼機能訓練室              103.95 ㎡ 

和室、静養室                 71.55 ㎡ 

②駐車場スペース 

ジェロントピア施設東           約 2,100 ㎡ 

４ 想定収容人数   ①デイサービスユニット収容想定人数        50 名   

②駐車場収容想定台数              100 台 
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１ 趣旨 

この要領は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 53 条第 1 項（被害状況等

の報告）及び消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 40 条（消防情報に関する報告）

の規定に基づく災害発生時に関する被害状況等について、迅速かつ的確な報告が行われ

るようその形式及び方法を定めるものとする。 

 

２ 災害の定義 

「災害」とは、災害対策基本法第 2 条第 1 項に定める災害のうち火災を除いたものと

する。 

 

３ 被害状況報告等の基準 

この要領に基づく被害状況報告は、次に掲げる事項に該当する場合に行うものとする。 

（1）一般基準 

イ 災害救助法の適用基準に合致するもの 

ロ 災害により災害対策本部を設置したもの 

ハ 1 の市町村における被害は軽微であっても、県内で見た場合に同一災害で大きな

被害を生じているもの 

（2）個別基準 

イ 地震 

地震が発生し、県内で震度 4 以上を記録した場合 

ロ 津波 

津波により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

ハ 風水害 

（イ）がけくずれ、地すべり、土石流等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

（ロ）河川のいっ水、破堤、高潮等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

ニ 雪害 

（イ）雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

（ロ）道路の凍結又は雪崩等により、孤立集落を生じたもの 

ホ 火山災害 

（イ）臨時火山情報が発表され、登山規制又は通行規制等を行ったもの 

（ロ）火山の噴火により、人的被害又は住家被害を生じたもの 

ヘ その他、特に報告の指示があったもの 

（3）社会的影響基準 

(1)一般基準、(2)個別基準に該当しない災害であっても、報道機関に取り上げられ

る等社会的影響度が高いと認められる場合には報告するものとする。 

 

４ 報告の種類等 

（1）報告の種類、様式等は次のとおりとし、報告の方法は、原則として宮城県総合防災情

報システム（以下、「ＭＩＤＯＲＩ」という。)の端末機により所管の地方振興事務所を経

由して県に報告するものとする。ただし、市町村が県に報告できない場合にあっては、一

時的に報告先を消防庁に変更するものとする。この場合において、県と連絡がとれるよう

になった後は、県に報告するものとする。 

１－３０ 市町村被害状況報告要領 



 資料編 第１章 条例・協定等 

－87－ 

 

イ 災害概況即報 

市町村及び消防本部は、災害の当初の段踏で被害状況が十分把握できていない場

合又は災害が発生するおそれのある場合は、その概況について、自主的に様式第1

号により即時報告するものとし、震度4以上の地震が記録された場合には、様式第2

号（その1）により庁舎施設等の被害の概況を県に対し報告するものとする。ただ

し、震度5強以上の地震が記録された場合には消防庁が定める火災・災害等報告要

領に基づき消防庁へも直接報告するものとする。その際には、ＭＩＤＯＲＩを用い

ずファクシミリ等により報告するものとする。 

ロ 被害状況報告［即報］ 

（イ）市町村は、被害状況が判明次第、その状況を県の指定する期日までに様式第2

号により報告するものとする(おおむね1日1回程度)。ただし、報告後に大幅な変更等

があった場合には、その都度報告するものとする。 

（ロ）市町村は、自らの対応能力のみでは十分な災害対策を講じることができないよ

うな災害が発生したときは、速やかにその規模を把握するための概括的な情報の収集

及び迅速な報告に努めるものとする。 

ハ 被害状況報告［確定］ 

市町村は、県の指定する期日までに様式第2号により被害状況についておおむね災

害が発生してから2週間以内確定報告するものとする。 

（2）ＭＩＤＯＲＩの操作については、別途定めるマニュアルによるものとする。 

（3）ＭＩＤＯＲＩに障害等が発生し、システムが機能しなくなった場合についての報

告方法については、県からの指示により行うこととする。 

（4）県は、（3）の指示においては、次の事項を明示するものとする。 

イ 災害名称 

ロ 報告手段（防災行政無線ファクシミリ、電話、メール等) 

ハ 即報・確定報の別 

ニ 報告時点 

ホ 入力の時間帯 

へ その他の必要な事項 

 

５ 災害概況即報（様式第1号）記入要領 

（1）「災害の概況」には、災害が発生した(発生のおそれがある)具体的地域名、発生日時、

災害の種別（台風、豪雨、洪水、地震、津波等）概況等を記入するものとする。 

（2）「被害の状況」には、災害により生じた被害の状況について、判明している事項を具

体的に記入するものとする。その際、特に人的被害及び住家の被害に重点を置くこと。 

（3）「応急対策の状況」には、災害に対して、災害対策基本法第23条の規定に基づく災害

対策本部、現地災害対策本部等を設置した場合には、その名称及び設置の日時を記入

するとともに、市町村が講じた応急対策について次の例により記入するものとする。 

（例） 

イ 消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

ロ 避難の勧告・指示の状況 

ハ 避難所の設置状況 

ニ 他の地方公共団体への応援要請及び応援活動の状況 

ホ 自衛隊の派遣要請、活動状況 
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６ 被害状況報告（様式第2号）記入要領 

（1）人的被害 

イ 「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者又は死体は確認でき

ないが、死亡したことが確実な者とする。 

なお、災害により重傷等を負った者が確定報告までに当該災害が原因で死亡した

場合にも死者とする。 

ロ 「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのあ

る者とする。 

ハ 「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要

のある者のうち1月以上の治療を要する見込みの者とする。 

ニ 「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要

のある者のうちハに該当する者を除く者とする。 

ホ 負傷者の内訳(重傷者・軽傷者)が判明しない時点においては、「軽傷者」として

報告するものとし、判明後において訂正するものとする。 

（2）住家被害 

イ 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家で

あるかどうかを問わない。ただし、別荘は非住家扱いとする。 

ロ 「全壊」とは、住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊若しくは流失した

部分の床面積が、その住家の延べ床面積の70%以上に達したもの、又は住家の主要

構造部の被害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のものとする。 

ハ 「半壊」とは、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、

具体的には住家の損部分が、その住家の延べ床面積の20%以上70%未満のもの、又は

住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の20%以上50%未満のものとする。 

ニ 住家被害の内訳(全壊・半壊)が判明しない時点においては、「半壊」として報告

するものとし、判明後において訂正するものとする。 

ホ 「一部損壊」とは、全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要と

する程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さいものは除

く。 

へ 「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しな

いが、土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

ト 「床下浸水」とは、床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 

チ 「棟」とは一つの建築物とする。ただし、母屋より床面積の小さい附属屋(同一

宅地内にあって、非住家として計上するに至らない物置、便所、風呂等)について

は、母屋と同一棟とみなす。 

リ 「世帯」とは、生計を一つにしている実際の生活単位とする。 

例えば、寄宿舎,下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んで

いるものについては、これを1世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっ

ても、生計が別であれば分けて扱うものとする。 

また、共同住宅(アパート、マンシション等)の一階部分が床上浸水・床下浸水し

た場合は、その建物の上階の世帯分についても被害世帯に入れるものとする。 

（3）非住家被害 

イ 「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないもの

とする。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

ロ 「公共建物(全・半壊)」とは、例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又

は公共の用に供する建物で、全壊又は半壊の被害を受けたものとする。 
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ハ 「その他（全・半壊)）とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物で、全

壊又は半壊の被害を受けたものとする。 

（4）火災発生 

イ 「火災発生」については、地震又は火山噴火の場合のみ報告するものとする。 

ロ 「119番通報」については、消防本部のみ報告するものとする。 

ハ 火災発生の内訳(建物・危険物・その他)が判明しない時点においては、「建物」

として報告することとし、判明後において訂正することとする。 

（5）庁舎施設の状況及び庁舎周辺の状況 

震度4以上の地震発生時において、目視及び通報などにより可能な範囲で記載する

ものとし、内容の確認が取れた時点において、「住家被害」、「非住家被害」、「火

災発生」、の欄に内訳を記載するものとする。 

イ「庁舎被害」については、建物の傾斜・損壊、壁の亀裂・崩落など、建物に重大な

被害が発生した場合「有」とし、軽微なガラスの破損やタイルのはく離は含まない

ものとする。 

口 「庁舎内の異常」については、キャビネットや事務機器の倒壊などがある場合に

「有」とする。 

ハ 「電気の使用」については、自家発電装置により使用できる場合は「可」とする。 

二 「水道の使用」については、水道が使える場合に「可」とする。 

ホ 「一般電話回線の支障」については、外部との通話が円滑にできない場合には「有」

とする。 

へ 「都市ガス」については、ガス設備が使える場合に「可」とする。都市ガスの該

当がない場合には記入を要さない。 

ト「家屋の倒壊」については、全壊又は半壊とする。 

(6) その他 

イ 「災害対策本部等の設置状況」については、当該災害に対して、災害対策基本法

第23条の規定による災害対策本部、現地災害対策本部等を設置した場合に、その名

称、設置又は解散の日時を記入するものとする。 

ロ 「人的被害の詳細」については、人的被害が生じた場合、被害区分(死亡・行方

不明・重傷・軽傷)、氏名、性別、年齢、住所及び被害に至った状況について記入

するものとする。 

ハ 「避難勧告等の状況」については、地区名、種別(指示、勧告、自主)、勧告日時、

世帯数、人数、避難場所、解除日時等を記入するものとする。 

ニ 「災害発生場所」については、被害を生じた地域名を記入するものとする。 

ホ 「災害発生年月日」については、被害を生じた日時又は期間を記入するものとす

る。 

ヘ 「災害の種類概況」については、災害の種別、災害の経過、今後の見通し等を記

入するものとする。 

ト 「応急対策の状況」については、当該災害に対して、市町村が講じた応急対策に

ついて次の例により記入するものとする。 

(イ)消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

(ロ)他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

(ハ)自衛隊の派遣要請、出動状況 

チ 「住家被害の状況」のうち（1）の全壊・半壊・一部破損については、被害区分、

住所、被害に至った状況について記入するものとする。また、（2）の床上・床下

浸水については、被害区分、地区名及び地区ごとの被害の内訳を記入するものとす
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る。 

リ 「非住家被害の状況」は被害区分(全壊、半壊)、所在地、被害に至った状況を記

入するものとする。 

また、様式第1号及び様式第2号における日時等の時間は、24時間表示により記入

するものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成元年9月25日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成3年4月1日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成6年4月1日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成9年4月1日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成15年4月1日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成16年4月1日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成18年4月1日から施行する。 
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〔様式第１号〕 

 

                  災 害 概 況 即 報 

 

 

 

 

 

災害名         （第  報） 

 

災 

害 

の 

概 

況 

発生場所  発生日時 月  日  時  分 

 

 

 

 

 

 

 

 

被 

害 

の 

状 
況 

死傷者 
死者 人 不明    人 

住家 
全壊 棟 一部破損 棟 

負傷者 人 計    人 半壊 棟 床上浸水 棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

応 

急 

対 

策 

の 

状 

況 

災害対策本部

等の設置状況 

名    称  

設 置 日時  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告日時 
年  月  日  時  

分 

発信機関名 
 

 

発信者名 
 

 

電話番号 
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〔様式第２号（その１）〕 

被害状況報告（即報・第  報 ・ 確定） 

災   害   名 
 区    分 単位 被害 

火
災
発
生 

建     物 件  

報  告  時  点 月  日  時  現在 危  険  物 件  

市（区) 町村名  そ  の  他 件  

課    係    名  119 

通報 

火災通報 件  

報  告  者  名  緊急通報 件  

区   分 単位 被   害 被害概況（震度４以上の地震発生時） 

人
的
被
害 

死   者 人  

庁
舎
施
設
の
状
況 

庁舎被害 有 ・ 無 

行方不明者 人  庁舎内の異常 有 ・ 無 

負
傷
者 

重 傷 人  電気の使用 不可 ・ 可 

軽 傷 人  水道の使用 不可 ・ 可 

住 
 
 

家 
 
 

被 
 
 

害 

全    壊 

棟  一般電話回線の支障 有 ・ 無 

世帯  都市ガス 不可 ・ 可 

人  

庁
舎
周
辺
の
状
況 

家屋の倒壊 有 ・ 無 

半    壊 

棟  火災の発生 有 ・ 無 

世帯  電気の使用 不可 ・ 可 

人  水道の使用 不可 ・ 可 

一部破損 

棟  一般電話回線の支障 有 ・ 無 

世帯  都市ガス 不可 ・ 可 

人  

 

  

床上浸水 

棟    

世帯    

人  
災
害
対
策
本
部
等 

の
設
置
状
況 

災害対策本部設置 月  日 時 分 

床下浸水 

棟  災害対策本部廃止 月 日 時 分 

世帯  警戒本部等設置 月 日 時 分 

人  警戒本部等廃止 月 日 時 分 

非
住
家 

公共建物(全・半壊) 棟  消防職員出動延人数 人  

その他(全・半壊) 棟  消防団員出動延人数 人  
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〔様式２号（その２）〕 

市町村コード（   ） 市（区）町村名（     ） 

人
的
被
害
の
詳
細 

〔
氏
名
等
記
載
欄
の
下
に
被
害
に
至
っ
た
状
況
を
記
載
〕 

被害区分 氏  名 性別 年齢 住     所 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

避
難
勧
告
等
の
状
況 

種
別
に
は
指
示
・
勧
告
・ 

 

自
主
の
種
別
を
記
載 

地区名 種別 勧告等日時 
勧告 

世帯/人数 
実避難 

世帯/人数 避難場所 
解除日

時 

      

      

      

      

      

      

１ 災害発生場所 

２ 災害発生年月日 

３ 災害の種類概況 

４ 応急対策の状況 
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〔様式２号（その３）〕 

 
市町村コード（   ） 市（区）町村名（     ） 

１ 住家被害の状況 
 （１）全壊・半壊・一部破損 
被害区分 住    所 被害に至った状況（要因，損傷の程度，人的被害の有無等） 

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 （２）床上・床下浸水 
被害区分 地  区  名 棟 数 世帯数 人 数 

 
 
 
 
 
 

 

    

 
２ 非住家被害の状況 
 （１）公共建物 
被害区分 所  在  地 施設等の名称 被害に至った状況（要因，損傷の程度等） 

 
 
 

 

   

 
（２）その他の建物  
被害区分 所  在  地 施設等の名称 被害に至った状況（要因，損傷の程度等） 

 
 
 
 
 

   

 
 



 

 

 

第５章 様 式 
 

 

様式－１ 避難者カード 

様式－２ 避難者名簿（町民用） 

様式－３ 避難者名簿（町民以外用） 

様式－４ 避難所収容状況表 

様式－５ 避難所日誌 

様式－６ 被害状況報告 

様式－７ 人的被害調査票 

様式－８ 道路・橋梁等被害調査票 

様式－９ 建物被害調査票 

様式－10 登庁途中における災害状況報告書 

様式－11 災害概況即報 

様式－12 放送要請書 

様式－13 炊出し給与簿 

様式－14 炊出し食品等受払記録簿 

様式－15 生活必需物資受払記録簿 

様式－16 生活必需物資給(貸)与簿 

様式－17 災害時における物資の供給等について（要請） 

様式－18 災害時における物資の供給等について（報告） 

様式－19 飲料水供給記録簿 

様式－20 義援金品領収書 

様式－21 自衛隊災害派遣要請書 

様式－22 自衛隊災害派遣部隊撤収要請書 

様式－23 救出活動記録簿 

様式－24 応急医療実施状況記録簿 

様式－25 応急仮設住宅入居該当者調 

様式－26 応急仮設住宅入居者台帳 

様式－27 住宅の応急修理該当者調 

様式－28 防疫活動状況報告書 

様式－29 防疫用薬剤及び器具等の受払簿 

様式－30 遺体捜索状況記録簿 

様式－31 遺体の処理収容状況記録簿 

様式－32 埋葬台帳 

様式－33 教科書及び学用品支給記録簿 

様式－34 教科書、学用品、受払記録簿 

様式－35 り災証明書交付簿 

様式－36 り災証明交付申請書 

様式－37 り災証明書 

様式－38 災害等情報送受信票 

 



 

 

 

第２章 調達、確保先業者 
 

 

２－１ 医薬品の調達先 

２－２ 防疫薬剤の調達先 

２－３ 食料の調達先 

２－４ 衣料・生活必要物資の調達先 

２－５ 清掃資機材関係業者状況 

２－６ 障害物除去機械、器具保有状況 

２－７ 建築資機材の調達先 

２－８ 技術者の確保先 

２－９ 学用品の調達先 
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調達先 所在地 電話番号 備考 

サ イ カ 薬 局 丸森町字鳥屋 4-1 72－2566  

 

 

 

 

 

 

 

２－１ 医薬品の調達先 
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調達先 所在地 電話番号 備考 

サ イ カ 薬 局 丸森町字鳥屋 4-1 72－2566  

                          

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 防疫薬剤の調達先 
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(1) 主食の調達先 

調達先 所在地 電話番号 備考 

草 刈 米 穀 店 丸森町字山崎前 13 72-1055  

ア サ ノ 丸 森 店 丸森町字鳥屋 17-1 72-1111  

宮 城 丸 森 店 丸森町字鳥屋 37-1 72-2882 薬王堂 

伊 藤 商 店 金山字町 57 78-1128  

高 野 商 店 大内字町 46 79-2002  

横 山 商 店 舘矢間舘山字坪石 21-4 72-1036  

佐 々 木 ス ト ア ー 丸森町字大舘一丁目 107 72-1244  

ヤ マ サ ン 舘矢間舘山字直洲 205-1 72-2186  

フレスコキクチ丸森店 舘矢間舘山字直州 75 51-9110  

丸 森 舘 矢 間 店 舘矢間舘山字東玉川 111-1 87-8085 薬王堂 

谷 津 商 店 耕野字火名 9 75-2045  

 

         

         

        

 

 

 

 

 

２－３ 食料の調達先 
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(2) 副食、調味料等の調達先 

調達先 所在地 電話番号 備考 

ア サ ノ 丸 森 店 丸森町字鳥屋 17-１ 72-1111  

早 川 商 店 丸森町字雁歌 37 72-1215  

宮 城 丸 森 店 丸森町字鳥屋 37-1 73－1930 薬王堂 

遠 陸 商 店 金山字町 26 78-1659  

森 商 店 金山字西新田 60 78-1855  

氏 家 商 店 大内字町 55-1 79-2039  

只 野 商 店 小斎字田谷場 3-1 78-1506  

ヤ マ サ ン 舘矢間舘山字直洲 205-1 72-2186  

佐 々 木 ス ト ア ー 丸森町字大舘１丁目 107 72-1444  

リ ッ キ ー 丸森町字大舘１丁目 25 72-1191  

い ち ま さ 舘矢間舘山字東玉川 199-1 72-4156  

フレスコキクチ丸森店 舘矢間館山字直州 75 51－9110  

丸 森 舘 矢 間 店 舘矢間舘山字東玉川 111-1 73－1930 薬王堂 

や し ま や 耕野字火石坂 89-2 75-2111  

  

(3) パン、うどん等製造所等 

調達先 所在地 管理責任者 電話番号 備考 

鴇 田 食 品 丸森町字飯塚 鴇田雅一 72-1305  
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調達先 所在地 電話番号 品名 備考 

丸森町衣料組合 
丸森町字山崎前 18 

    （丸森町商工会内） 
72―1230 衣   料               

                      

２－４ 衣料・生活必要物資の調達先 
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(1) 一般廃棄物処理業者 

業者名 代表者名 所在地 電話番号 備考 

㈿ 仙 台 清 掃 公 社 渡邉 浩一 仙台市宮城野区日の出町一丁目 7-15 022-284-6661  

㈱ 青 葉 環 境 保 全 佐 藤  仁 仙台市若林区蒲町 19-1 022-286-3161  

㈲ 柴 田 衛 生 社 冨樫 吉則 柴田郡柴田町大字下名生字上納 186-1 0224-54-1501  

㈱公害処理センター 佐藤 英美 仙台市若林区中倉三丁目 9-26 022-283-0330  

㈱ モ ト キ 本木 拓也 柴田郡大河原町字新南 59-8 0224-51-1100  

㈲ 菅 野 源 吾 商 店 菅野 光広 角田市梶賀字高畑南 197-1 0224-62-4151  

馬 場 富 二 商 店 馬場 冨二 角田市角田字牛舘 1-147 0224-63-1865  

㈱ マ ル イ 商 会 岩倉 春彦 丸森町金山字西新田 2-5 0224-78-1315  

㈲ 太 田 商 会 太田 栄志 角田市笠島字北前 15 0224-65-2186  

㈱ こ ん の 紺野 道昭 福島県福島市陣場町 2-20 024-524-2345  

㈲コーセイサービス 吉野まき子 柴田郡大河原町字沼 108-1 0224-53-5075  

一 條 清 掃 社 一 條  朗 丸森町字飯塚 92-2 0224-72-4423  

㈱ 高 良 高橋 隆助 
福島県南相馬市原町区南町一丁目

93 
0244-22-7111  

㈿ 仙 南 環 境 公 社 亘 理  滋 白石市福岡八宮字弥治郎南 82-2 0224-25-1011  

㈲ エ ス ・ ジ ェ イ 

メ ン テ ナ ン ス 
古川 朋孝 角田市角田字野田前 34-1 0224-63-5126  

㈲ な か よ し 産 業 中目 憲雄 白石市福岡深谷字名無沢 1-15 0224-24-5177  

㈱ 仙 台 リ サ イ ク ル 

セ ン タ ー 
沼 田  清 仙台市泉区根白石字福沢後 1-1 022-278-3196  

㈱ シ ム ラ 志 村 洋 一 白石市福岡深谷字地蔵堂 108 0224-26-1766  

㈲ ア イ テ ッ ク 斎 藤 正 弘 柴田町大字船岡字鍋倉 1-8 0224-57-1801  

ト リ プ ル ク リ ー ン 

サ ー ビ ス 
渋 谷 健 一 名取市美田園 5 丁目 25-5 080-3149-2291  

㈲サム建 築 設 計 事

務 所 
村 上  衛  

白石市旭町 2 丁目 7-23 

メゾンアベーヌ 102 
0224-25-7489  

リ サ イ ク ル シ ョ ッ プ 

お 宝 山  ㈲ 大 美 屋 
細 川 卓 郎 角田市角田字田町 82-8 0224-63-1881  

㈱ 本 田 組 本 田 公 紀 丸森町舘矢間舘山字直洲 14－3 0224-72-1032  

守 屋 木 材 ㈱ 守 屋 長 光 仙台市宮城野区原町六丁目 1-16 022-257-3108  

㈲ 伊 具 緑 化 阿部 嘉範 丸森町大内字南平 63 0224-79-2301  

 

２－５ 清掃資機材関係業者状況 
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(2) し尿処理業者 

業者名 代表者名 所在地 電話番号 備考 

㈲ 宮 城 総 合 

エンジニアリング 
大泉光吉 大河原町字新南 69 の 4 0224-52-1525  

㈱青葉環境保全 佐藤 仁 仙台市若林区蒲の町 19-1 022-286-3161  

㈲ 柴 田 衛 生 社 富 樫 吉 則 柴田町大字下名生字上納186-1 0224-54-1501  

㈲エス・ジェイ 

メ ン テ ナ ン ス 
古川朋孝 角田市野田前 34-1 0224-63-5126  

㈱公害処理センター 佐藤英美 仙台市若林区中倉三丁目 9-26 022-283-0330  

東北環境整備㈱ 八島幸夫 仙台市青葉区水の森三丁目41-6 022-278-1684  

㈱宮城日化サービス 伊東史磨 仙台市青葉区上愛子字車 39-3 022-392-9811  

㈱中央特殊興業 酒井和彦 山形市松栄ニ丁目 4-51 023-646-1313  

㈲ 仙 南 阿部勝美 白石市大鷹沢鷹巣字芦ノ又 34 0224-22-1881  
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所有者 所在地 電話番号 

機械器具等の名称数量 

ク

レ

ー

ン

車 

ロ
ー
ダ
ー

シ
ャ
ベ
ル 

グ

レ

ー

ダ

ー 

ブ

ル

ド

ー

ザ

ー 

バ

ッ

ク

ホ

ー 

ユ

ニ

ッ

ク

車 
トラック 

マ

イ

ク

ロ

バ

ス 

大

型 

小

型 

丸 森 町 丸森町字鳥屋 120 72-2111 - 2 1 - - - - 6 2 

遠正建設㈱ 丸森町字田町南 81-12 72-1161 - 1 - 3 8 1 - 5 - 

㈱米森工業 丸森町字田町北 69 72-1546 - - - 1 3 1 1 2 - 

㈲不動興業 丸森町字石倉 8 72-4559 - 2 - 2 7 - 3 2 - 

船山建設㈱ 丸森町字銀杏 73-1 72-1048 - 1 1 1 6 1 1 3 - 

㈱春日部組 丸森町字町東 61 72-1113 - 1 - - 7 1  4 - 

㈱ 渡 辺 組 金山字町 47 78-1331 - - - - 2 1 8 - - 

㈱ 石 川 組 大内字西畑 96-3 79-2021 - 2 1 1 7 1 1 4 - 

㈲伊具緑化 大内字南平 63 79-2301 - - - - 6 2 - 2 - 

㈱ 関 沼 組 大内字沼端上 60-2 79-2155 - 2 1 2 8 1 1 4 - 

武藤造園㈱ 大内字南平 194 79-2106 -  - - 6 1  2 - 

㈲小野商店 大内字上田辺 54 79-2543 - 2 - - 4 2  2 - 

羽山興業㈱ 大内字佐野西上 134  86-3938 - - - - 3 1 - 2 - 

窪 田 電 気 

工 事 ㈱ 
丸森町字鳥屋 55-1 72-1330 - - - - - - - 1 - 

㈱ 本 田 組 舘矢間舘山字直洲 14-3 72-1032 - 2 2 2 9 2 1 6 - 

㈱照井建業 舘矢間舘山字東玉川 197 72-1703 - - - 1 6 1 1 5 - 

㈱ 杉 沢 

工 務 店 

舘矢間山田字市子沢

82-11 
72-2850 - 1 - 1 8 2 5 5 - 

㈲高見住設 

丸森営業所 
舘矢間舘山字塚合 10 72-6941 - - - - - - - - - 

㈱ 伊 藤 

工 務 店 
大張川張字腰当 14-2 75-2117 - 2 - - 2 1  2 - 

㈲ 中 村 

電 気 工 事 
大張大蔵字寺前 37 75-2211 - - - - - - - - - 

㈱八島工業 耕野字登花東 5 75-2021 - 2 - 1 8 1 - 4 - 

 

２－６ 障害物除去機械、器具保有状況 
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調達先 所在地 電話番号 備考 

遠 正 建 設 ㈱ 丸森町字田町南 81-12 72-1161  

㈱ 春 日 部 組 丸森町字町東 61 72-1113  

船 山 建 設 ㈱ 丸森町字銀杏 73-1 72-1048  

㈱ 石 川 組 大内字西畑 96-3 79-2021  

㈱ 関 沼 組 大内字沼端上 60-2 79-2155  

㈲ 伊 具 緑 化 大内字南平 63 79-2301  

㈱ 照 井 建 業 舘矢間舘山字東玉川 197 72-1703  

㈱ 本 田 組 舘矢間舘山字直洲 14-3 72-1032  

㈱ 八 島 工 業 耕野字登花東 5 75-2021  

 

 

２－７ 建築資機材の調達先 
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名称 所在地 電話番号 技術者等人員数 

丸森町建設職組合 
丸森町字山崎前 18 

 （丸森町商工会内） 
72-1230 95 人 

 

 

 

２－８ 技術者の確保先 



資料編 第２章 調達、確保先業者 

－105－ 

 

 

 

 調達先 所在地 電話番号 備考 

丸森町商工会 丸森町字山崎前 18 72-1230  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－９ 学用品の調達先 
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災害履歴：風水害（1） 

災 害 

年月日 

災害 
種別 

状   況 

S31.7.14 

～17 
洪 水 

14 日から降り始めた梅雨は、16、17 日にかけて激しい豪雨となり 200mm 前後の雨量を記録

した。町内のほとんどの河川が氾濫し、田畑の冠水、埋没、道路の流出溜池の堤防決壊など

が続出した。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

降水量：200mm 前後 

最高水位：21.28ｍ 
－ － 

S33.9.26 洪 水 

台風 22 号により県南部を中心に豪雨に見舞われ、327mm の大雨となり道路、橋梁などに多

大の被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：327mm 

最高水位：21.32ｍ 

負傷：3 名 

り災者：4,689 名 

農林被害：418,435 千円 

土木被害：88,252 千円 

S46.8.30 

～31 
暴風雨 

台風 23 号が来襲し、351mm の雨量を記録、道路、橋梁、農作物に甚大な被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：351mm 

最高水位：20.40ｍ 
－ 

農林被害：85,000 千円 

土木被害：95,000 千円 

S57.9.12 

～13 
暴風雨 

台風 18 号による集中豪雨により 176mm の雨量を記録し、甚大な被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：176mm 

最高水位：21.04ｍ 

負傷：2 名、り災者：1,280 名、 

全壊：1 棟、一部破損：12 棟、 

床上浸水：31 戸、床下浸水：274

戸 

農林被害：1,055,256 千円 

土木被害：264,171 千円 

S61.8.5 
豪 雨 

洪 水 

台風 10 号による大雨は、太平洋側を中心に多く降り続き 303mm の降水量を記録した。町内

各地で、河川の氾濫、土砂崩れ、浸水等の被害が続出し、幹線道路も各地で寸断され、災害

史上最大の被害をもたらした。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：303mm、筆甫：279mm、 

大内：390mm 

最高水位：22.22ｍ 

死者：1 名、重傷：1 名、全半壊：

19 棟、 

一部破損：9 棟、床上浸水：162

戸、 

床下浸水：354 戸 

土木被害：1,401,875 千円 

農林被害：3,837,708 千円 

その他：356,764 千円 

合  計：5,596,347 千円 

H1.8.6 
大 雨 

洪 水 

台風 13 号は 5 日午後 3 時すぎ千葉県銚子市付近に上陸し、同日夜半から降り出した大雨は

丸森(舘矢間観測所)127mm、筆甫 419mm、大内(黒佐野)217mm 降り、最大時間雨量は筆甫 48mm

を記録した。阿武隈川の水位は、20.59ｍ(警戒水位 19.50ｍ)に達した。同日 6 時小斎前並

地区で阿武隈川からの漏水箇所が発見され、小斎分団が水防工法により対処した。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：125mm、筆甫：419mm、 

大内：217mm 

最高水位：20.59ｍ 

半壊：4 棟、一部破損：5 棟、 

床上浸水：18 棟、床下浸水：40

棟 

り災者数：276 名 

土木被害：2,393,840 千円 

農作物被害：390,890 千円 

その他被害：30,029 千円 

合  計：2,814,759 千円 

 

 

３－１ 災害履歴：風水害（昭和３０年以降） 



資料編 第３章 各種データ 

－108－ 

災害履歴：風水害（2） 

災 害 

年月日 

災害 

種別 
状   況 

H3.10.12 
大 雨 

洪 水 

10月6日から降り続いていた雨は12日になって関東の東の海上を北東に進んできた台風21

号の接近とともに大雨となり、9 日 9 時から 13 日 18 時までの総雨量は、丸森(舘矢間観測

所)283mm、筆甫 430mm、大内(黒佐野)214mm を記録した。阿武隈川の水位は 20.60m に達した。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：283mm、筆甫：430mm、 

大内：214mm 

最高水位：20.60ｍ 

負傷者：4 棟、全壊：1 棟、半壊：

1 棟、 

一部破損：4 棟、床下浸水：3 棟、 

り災者：41 名 

土木被害：616,000 千円 

農作物被害：8,970 千円 

合  計：624,970 千円 

H10.8.26 

～31 

大 雨 

洪 水 

東北地方に停滞した前線と台風 4号の影響により８月 26日から降り出した雨は、東日本・北

日本にかけて広い範囲で大雨となり、特に福島県南部及び栃木県北部を中心に豪雨に見舞わ

れた。また、町内でも大雨となり、26日 9時から 31日 11時までの総雨量は、丸森(舘矢間観

測所)297mm、筆甫 322mm、大内(黒佐野)385mmを記録した。更に阿武隈川は福島県南部中心と

した豪雨により水位が上がり、30日 14時 22.22ｍに達し、一時丸森橋が通行止めとなった。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：297mm、筆甫：322mm、 

大内：385mm 

最高水位：22.22ｍ 

床上浸水：7 棟、床下浸水：4 棟、 

り災者：36 名、田冠水：176ha、 

畑冠水：176ha、道路交通不能：9

箇所 

公共文教施設被害：150 千円 

農林水産施設被害：88,750 千

円 

農作物被害：146,871 千円 

林産被害：10,000 千円 

商工被害：4,600 千円 

合  計：250,371 千円 

H10.9.15 

～17 

台 風 

５ 号 

台風 5 号による集中豪雨により、水田の冠水や農業、土木施設に甚大な被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

－ 一部損壊：1 棟、1 世帯、3 名、 

田冠水：8ha 

農林水産業施設：20,900 千円 

公共土木施設：3,500 千円 

農業被害：41,300 千円 

合  計：65,700 千円 

H11.4.24 

～26 
大 雨 

4 月 24 日からの町内の筆甫他において最大 376mm の雨量を記録し、損壊建物を初め、農業、

土木施設に甚大な被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：220mm、筆甫：376mm、 

大内：324mm 

最高水位(阿武隈川)： 

19.67ｍ（25 日 19：00） 

一部損壊：3 棟、3 世帯、13 人、 

田冠水：5.8ha、畑冠水：2.6ha、 

道路：38 箇所、河川：34 箇所、 

崖崩れ：2 箇所 

農林水産業施設：128,300 千円 

公共土木施設：338,650 千円 

合  計：466,950 千円 

H12.7.7 

～8 

台 風 

３ 号 

台風 3 号による集中豪雨により、町内の大内他において最大 263mm の雨量を記録し、田畑の

冠水や農業、土木施設に甚大な被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：163mm、筆甫：260mm、 

大内：263mm 

最高水位(阿武隈川)： 

19.67ｍ（8 日 17：00） 

田冠水：31.7ha、畑冠水：4.99ha、 

道路通行不能：3 箇所 

農林水産業施設：17,500 千円 

公共土木施設：23,800 千円 

その他の施設：2,369 千円 

合  計：53,269 千円 

H14.7.11 

～12 

台 風 

６ 号 

台風 6 号による集中豪雨により、町内の丸森他において最大 192mm の雨量を記録し、床上、

床下浸水を初め、田畑の冠水等、甚大な被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：192mm、筆甫：176mm、 

大内：183mm 

最高水位(阿武隈川)： 

22.22ｍ（11 日 11：30） 

床上浸水：20 棟、20 世帯、59 名、 

床下浸水：5 棟、5 世帯、15 名、 

田 冠 水 ： 106.4ha 、 畑 冠 水 ：

157.5ha、 

道路：10 箇所、河川：3 箇所、電

話：7回線、電気：8戸、農業用施

設：17箇所、交通規制等：丸森橋 

農林水産業施設：42,100 千円 

公共土木施設：56,600 千円 

その他公共施設：769 千円 

農業被害：105,911 千円 

合  計：205,380 千円 

H14.9.30 

～10.3 

台 風 

２１号 

台風 21 号の影響により、筆甫他で最大 116mm の雨量を記録し、リンゴ、デントコーン等の

農作物被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：100mm、筆甫：116mm、 

大内：115mm 

最高水位(阿武隈川)： 

19.75ｍ（2 日 7：00） 

農作物被害、 

町道：6 箇所、県道：2 箇所、国

道：1 箇所、合計９箇所通行止め 

柿(3.2ha)：929千円 

リンゴ(5.5ha)：2,300千円 

デントコーン(2.1ha)：960 千

円 

合計(10.8ha)：4,189千円 
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災害履歴：風水害（3） 

災 害 

年月日 

災害 

種別 
状   況 

H16.10.8 

～10 

台 風 

２２号 

台風 22 号による集中豪雨により、町内の大内他において最大 188mm の雨量を記録し、道路

決壊等の甚大な被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：148mm、筆甫：172mm、 

大内：188mm 

最高水位(阿武隈川)： 

20.04ｍ（10 日 1：00） 

町道五福谷北山線：筆甫下北山三

地内の路肩決壊、町道広平塩ノ貝

線：丸森町字広平地内法面崩土、

町道杉ノ入小田線：大張川張字明

僧地内路肩決壊、 

その他 

町道五福谷北山線：200 千円 

町道広平塩ノ貝線：300 千円 

町道杉ノ入小田線：100 千円 

その他：200 千円 

合  計：800 千円 

H18.10.5 

～7 
大 雨 

10 月 5 日からの集中豪雨により、町内の大内他において最大 353mm の雨量を記録し、避難

勧告の発令と共に農業、土木施設に甚大な被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：229mm、筆甫：350mm、 

大内：353mm 

最高水位(阿武隈川)： 

20.59ｍ（7 日 11：00） 

避難勧告：4 世帯、16 名、 

自主避難：1 世帯、4 名、 

農作物：75ha 

公共土木：7,780 千円 

農作物：6,000 千円 

H19.7.13 

～16 

台 風 

４ 号 

台風 4 号の影響により、町内の大内他において最大 322mm の雨量を記録し、田畑の冠水や土

砂崩れ、道路法面の崩落等、農業、土木施設に甚大な被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：174mm、筆甫：268mm、 

大内：322mm、大張：236mm、 

内川：198mm 

最高水位(阿武隈川)： 

20.61ｍ（15 日 23：00） 

宅地土砂崩れ：25 件(個人 23、学

校 1、児童館 1)、河川：10 件(法

面崩落 6、護岸流出 1、倒木 1、土

砂堆積 2)、 

町道：68 件(路肩路体決壊 33、路

面流出 2、切法面崩落 30、舗装流

出 1、倒木 1、木橋流出 1)、農道：

33 件(切法面崩落 14、路肩路体決

壊 16、法面流出 1、道路陥没 1、

暗渠流出 1)、 

林道：6 件(法面崩落 5、路肩決壊

1)、 

水路：6 件、農地：5 件(田のみ)、

農作物冠水(水稲 128.3ha、デント

コーン 83.1ha、牧草 80ha、大豆

13ha) 

公共土木：451,430 千円 

農地：23,350 千円 

農業施設：92,190 千円 

林道：44,600 千円 

合  計：611,570 千円 

 

H19.9.5 

～7 

台 風 

９ 号 

台風 9 号の影響により、町内の筆甫他において最大 267mm の雨量を記録し、農業、土木施設

に甚大被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：189mm、筆甫：267mm、 

大内：172mm、大張：221mm、 

内川：213mm 

最高水位(阿武隈川)： 

19.55ｍ（7 日 22：00） 

公共土木：105 件、農業施設：35

件、 

林道：10 件、合計：150 件 

公共土木：181,920 千円 

農業施設：25,210 千円 

林道：33,800 千円 

合  計：240,930 千円 

H20.8.29 
記録的 

豪 雨 

8 月 29 日に町内の内川他で最大時間雨量 59mm の記録的な集中豪雨となり、役場庁舎周辺が

が冠水する被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

丸森：97mm(21 時～22 時

の1時間最大雨量58mm)、 

筆甫：76mm(21 時～22 時

の1時間最大雨量51mm)、 

内川：72mm(21 時～22 時

の 1 時間最大雨量 59mm） 

最高水位(阿武隈川)： 

18.23ｍ（30 日 2：00） 

突発的な豪雨により、約 30 分で

役場庁舎周辺が冠水 

－ 
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災害履歴：風水害（4） 

災 害 

年月日 

災害 

種別 
状   況 

H27.9.6 

～11 

台風 

18 号 

 

台風 18 号による線状降水帯の停滞で、9 月 6 日から降り出した雨は茨城県、栃木県及び

宮城県にかけて記録的な豪雨となり、それぞれに「大雨特別警報」が発表された。町内で

は、筆甫観測所で 6 日から 11 日までの総雨量が、601mm を記録し、丸森、筆甫、大内、

大張、耕野の土砂災害危険か所に「避難準備情報」「避難勧告」を発令した。被害は床上、 

床下浸水をはじめ、公共土木施設、農業施設、、田畑の冠水、役場庁舎周辺の冠水など甚

大な被害を受けた。 

降水量・最高水位 被害状況 被害額 

9/6～11 

丸森：406mm、 

筆甫：601mm、 

大内：502mm、 

大張：454mm、 

内川：410mm 

笠松：536mm 

最高水位(阿武隈川)： 

21.12ｍ（11 日 2：00） 

軽傷：1 名、 

一部破損：1 棟、 

床上浸水：5 戸、 

床下浸水：29 戸 

非住家建物（物置）全壊：１棟 

公共土木：72 件、 

農業施設：44 件、 

林道：14 件、 

合計：130 件 

土木施設： 617,500 千円 

農林施設： 299,500 千円 

その他公共施設(筆甫小プー

ル、筆甫保育所、観光施設

等)：5,047 千円 

農業被害： 25,213 千円 

合  計： 947,260 千円 
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浸水実績区域位置図 

：国道 

：幹線道路（主要地方道、一般県道） 

：河川・湖沼 

：浸水実績区域 

凡  例 
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災害履歴：地震（昭和 30 年以降） 

災害年月日 災害名 状況 被害状況 被害額 

S53.6.12 宮城県沖地震 

午後 5 時 14 分に

発生した宮城県

沖地震は、マグニ

チュード 7.4(震

度 5)という強烈

なものであった。 

一部破損：1 戸 

商工被害：50,750 千円 

土木被害：11,295 千円 

そ の 他： 6,791 千円 

合 計：68,836 千円 

Ｈ23.3.11 東日本大震災 

午後 2 時 46 分に

発生した東日本

大震災は、マグニ

チュード 9.0 

（丸森町震度 5

強）というこれま

で経験したこと

のない強烈なも

ので、電気、電話、

水道などの生活

必需品の需要が

できなくなった。 

電気：町内全域停電 

電話：町内全域不通 

水道：水道区域一部断水 

家屋：全壊 1 棟 

半壊 38 棟 

一部損壊 513 棟 

公共土木施施設：130 件 

農業施設：6 件 

林道：3 件 

公共下水道：28 件 

農業集落排水：8 件 

上水道：39 件 

役場庁舎等：2 件 

文化財：1 件 

文教施設：17 件 

まちづくりｾﾝﾀｰ：2 件 

その他施設：28 件 

 

公共土木施設：1,517,689 千円 

農業施設：   16,935 千円 

林道：     16,958 千円 

公共下水道： 1,148,557 千円 

農業集落排水： 456,824 千円 

上水道：     2,956 千円 

役場庁舎等：   9,009 千円 

文化財：    39,955 千円 

文教施設：    6,231 千円 

まちづくりｾﾝﾀｰ：16,382 千円 

その他施設：   8,593 千円 

合計：    3,240,089 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 災害履歴：地震（昭和３０年以降） 
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(1) 火災発生状況 

  
件 

数 

り 

災 

人 

員 

り 

災 

世 

帯 

死 

者 

負 

傷 

者 

火災種別 り災棟数 焼損面積 

損害額 

（千円） 
建 

物 

林 

野 

車 

両 

そ 

の 

他 

全 

焼 

半 

焼 

部 

分 

焼 

ぼ 

や 

建物 

（㎡） 

林野 

（ａ） 

平成元年 11 34 7 1 - 8 2 1 - 14 2 1 - 1,387 18 155,161 

平成２年 14 25 7 - 2 12 1 1 - 8 1 5 - 2,216 5 140,400 

平成３年 8 34 7 - 1 6 2 - - 13 1 5 - 1,874 59 59,697 

平成４年 15 52 10 5 - 11 2 - 2 16 1 9 - 2,310 13 113,467 

平成５年 10 14 3 1 2 5 2 1 2 9 - 4 - 843 29 90,216 

平成６年 17 30 7 1 3 10 4 - 3 12 1 4 - 1,645 67 124,542 

平成７年 8 21 4 - 2 5 1 1 1 1 1 3 - 210 1 30,090 

平成８年 8 11 3 - - 5 2 1 - 10 - - - 1,222 54 33,765 

平成９年 12 26 5 - 1 7 3 - 2 6 1 2 - 697 51 52,674 

平成 10 年 8 11 2 - - 5 - 1 1 7 - 1 - 1,539 10 43,789 

平成 11 年 15 33 8 0 4 7 1 2 5 9 4 5 0 1,708 1,251 125,547 

平成 12 年 18 27 7 0 1 10 5 3 0 10 2 4 1 1,316 33 34,359 

平成 13 年 12 10 3 0 3 6 3 0 3 5 1 2 3 1,137 225 31,305 

平成 14 年 10 16 4 0 7 2 4 1 3 10 0 0 0 1,238 16,143 426,091 

平成 15 年 8 27 7 1 4 5 2 0 1 9 1 8 0 1,375 33 71,964 

平成 16 年 13 22 6 0 0 5 5 1 2 9 0 7 0 886 276 17,135 

平成 17 年 14 45 12 2 5 11 0 1 2 11 1 9 0 2,179 7 95,794 

平成 18 年 13 13 6 0 1 8 3 1 1 2 2 4 2 447 35 10,723 

平成 19 年 20 20 7 2 2 8 7 0 5 6 2 2 2 1,187 26 74,946 

平成 20 年 11 10 2 3 2 2 1 1 7 4 0 1 1 764 7 43,437 

平成 21 年 21 16 5 0 7 15 0 0 6 13 1 8 2 1,436 7 43,562 

平成 22 年 7 16 8 1 5 6 0 1 0 6 0 5 1 868 0 20,161 

平成 23 年 9 0 0 0 1 2 0 1 6 0 1 0 1 142 2 3,251 

平成 24 年 6 12 3 0 2 5 0 1 0 9 0 0 1 988 0 25,468 

平成 25 年 12 10 3 2 4 6 2 0 4 9 0 3 0 981 36 28,198 

平成 26 年  7 5 1 0 1 3 1 0 3 7 0 2 0 359 7 10,797 

平成 27 年 4 4 0 0 2 1 1 0 2 2 0 1 0 209 1 4,042 

計 311 544 137 19 62 176 54 19 61 217 23 95 14 31,163 18,396 1,910,581 

 

３－３ 火災発生状況 
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(2) 火災発生原因別 

  

火
遊
び 

た
き
火 

ス
ト
ー
ブ 

風
呂
か
ま
ど 

煙
突 

こ
た
つ 

電
球
・
配
線 

取
り
灰 

花
火 

た
ば
こ 

コ
ン
ロ 

モ
ー
タ
ー
過

熱 放
火 

不
明 

そ
の
他 

合
計 

平成元年 - - - 1 1 - - - - 2 - - - 2 5 11 

平成２年 1 1 2 2 2 - - - - - 1 - - 3 2 14 

平成３年 - 1 2 - - - - - - 1 1 - - 1 2 8 

平成４年 1 - 3 3 1 - - - - 3 - - 1 - 3 15 

平成５年 1 3 1 1 - - - - - - - - 1 2 1 10 

平成６年 - 2 2 2 - - 2 - - 3 - - 1 2 3 17 

平成７年 - 1 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - 3 8 

平成８年 - 2 - - 1 - 1 - - - 1 - - 3 - 8 

平成９年 - 4 2 - - - - - - 2 - - 1 2 1 12 

平成 10 年 - 1 - - - - 1 - - - - - - 3 3 8 

平成 11 年 0 2 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 3 3 15 

平成 12 年 0 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 5 18 

平成 13 年 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 4 12 

平成 14 年 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 1 3 10 

平成 15 年 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 8 

平成 16 年 0 2 0 1 0 0 4 0 0 2 0 1 0 2 1 13 

平成 17 年 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3 3 14 

平成 18 年 0 2 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 13 

平成 19 年 0 2 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 8 4 20 

平成 20 年 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 11 

平成 21 年 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 4 11 21 

平成 22 年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 7 

平成 23 年 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 9 

平成 24 年 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 

平成 25 年 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 12 

平成 26 年 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 7 

平成 27 年 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 

  計 3 49 19 21 7 3 14 4 0 31 14 2 15 51 78 311 
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宮城県内の活断層一覧 

断層番号 断層名 確実度 活動度 長さ（km） 

① 長町－利府線 Ⅰ Ｂ 12 

② 大年寺山断層 Ⅰ Ｂ 8 

③ 鹿落坂断層 Ⅰ Ｃ 3 

④ 坪沼断層 Ⅰ Ｂ 5 

⑤ 円田断層 Ⅱ Ｂ 10 

⑥ 愛子断層 Ⅰ Ｂ 2 

⑦ 作並－屋敷平断層 Ⅰ Ｃ 9 

⑧ 遠刈田－三住 Ⅱ Ｃ 7 

⑨ 白石断層 Ⅰ Ｂ 2.5 

⑩ 上品山西 Ⅲ  4 

⑪ 加護坊山－篦岳山 Ⅲ  12 

⑫ 旭山撓曲 Ⅱ Ｂ～Ｃ 8 

⑬ 鹿折川 Ⅲ  15 

⑭ 栗駒山山頂断層 Ⅰ Ｂ 1,2 

⑮ 揚石山南 Ⅱ Ｂ 3 

⑯ 鬼首断層 Ⅰ Ｂ 6 

⑰ 双葉断層［小斉峠付近］ Ⅱ Ｂ 5 

⑱ 越河断層 Ⅰ Ｂ 15 

確実度 Ⅰ：活断層であることが確実なもの 

Ⅱ：活断層であると推定されるもの 

Ⅲ：活断層の可能性があるもの 

活動度Ａ：第四紀の平均変位速 1～10m/1000 年 

Ｂ：第四紀の平均変位速度 0.1～1m/1000 年 

Ｃ：第四紀の平均変位速度 0.01～0.1m/1000 年 

出典：新編日本の活断層（活断層研究会、1991） 

３－４ 宮城県内の活断層 

丸 森 町  

① 
⑥ 

③ 
② 

⑤ 

④ 

⑧ 

⑦ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 
⑭ 
⑮ 

⑯ 

⑰ 
⑱ 

宮城県内の活断層の分布 

出典：新編日本の活断層(活断層研究会、
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３－５ 想定断層位置図 

第 3 次地震被害想定で想定した地震の断層モデル位置図 
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国土交通大臣管理河川の平成 28 年度重要水防箇所 

河
川
名 

距離標  
地区名  
及び  
左右  
岸名  

標定種別  
及び  

図面番号  

平成 28 年度評定  
対策水防  
工法名  摘  要 

水
防
警
報 

対
象
観
測

所 

関
連
市
町

村 
出
張
所 

堤防  
（ｍ）  

工作物  
(箇所 ) 

Ａ  Ｂ  Ａ  Ｂ  

阿
武
隈
川
下
流 

29.6+ 
32.2+190 

舘矢間 
左岸 

漏水 
S17 

 

2,75
0 

2,75

0 

  
釜段工 
 

 丸森 丸森
町  

角
田
出
張
所 

34.4+130 

34.8+ 

〃 

〃 

堤防断面 

18 
 
270 

270 
  シート張工  

木流し工   〃  〃  

35.0+ 67 

37.0+ 

〃 

〃 

堤防断面 

19 
 

1,82
9 

1,82
9 

  シート張工  
木流し工   〃  〃  

37.0+179 
 

〃 
〃 

工作物  
20 

   1 
 
監視  
 

桁下高不足  
丸森橋  〃  〃  

37.6+ 70 
38.0+ 

山田  
左岸  

堤防高 
21 

 
330 
330 

  積土のう工  
堰板工  

一連区間のうち一番低い

箇所は、37.8k＋195m 付
近  

〃  〃  

37.6+ 70 
38.0+ 

山田  
左岸  

堤防断面 
22 

 
330 
0 

  シート張工  
木流し工   〃  〃  

32.8+ 45 

32.8+165 

小斎  
右岸  

堤防断面 

36 
 
120 

0 
  シート張工  

木流し工   〃  〃  

33.0+ 90 

33.0+185 

〃 

〃 

堤防断面 

37 
 

95 

95 
  シート張工  

木流し工   〃  〃  

33.2+ 90 
33.2+110 

〃 
〃 

堤防断面 
38 

 
20 
20 

  シート張工  
木流し工   〃  〃  

33.6+ 28 
34.4+146 

金山 
右岸 

堤防高 
39 

350 
350 

   積土のう工  
 

詳細設計等により延長見
直し  〃  〃  

33.6+ 28 
34.4+146 

〃 
〃 

堤防断面 
40 

350 
0 

   シート張工  
木流し工   〃  〃  

35.4 
35.6 

〃 
〃 

堤防高 
41 

 
292 
292 

  積土のう工  
 

一連区画のうち一番低い
箇所は、35.6k 付近  〃  〃  

36.4+190 

36.6 

丸森 

右岸 

堤防高 

42 
 
40 

40 
  積土のう工  

  〃  〃  

36.6+110 
36.8 

〃 
〃 

堤防高 
43 

 
125 
0 

  積土のう工  
 

一連区画のうち一番低い

箇所は、36.6k＋110m 付
近  

〃  〃  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－６ 水防区域 
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国土交通大臣管理河川の平成 28 年度重要水防要注意区間（国土交通省直轄） 

河
川
名 

距離標 

地区名 
及び 
左右 

岸別 

標定種

別 
及  
び 

図面番
号 

平成 28 年度評定 

対策水防 
工法名 

摘  要 

水
防
警
報 

対
象
観
測
所 

関
連
市
町
村 

出
張
所 

工事 
施工 

(箇所) 

新堤防・ 
破堤箇
所 

旧川跡 
(ｍ) 

陸閘 
(箇所) 

阿
武
隈
川
下
流 

29.8+ 80 
29.9+ 80 

舘矢間 
左岸 

旧川跡 
要 12 

 
100 
 

 
釜段工 
月の輪工 

 丸森 
丸森
町 

角
田
出
張
所 

30.8+ 40 

30.8+160 

〃 

〃 

旧川跡 

要 13 

 

 

120 

 
 
釜段工 

月の輪工 

 

 
〃 〃 

32.8+ 

32.8+120 

小斎  
右岸  

旧川跡 

要 29 
 

100 

 
 
釜段工 

月の輪工 
 〃 〃 

32.8+103 
33.0+170 

〃 
〃 

新堤防 
要 33 

 
 

0 
 

  
H23.3.11 東日本大震災

より被災。H24.5 復旧

工事完了 

〃 〃 

32.8+230 
 

〃 
〃  

破堤箇

所 
要 34 

 
 

  
ｼｰﾄ張工 
木流し工 

S16.7 
破堤箇所不明 

〃 〃 

37.0+ 
付近 

丸森 
右岸 

陸閘 
要 35 

  
1 
 

積 土 の う

工  
堰板工  

特殊堤開口部 
丸森陸閘第 2 号廃止 

〃 〃 

注）堤防延長の上段は標定延長、下段は重複を除いた延長  
 
知事管理河川の平成 28 年度重要水防箇所 

水
系
名 

河川名  
重要水防箇所  地名  評価基準  水防  

管理  
団体  

担当  
事務所  

予想  
される  
危険  

対  策 
水防工法  関連工事  左右  

岸  現況  延長  大字  字  種別  基  
準  

雉 子 尾

川  右  有堤  200 大内  下田辺  新堤防   丸森町  県大河原  
土木〃  破堤  シート張

り木流し   

伊手川  右  無堤  400 大内  大塚  堤防高  B 〃  〃  氾濫  積み土の
う  災害復旧  
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資材 単位 合計 

土のう袋  枚 3,600 

かます  枚 0 

二子縄  巻 0 

トラロープ 10mm 巻 5 

むしろ  枚 0 

ビニールシート  枚 54 

木杭 3.6m 本 0 

木杭 2.7m 本 20 

木杭 1.8m 本 54 

木杭 1.2m 本 19 

鉄杭  本 194 

アルミ杭  本 328 

丸太  本 0 

塩ビ管  本 23 

鉄線  ｋｇ 120 

スコップ  丁 91 

ツルハシ  丁 23 

ペンチ  丁 21 

掛矢  丁 28 

ノコギリ  丁 8 

ナタ 大 丁 0 

ナタ 小 丁 13 

クワ  丁 57 

カマ  丁 33 

オノ  丁 18 

ハンマー  丁 21 

ガスランプ  台 0 

ﾎﾞｰﾄ及び船外機  台 3 

ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾛｰﾌﾞ  巻 6 

救命胴衣  着 49 

トンバック  枚 10 

一輪車  台 17 

カッター  ケ 0 

排水ポンプ  台 2 

大ハンマー  丁 2 

ｳｫｰﾀｰｹﾞｰﾄ  台 6 

土のうバケツ  個 20 

平成 28 年度現在 

 

 

 

 

３－７ 水防資機材一覧表 
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（1）地すべり危険箇所 

ア 県土木部防災砂防課 

番号 名称 
河川名 

位置 
面積 

(ｍ) 

被害想定区域内の保全対象 

水系名 幹川名 人家戸数 耕地 公共施設 

1 佐野 阿武隈川 雉子尾川 佐野 16.0 2 6.5 町道：350ｍ 

2 片山 阿武隈川 雉子尾川 金山 10.8 4 0 ― 

 

イ 農林水産部森林整備課 

番号 地区名 
位 置 

人家数 公共施設 道路 面積 
地すべり防止区域 

指定(林野庁所管)の有無 大字 字 

1 空久保 大内 中山 0  町道:  250ｍ 7.0 有 

2 石羽  石羽 3 
神社 

工場 
県道:  300ｍ 15.8 有 

3 青葉 大内 青葉南 4  林道:1,090ｍ 45.8 無 

4 東福田 大内 東福田 2  町道:  800ｍ 28.9 無 

5 南平 大内 南平等 21  
県道:  200ｍ 

町道:1,000ｍ 
71.4 無 

6 高平 大張大蔵 高平等 4 ため池 
農道:  300ｍ 

県道:  320ｍ 
19.7 有 

 

ウ 農林水産部農村整備課 

番号 区域名 位置 
土地の状況 農林省告示 

年月日・番号 林地 水田 畑地 原野 宅地 その他 計 

1 大内 大内 201.04 18.03 29.62 0.00 1.90 19.41 270.00 
S33.10.31 

第 838 号 

2 大内 大内 60.25 5.37 17.49 0.00 1.30 0.00 84.41 
S44.11.11 

第 1761 号 

 

３－８ 土砂災害等危険箇所 
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（2）急傾斜地崩壊危険箇所 

ア 自然斜面（ランクⅠ） 

               平成 20 年 3 月 31 日現在 

箇所番号 所在地 1 
所在地 

2 
延長 

傾斜

度 

斜面

高 

人家

戸数 
公共的建物 公共施設 

Ⅰ 自 -132 沼の上 耕野 沼の上 405 58 12 11 ふるさと会館   

Ⅰ 自 -133 下滝の１   舟場 100 45 58 8   
国道 100m,県道 140m 

町道 60m 

*Ⅰ 自 -134 下滝の２  田町北 230 45 35 31   県道 100m,町道 130m 

Ⅰ 自 -135 山崎前(山崎)  山崎 140 44 20 23 
商工会館,集会所 

旅館,ﾎﾟﾝﾌﾟ置場 
県道 140m,町道 80m 

Ⅰ 自 -136 薄平  薄平 150 47 32 5   砂防ﾀﾞﾑ１基 

Ⅰ 自 -137 川下 筆甫 川下 160 58 21 3 担い手ｾﾝﾀｰ   

Ⅰ 自 -138 肱曲 筆甫 肱曲 340 70 16 5 集会所 消防ﾎﾟﾝﾌﾟ室 １施設 

Ⅰ 自 -139 甘蕨 筆甫 甘蕨 160 52 9 5     

*Ⅰ 自 -140 表小路 金山 表小路 140 33 25 15   国道 130m,県道 100m 

Ⅰ 自 -141 沼下 金山 沼下 150 65 10 6   県道 120m 

*Ⅰ 自 -142 山居 金山 山居 550 42 20 16   国道 530m,水路 530m 

Ⅰ 自 -143 北伊手 大内 下梅ｹ作 260 38 15 6     

Ⅰ 自 -145 上柳沢 大張大蔵 竹の花 170 42 10 5     

Ⅰ 自 -146 関場 舘矢間 関場 130 35 6 5     

Ⅰ 自 -147 坪石 舘矢間 坪石 230 55 24 5     

Ⅰ 自 -150 上町 大内 上町 180 40 8 11   町道 5m 

Ⅰ 自 -151 横手の１ 大内 横手 120 50 7 7     

Ⅰ 自 -152 横手の２ 大内 横手 100 38 7 4 小学校(指避)   

Ⅰ 自 -153 上滝  上滝 70 43 11 0 国民宿舎 河川 50m 

Ⅰ 自 -154 青葉 大内 青葉 50 60 8 0 旅館 町道 30m 

Ⅰ 自 -155 中島 筆甫 中島 170 52 8 5     

Ⅰ 自 -156 和田 筆甫 和田 120 42 12 5     

Ⅰ 自 -1159 川前 大張大蔵 川前 150 45 10 4 老人憩いの家 町道 120m 

Ⅰ 自 -1160 杉ノ入 大張川前 杉ノ入 200 48 30 4 地場産業ｾﾝﾀｰ 国道 200m 

Ⅰ 自 -1161 大川口  大川口 240 70 13 8     

Ⅰ 自 -1162 北沢  北沢 290 57 13 5 集会所 町道 290m, 

Ⅰ 自 -1163 表小路の２ 金山 表小路 150 48 15 5     

Ⅰ 自 -1164 白五郎 耕野 白五郎 65 45 12 0 小学校(指避)   

Ⅰ 自 -1165 高畑  高畑 440 47 20 36 

小学校(指避) 

旅館 

保育園 

県道 110m,町道 150m 

        29 箇所             
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イ 自然斜面（ランクⅡ） 

         平成 20 年 3 月 31 日現在   

箇所番号 
所在地 

1 

所在地 

2 
延長 

傾斜

度 

斜面

高 

人家

戸数 
公共的建物 公共施設 

Ⅱ 自 -334 関場の２ 舘矢間木沼 関場 16 34 11 1     

Ⅱ 自 -335 田ﾉ入 舘矢間木沼 田ﾉ入 34 38 12 1     

Ⅱ 自 -336 入屋敷 舘矢間木沼 入屋敷 15 34 8 1     

Ⅱ 自 -337 市子沢 舘矢間山田 市子沢 20 52 8 1     

Ⅱ 自 -338 鶴巻 舘矢間松掛 鶴巻 25 40 10 1     

Ⅱ 自 -339 牛田 舘矢間山田 牛田 30 60 12 1     

Ⅱ 自 -340 小原瀬西 舘矢間山田 小原瀬西 102 60 12 2     

Ⅱ 自 -341 永作 舘矢間山田 永作 30 55 14 1     

Ⅱ 自 -342 市野沢の１ 舘矢間山田 市野沢 50 70 8 1     

Ⅱ 自 -343 南 舘矢間山田 南 32 42 12 1     

Ⅱ 自 -344 西畑 舘矢間山田 西畑 35 45 8 1     

Ⅱ 自 -345 桂沢 大張川張 桂沢 35 55 12 1   町道 35m 

Ⅱ 自 -346 一之畑 大張川張 一之畑 60 70 8 1   町道 60m 

Ⅱ 自 -347 片倉 大張川張 片倉 35 70 8 1     

Ⅱ 自 -348 扇山 大張川張 扇山 16 50 8 1     

Ⅱ 自 -349 大畑の１ 大張川張 大畑 30 50 12 1     

Ⅱ 自 -350 小林 大張川張 小林 40 55 15 1   町道 40m 

Ⅱ 自 -351 舘の１ 大張川張 舘 25 45 8 1     

Ⅱ 自 -352 西風沢の１ 大張川張 西風沢 40 45 10 1   町道 40m 

Ⅱ 自 -353 西風沢の２ 大張川張 西風沢 40 55 20 1     

Ⅱ 自 -354 桑代 耕野 桑代 25 50 12 1     

Ⅱ 自 -355 火石坂の１ 耕野 火石坂 200 50 25 1   町道 200m 

Ⅱ 自 -356 沼 耕野 沼 30 45 10 1     

Ⅱ 自 -357 北沢 耕野 北沢 35 35 8 1     

Ⅱ 自 -358 椚入 大張川張 椚入 25 55 10 1     

Ⅱ 自 -359 羽根石 耕野 羽根石 18 65 8 1     

Ⅱ 自 -360 藤坂の１ 耕野 藤坂 30 40 12 1     

Ⅱ 自 -361 藤坂の２ 耕野 藤坂 20 55 8 1     

Ⅱ 自 -362 中ﾉ沢の１ 耕野 中ﾉ沢 20 32 8 1     

Ⅱ 自 -363 中ﾉ沢の２ 耕野 中ﾉ沢 30 45 15 1     

Ⅱ 自 -364 中ﾉ沢の３ 耕野 中ﾉ沢 30 45 15 1     

Ⅱ 自 -365 道場 耕野 道場 28 45 10 1     

Ⅱ 自 -366 物見石 耕野 物見石 30 50 10 1     

Ⅱ 自 -367 火石坂の２ 耕野 火石坂 50 60 10 1     

Ⅱ 自 -368 土巻 耕野 土巻 25 55 8 1     

Ⅱ 自 -369 登花西 耕野 登花西 30 48 8 1     

Ⅱ 自 -370 羽山 耕野 羽山 45 70 8 1   町道 45m 

Ⅱ 自 -371 北 耕野 北 25 40 7 1     

Ⅱ 自 -372 大場平下 耕野 大場平下 16 45 6 1     
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箇所番号 
所在地 

1 

所在地 

2 
延長 

傾斜

度 

斜面

高 

人家

戸数 
公共的建物 公共施設 

Ⅱ 自 -373 大場平上 耕野 大場平上 38 50 8 1   町道 38m 

Ⅱ 自 -374 不動 耕野 不動 25 55 15 1   町道 25m,水路 25m 

Ⅱ 自 -375 岩の１ 耕野 岩の１ 26 50 10 1   国道 26m 

Ⅱ 自 -376 塩ﾉ貝後   塩ﾉ貝後 26 45 8 1     

Ⅱ 自 -377 広平   広平 40 60 7 1     

Ⅱ 自 -378 小坊木北   小坊木北 45 35 7 1     

Ⅱ 自 -379 羽出庭の１   羽出庭 35 40 10 1     

Ⅱ 自 -380 滝の上   滝の上 100 45 8 2     

Ⅱ 自 -381 羽出庭の２   羽出庭 130 65 10 2     

Ⅱ 自 -382 砂ﾉ入   砂ﾉ入 30 50 10 1     

Ⅱ 自 -383 山田下   山田下 20 50 10 1     

Ⅱ 自 -384 四重麦の１   四重麦 25 50 8 1     

Ⅱ 自 -385 広町 筆甫 広町 26 55 8 1     

Ⅱ 自 -386 下北山三 筆甫 下北山三 23 65 8 1     

Ⅱ 自 -387 敷文西   敷文西 16 40 10 1     

Ⅱ 自 -388 下滝   下滝 22 45 6 1     

Ⅱ 自 -389 後田 舘矢間舘山 後田 16 80 5 1     

Ⅱ 自 -390 田町南   田町南 26 55 7 1     

Ⅱ 自 -391 大川口の２   大川口 24 45 8 1     

Ⅱ 自 -392 北沢の２   北沢 35 63 12 1     

Ⅱ 自 -393 板山   板山 25 45 8 1     

Ⅱ 自 -394 飯塚   飯塚 10 48 8 1     

Ⅱ 自 -395 土ｹ森   土ｹ森 20 48 6 1     

Ⅱ 自 -396 由縄坂   由縄坂 20 56 6 1     

Ⅱ 自 -397 武士沢   武士沢 20 38 7 1     

Ⅱ 自 -398 吉田   吉田 20 65 6 1     

Ⅱ 自 -399 塚田   塚田 32 58 7 1     

Ⅱ 自 -400 福沢   福沢 32 54 8 1     

Ⅱ 自 -401 中ﾉ内   中ﾉ内 18 50 7 1     

Ⅱ 自 -402 椚塚   椚塚 34 58 10 1     

Ⅱ 自 -403 原場の１   原場 30 73 6 1     

Ⅱ 自 -404 向原   向原 30 70 7 1     

Ⅱ 自 -405 馬渕の１   馬渕 34 68 12 1     

Ⅱ 自 -406 馬渕の２   馬渕 25 43 6 1     

Ⅱ 自 -407 除北   除北 30 45 7 1     

Ⅱ 自 -408 矢洗   矢洗 30 40 10 1     

Ⅱ 自 -409 羽入   羽入 10 70 6 1     

Ⅱ 自 -410 羽入前   羽入前 18 60 7 1     

Ⅱ 自 -411 泉の１   泉 55 65 30 1     

Ⅱ 自 -412 泉の２   泉 25 48 8 1     

Ⅱ 自 -413 石倉   石倉 18 60 15 1     



資料編 第３章 各種データ 

－132－ 

箇所番号 
所在地 

1 

所在地 

2 
延長 

傾斜

度 

斜面

高 

人家

戸数 
公共的建物 公共施設 

Ⅱ 自 -414 上片山の１ 金山 上片山 20 48 5 1     

Ⅱ 自 -415 上片山の２ 金山 上片山 22 66 10 1     

Ⅱ 自 -416 一ﾉ迫 小斎 一ﾉ迫 32 51 5 1     

Ⅱ 自 -417 遠藤の１ 小斎 遠藤 16 40 7 1     

Ⅱ 自 -418 松崎 小斎 松崎 14 58 5 1     

Ⅱ 自 -419 郷ﾉ目 小斎 郷ﾉ目 44 42 6 1     

Ⅱ 自 -420 遠藤の２ 小斎 遠藤 30 48 7 1     

Ⅱ 自 -421 田林 大内 田林 14 49 5 1     

Ⅱ 自 -422 桜町の１ 大内 桜町 34 56 6 1     

Ⅱ 自 -423 桜町の２ 大内 桜町 38 50 5 1     

Ⅱ 自 -424 山ﾉ神 大内 山ﾉ神 15 42 7 1     

Ⅱ 自 -425 芳ｹ沢 大内 芳ｹ沢 20 56 17 1     

Ⅱ 自 -426 下塩ｹ柵 大内 下塩ｹ柵 15 54 9 1     

Ⅱ 自 -427 沢田 大内 沢田 65 60 12 1     

Ⅱ 自 -428 熊ﾉ入 大内 熊ﾉ入 12 45 7 1     

Ⅱ 自 -429 大戸 大内 大戸 30 50 8 1     

Ⅱ 自 -430 風呂 大内 風呂 12 40 6 1     

Ⅱ 自 -431 鬼ｹ柵の１ 大内 鬼ｹ柵 20 52 5 1     

Ⅱ 自 -432 鬼ｹ柵の２ 大内 鬼ｹ柵 20 80 12 1     

Ⅱ 自 -433 鬼ｹ柵の３ 大内 鬼ｹ柵 30 42 8 1     

Ⅱ 自 -434 佐野東 大内 佐野東 25 53 7 1     

Ⅱ 自 -435 青葉南の１ 大内 青葉南 30 45 5 1     

Ⅱ 自 -436 青葉南の２ 大内 青葉南 30 30 15 1   町道 30m 

Ⅱ 自 -437 青葉南の３ 大内 青葉南 30 38 5 1     

Ⅱ 自 -438 黒佐野の１ 大内 黒佐野 25 51 6 1     

Ⅱ 自 -439 黒佐野の２ 大内 黒佐野 20 39 6 1     

Ⅱ 自 -440 東山の１ 筆甫 東山 15 53 7 1     

Ⅱ 自 -441 川下の２ 筆甫 川下 20 68 7 1     

Ⅱ 自 -442 川下の３ 筆甫 川下 25 60 6 1     

Ⅱ 自 -443 川下の４ 筆甫 川下 48 65 8 1     

Ⅱ 自 -444 鷲ﾉ平下の１ 筆甫 鷲ﾉ平下 35 61 8 1     

Ⅱ 自 -445 鷲ﾉ平下の２ 筆甫 鷲ﾉ平下 36 59 6 1     

Ⅱ 自 -446 東山の２ 筆甫 東山 21 41 5 1     

Ⅱ 自 -447 川平三 筆甫 川平三 10 35 5 1     

Ⅱ 自 -448 中下 筆甫 中下 130 50 7 1     

Ⅱ 自 -449 和田の２ 筆甫 和田 25 55 5 1   町道 25m 

Ⅱ 自 -450 和田の３ 筆甫 和田 20 65 5 1     

Ⅱ 自 -451 平舘 筆甫 平舘 30 35 12 1     

Ⅱ 自 -452 清水 筆甫 清水 18 50 8 1     

Ⅱ 自 -453 石神東の１ 筆甫 石神東 20 45 6 1     

Ⅱ 自 -454 石神東の２ 筆甫 石神東 55 45 7 2     
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箇所番号 
所在地 

1 

所在地 

2 
延長 

傾斜

度 

斜面

高 

人家

戸数 
公共的建物 公共施設 

Ⅱ 自 -455 石神西 筆甫 石神西 20 40 15 1     

Ⅱ 自 -456 樋口の１ 筆甫 樋口 20 45 7 1     

Ⅱ 自 -457 樋口の２ 筆甫 樋口 28 60 8 1     

Ⅱ 自 -458 和田井 筆甫 和田井 25 60 9 1   町道 25m 

Ⅱ 自 -459 平松の１ 筆甫 平松 10 65 6 1     

Ⅱ 自 -460 平松の２ 筆甫 平松 25 35 6 1     

Ⅱ 自 -461 早稲田の１ 筆甫 早稲田 40 60 5 2     

Ⅱ 自 -462 早稲田の２ 筆甫 早稲田 25 40 6 1     

Ⅱ 自 -463 平松前 筆甫 平松前 30 60 6 1     

Ⅱ 自 -464 虚空蔵中   虚空蔵中 30 54 10 2     

Ⅱ 自 -465 岡田 大張大蔵 岡田 34 41 10 1     

Ⅱ 自 -466 板沢 耕野 板沢 20 51 8 1     

Ⅱ 自 -467 小田 耕野 小田 30 67 8 1     

Ⅱ 自 -468 市ﾉ沢の２ 舘矢間山田 市ﾉ沢 15 45 6 1     

Ⅱ 自 -469 岩の２ 耕野 岩 25 48 9 1     

Ⅱ 自 -470 舘の２ 大張川張 舘 140 73 12 3   国道 120m 

Ⅱ 自 -471 うるし原   うるし原 10 50 5 1     

Ⅱ 自 -472 大高森   大高森 25 53 8 1     

Ⅱ 自 -473 大畑の２ 大張川張 大畑 20 60 5 1   町道 30m 

Ⅱ 自 -474 大畑の３ 大張川張 大畑 30 55 7 1   町道 30m 

Ⅱ 自 -475 原場の２   原場 15 50 7 1     

Ⅱ 自 -476 柳田   柳田 15 50 8 1     

        143 箇所             

 

ウ 自然斜面（ランクⅢ） 

        平成 20 年 3 月 31 日現在 

箇所番号 
所在地 

1 

所在地

2 
延長 

傾斜

度 

斜面

高 

人家

戸数 
公共的建物 公共施設 

Ⅲ 自 -46 市ﾉ沢の３ 舘矢間山田 市ﾉ沢 100 45 20     水路 100m 

Ⅲ 自 -47 永作の２ 舘矢間山田 永作 110 32 20       

Ⅲ 自 -48 永作の３ 舘矢間山田 永作 110 40 30     町道 110m 

Ⅲ 自 -49 下滝の２   下滝 120 40 40     町道 120m 

Ⅲ 自 -50 玉貫   玉貫 180 45 60     町道 100m 

       5 箇所             
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エ 人工斜面（ランクⅠ）               

平成 20 年 3 月 31 日現在 

箇所番号 
所在地 

1 

所在地 

2 
延長 

傾斜 

度 

斜面 

高 

人家 

戸数 
公共的建物 公共施設 

Ⅰ 人 -17 中島 筆甫 中島 160 60 9 1 小学校 県道 160m 

Ⅰ 人 -20 下滝南  下滝南 140 51 27 1 観光交流ｾﾝﾀｰ 県道 140m 

Ⅰ 人 -23 入 耕野 入 70 52 15 0 中学校   

Ⅰ 人 -24 川前 大張大蔵 川前 60 45 8 0 小学校   

Ⅰ 人 -25 長根 金山 長根 70 45 12 0 中学校   

       5 箇所             

 

オ 人工斜面（ランクⅡ） 

                 平成 20 年 3 月 31 日 現在 

箇所番号 
所在地 

1 

所在地 

2 
延長 

傾斜 

度 

斜面 

高 

人家 

戸数 
公共的建物 公共施設 

Ⅱ 人 -10 岡巻   岡巻 90 45 15 1     

Ⅱ 人 -11 四重麦の２   四重麦 15 75 12 1     

Ⅱ 人 -12 四本松 大張大蔵 四本松 54 60 22 1     

       3 箇所             
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（3）土石流危険渓流 

ア ランクⅠ 

                             平成20年3月31日 現在 

渓流番号 河川名 幹河名 渓流名 所在地 渓流長 
人家 

戸数 

弱者 

施設 
公共施設 

避難 

場所 

1-41-015 阿武隈川 雉子尾川 日向沢 青葉南 0.33 5     有 

1-41-024 阿武隈川 雉子尾川 羽山沢 佐野西上 0.49 1   会館 1: 有 

1-41-025 阿武隈川 雉子尾川 黒佐野川 黒佐野 3.89 6     有 

1-41-026 阿武隈川 雉子尾川 黒佐野西の沢 黒佐野 0.46 5     有 

1-41-032 阿武隈川 雉子尾川 杉下沢 杉下 0.08 5     有 

1-41-035 阿武隈川 雉子尾川 石倉の沢 石倉 0.82 7   集会所 1: 有 

1-41-038 阿武隈川 雉子尾川 鬼形沢 鬼形 0.59 5     有 

1-41-039 阿武隈川 雉子尾川 鬼形沢２ 鬼形 1.15 5     有 

1-41-049 阿武隈川 内川 泉沢 泉 0.29 4   集会所 1: 有 

1-41-050 阿武隈川 内川 三瓶内沢 三瓶内 0.17 7     有 

1-41-051 阿武隈川 内川 三瓶内沢２ 三瓶内 0.24 7     有 

1-41-060 阿武隈川 内川 上滝西の沢２ 上滝西 0.37 2   滞在型市民農園 1: 有 

1-41-061 阿武隈川 内川 上滝西の沢 上滝西 1.59 1   滞在型市民農園 1: 有 

1-41-066 阿武隈川 内川 鷲平下沢 鷲平下 0.36 2   集会所 1: 有 

1-41-079 阿武隈川 内川 平松前沢２ 平松 0.20 5   主)丸森霊山線 200m: 有 

1-41-090 阿武隈川 内川 宮脇沢 宮脇 0.45 1   
落集会所 1: 

主)丸森霊山線 60m: 
有 

1-41-098 阿武隈川 内川 石羽沢 石倉 1.11 17   
集会所 1: 

主)丸森霊山線 110m: 
有 

1-41-099 阿武隈川 内川 石羽沢２ 石倉 0.52 18   
集会所 1: 

主)丸森霊山線 110m: 
有 

1-41-100 阿武隈川 内川 内川 石倉前 0.36 8   主)丸森霊山線 180m: 有 

1-41-101 阿武隈川 内川 石倉前沢２ 石倉前 0.37 8   主)丸森霊山線 210m: 有 

1-41-103 阿武隈川 内川 石倉沢 石倉 0.57 8     有 

1-41-104 阿武隈川 内川 石倉沢２ 石倉 0.12 7     有 

1-41-107 阿武隈川 五福谷川 薄平沢 薄平 0.86 5   集会所 1: 有 

1-41-118 阿武隈川 五福谷川 薄平沢２ 薄平 0.23 5     有 

1-41-126 阿武隈川 五福谷川 椚塚沢 椚塚 0.63 1   集会所 1: 有 

1-41-128 阿武隈川 五福谷川 吉田沢 吉田 0.15 7   主)丸森霊山線 70m: 有 

1-41-129 阿武隈川 新川 竹谷沢 竹谷 0.33 8   主)丸森霊山線 120m: 有 

1-41-130 阿武隈川 新川 土ヶ森沢 土ヶ森 0.37 5   一)丸森梁川線 150m: 有 

1-41-134 阿武隈川 新川 大畑沢２ 武士沢 0.21 1   
集会所 1: 

一)丸森梁川線 170m: 
有 

1-41-136 阿武隈川 新川 北沢 梅木平 2.07 18   集会所 1: 有 

1-41-137 阿武隈川 新川 北山の沢 北山 0.28 5   集会所 1: 有 

1-41-138 阿武隈川 新川 板山沢 板山 0.19 5   集会所 1: 有 

1-41-139 阿武隈川 新川 小保田沢 小保田 0.14 2   集会所 1: 有 

1-41-141 阿武隈川 新川 虚空蔵上沢 虚空蔵 0.24 17   集会所 1: 有 

1-41-142 阿武隈川 新川 沢田沢 大川口 0.52 15   
高校弓道場 1: 

一)丸森梁川線 80m: 
有 

1-41-143 阿武隈川 阿武隈川 横町沢２ 横町 0.13 14 病院 1 : 一)丸森梁川線 120m: 有 
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渓流番号 河川名 幹河名 渓流名 所在地 渓流長 
人家 

戸数 

弱者 

施設 
公共施設 

避難 

場所 

1-41-144 阿武隈川 阿武隈川 横町沢３ 横町 0.55 12     有 

1-41-145 阿武隈川 阿武隈川 本町沢 玉貫 0.71 8   小学校 1: 有 

1-41-146 阿武隈川 阿武隈川 百百石沢 田町南 0.12 23     有 

1-41-163 阿武隈川 阿武隈川 塩ノ貝沢 塩ノ貝 0.18 2   会館 1: 有 

1-41-176 阿武隈川 阿武隈川 小屋館沢２ 小屋館 0.14 1 
病院 1 

健康ｾﾝﾀ 1 

公民館 1: 

一)越河角田線 90m: 
有 

1-41-177 阿武隈川 阿武隈川 小屋館沢 小屋館 0.13 1 病院 1 : 
公民館 1: 

一)越河角田線 90m: 
有 

1-41-178 阿武隈川 阿武隈川 岳沢 共愛 0.40 1   一)越河角田線 120m: 有 

1-41-179 阿武隈川 阿武隈川 白五郎沢 白五郎 0.31 1   
生活改善ｾﾝﾀｰ 1: 

一)越河角田線 30m: 
有 

1-41-185 阿武隈川 阿武隈川 北沢の沢 北沢 0.49 2   集会所 1: 有 

1-41-201 阿武隈川 阿武隈川 沼尻沢 沼尻 0.73 5   国道 349 号線 50m: 有 

1-41-222 阿武隈川 宇多川 三郎沢 下南山 0.36 2   集会所 1: 有 

     47 箇所(施設整備  2 箇所）（基礎調査済み 5 箇所） 
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イ ランクⅡ 

                            平成 20 年 3 月 31 日現在 

渓流番号 河川名 幹河名 渓流名 所在地 
渓流

長 

人家 

戸数 

弱者 

施設 
公共施設 

避難 

場所 

1-41-001 阿武隈川 阿武隈川 日向沢２ 日向 0.16 1     無 

1-41-002 阿武隈川 阿武隈川 日向東の沢 日向 0.07 1     無 

1-41-003 阿武隈川 阿武隈川 林崎沢 林崎 0.05 2     無 

1-41-004 阿武隈川 阿武隈川 源太郎沢 源太郎 0.09 2     無 

1-41-005 阿武隈川 阿武隈川 郷ﾉ目沢 郷ﾉ目 0.25 1     無 

1-41-006 阿武隈川 阿武隈川 郷ﾉ目沢２ 郷ﾉ目 0.11 1     無 

1-41-007 阿武隈川 雉子尾川 長泉寺沢 上田辺 0.06 3     無 

1-41-008 阿武隈川 雉子尾川 芳ｹ沢の沢 芳ｹ沢 0.54 1     無 

1-41-009 阿武隈川 雉子尾川 桜田沢 桜田 0.45 1   
一)金山新地停車場線 

 140m: 
無 

1-41-010 阿武隈川 雉子尾川 中山沢 中山 0.12 2   主)相馬大内線 200m: 無 

1-41-011 阿武隈川 雉子尾川 大山の沢 青葉南 0.77 1     無 

1-41-012 阿武隈川 雉子尾川 桃の木沢 青葉南 0.41 1     無 

1-41-013 阿武隈川 雉子尾川 斎川橋の沢２ 青葉南 0.13 1     無 

1-41-014 阿武隈川 雉子尾川 斎川橋の沢 青葉南 0.07 1     無 

1-41-016 阿武隈川 雉子尾川 青葉南沢 青葉南 0.60 1     無 

1-41-017 阿武隈川 雉子尾川 青葉南沢２ 青葉南 0.12 1     無 

1-41-018 阿武隈川 雉子尾川 青葉南沢３ 青葉南 0.23 1     無 

1-41-019 阿武隈川 雉子尾川 青葉南沢４ 青葉南 0.20 1     無 

1-41-020 阿武隈川 雉子尾川 青葉南沢５ 青葉南 0.13 2     無 

1-41-021 阿武隈川 雉子尾川 青葉西沢 黒佐野 2.49 3     無 

1-41-022 阿武隈川 雉子尾川 青葉西沢２ 黒佐野 0.48 3     無 

1-41-023 阿武隈川 雉子尾川 佐野西上沢 佐野西上 0.58 1   主)相馬大内線 50m: 無 

1-41-027 阿武隈川 雉子尾川 黒佐野西の沢２ 黒佐野 0.93 4     無 

1-41-028 阿武隈川 雉子尾川 大平沢 大平 0.18 1     無 

1-41-029 阿武隈川 雉子尾川 羽山沢２ 三代河原 0.06 4     無 

1-41-030 阿武隈川 雉子尾川 山王沢 山王 0.20 2     無 

1-41-031 阿武隈川 雉子尾川 砂田沢 杉下 0.09 1     無 

1-41-033 阿武隈川 雉子尾川 杉下沢２ 杉下 0.04 4     無 

1-41-034 阿武隈川 雉子尾川 杉下沢３ 杉下 0.29 1     無 

1-41-036 阿武隈川 雉子尾川 河原沢 鬼形 0.12 1     無 

1-41-037 阿武隈川 雉子尾川 河原沢２ 鬼形 0.32 3     無 

1-41-040 阿武隈川 雉子尾川 上片山沢 上片山 0.28 1     無 

1-41-041 阿武隈川 雉子尾川 下片山沢 上片山 0.32 1     無 

1-41-042 阿武隈川 雉子尾川 下片山沢２ 下片山 0.22 1     無 

1-41-043 阿武隈川 雉子尾川 下片山沢３ 下片山 0.21 1     無 

1-41-044 阿武隈川 内川 越田の沢 羽入 0.75 3     無 

1-41-045 阿武隈川 内川 羽入沢 羽入 0.27 2     無 

1-41-046 阿武隈川 内川 泉沢２ 泉 0.12 2     無 

1-41-047 阿武隈川 内川 泉南の沢 泉 0.19 4     無 
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1-41-048 阿武隈川 内川 泉南の沢２ 泉 0.15 4     無 

1-41-052 阿武隈川 内川 三瓶内沢３ 山古谷 0.15 1     無 

1-41-053 阿武隈川 内川 桜渕沢 山古谷 0.30 2     無 

1-41-054 阿武隈川 奈良又川 鳥の子沢 黒佐野 0.41 2     無 

1-41-055 阿武隈川 奈良又川 鳥の子沢２ 黒佐野 0.39 1     無 

1-41-056 阿武隈川 内川 東福田沢 東福田 0.39 2     無 

1-41-057 阿武隈川 内川 東福田沢２ 東福田 0.54 1     無 

1-41-058 阿武隈川 内川 東福田北の沢 東福田 1.85 2     無 

1-41-059 阿武隈川 奈良又川 荷揚沢 東福田 1.03 3     無 

1-41-062 阿武隈川 内川 東山の沢２ 東山 0.05 1     無 

1-41-063 阿武隈川 内川 東山の沢３ 東山 0.12 1     無 

1-41-064 阿武隈川 内川 岩小屋沢 東山 0.44 1     無 

1-41-065 阿武隈川 内川 鷲ﾉ平中沢 鷲平中 0.45 1     無 

1-41-067 阿武隈川 内川 鷲ﾉ平中沢２ 鷲平下 0.29 3     無 

1-41-068 阿武隈川 内川 うるし坊沢 うるし坊 0.11 3     無 

1-41-069 阿武隈川 内川 うるし坊沢２ うるし坊 0.94 1     無 

1-41-070 阿武隈川 内川 うるし坊沢３ うるし坊 0.33 1     無 

1-41-071 阿武隈川 内川 うるし坊沢４ うるし坊 0.28 2     無 

1-41-072 阿武隈川 内川 うるし坊沢５ うるし坊 0.30 2     無 

1-41-073 阿武隈川 内川 石神東沢 石神東 0.23 1     無 

1-41-074 阿武隈川 内川 石神東沢２ 石神東 0.47 1     無 

1-41-075 阿武隈川 内川 東山の沢 東山 0.12 1     無 

1-41-076 阿武隈川 内川 東山の沢２ 東山 0.34 1     無 

1-41-077 阿武隈川 宇多川 川平三の沢 川平一 0.14 1     無 

1-41-078 阿武隈川 内川 平松前沢 平松 1.07 4   主)丸森・霊山線 200m: 無 

1-41-080 阿武隈川 内川 早稲田沢２ 早稲田 0.36 1     無 

1-41-081 阿武隈川 内川 二反場沢 早稲田 1.01 1     無 

1-41-082 阿武隈川 内川 早稲田沢 早稲田 0.33 2   一)平松・梁川線 170m: 無 

1-41-083 阿武隈川 内川 早稲田沢３ 早稲田 0.18 2   一)平松・梁川線  80m: 無 

1-41-084 阿武隈川 内川 早稲田沢４ 早稲田 0.75 2   一)平松・梁川線 110m: 無 

1-41-085 阿武隈川 内川 早稲田沢５ 早稲田 0.21 1   一)平松・梁川線  90m: 無 

1-41-086 阿武隈川 内川 小筆甫沢 早稲田 0.29 1   一)平松・梁川線 110m: 無 

1-41-087 阿武隈川 内川 細田沢 細田 0.27 4     無 

1-41-088 阿武隈川 内川 清水沢 清水 0.30 2     無 

1-41-089 阿武隈川 内川 清水沢２ 清水 0.17 3     無 

1-41-091 阿武隈川 内川 中作沢 中下 1.32 1   主)丸森・霊山線 60m: 無 

1-41-092 阿武隈川 内川 中下沢 中下 0.11 2   主)丸森・霊山線 60m: 無 

1-41-093 阿武隈川 内川 古田沢 中下 0.10 1   主)丸森・霊山線 20m: 無 

1-41-094 阿武隈川 内川 川南下沢 川下 1.19 1   主)丸森・霊山線 110m: 無 

1-41-095 阿武隈川 内川 川下沢 川下 0.25 1   主)丸森・霊山線 110m: 無 

1-41-096 阿武隈川 内川 川下沢２ 川下 0.14 1     無 
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1-41-097 阿武隈川 内川 東山沢 東山 0.11 1     無 

1-41-102 阿武隈川 内川 石倉南沢 石倉 0.11 3     無 

1-41-105 阿武隈川 五福谷川 向原沢 向原 0.31 1     無 

1-41-106 阿武隈川 五福谷川 牛子沢 牛子 0.24 2     無 

1-41-108 阿武隈川 五福谷川 北山沢 筆甫北山 1.20 1     無 

1-41-109 阿武隈川 五福谷川 犬飼上沢 犬飼上 0.50 1     無 

1-41-110 阿武隈川 五福谷川 犬飼上沢２ 犬飼上 0.13 2     無 

1-41-111 阿武隈川 五福谷川 北山西沢 北山西 0.06 1     無 

1-41-112 阿武隈川 五福谷川 下北山一の沢 下北山一 0.22 2     無 

1-41-113 阿武隈川 五福谷川 下北山三の沢 下北山三 0.11 1     無 

1-41-114 阿武隈川 五福谷川 峠向沢 峠向 0.36 1     無 

1-41-115 阿武隈川 五福谷川 四重麦沢 四重麦 0.16 1     無 

1-41-116 阿武隈川 五福谷川 四重麦沢２ 四重麦 0.09 1     無 

1-41-117 阿武隈川 五福谷川 四重麦沢３ 四重麦 0.09 1     無 

1-41-119 阿武隈川 五福谷川 牛子沢２ 牛子 0.35 1     無 

1-41-120 阿武隈川 五福谷川 向原沢 向原 0.17 1     無 

1-41-121 阿武隈川 五福谷川 柳田沢 柳田 0.68 1     無 

1-41-122 阿武隈川 五福谷川 柳田沢２ 柳田 0.12 1     無 

1-41-123 阿武隈川 五福谷川 切立沢 切立 0.37 1     無 

1-41-124 阿武隈川 五福谷川 切立沢２ 切立 0.13 1     無 

1-41-125 阿武隈川 五福谷川 原場沢 原場 0.08 1     無 

1-41-127 阿武隈川 五福谷川 吉田沢２ 吉田 0.13 4   主)丸森・霊山線 70m: 無 

1-41-131 阿武隈川 新川 金ｹ作沢 金ｹ作 1.22 1     無 

1-41-132 阿武隈川 新川 曲木沢 曲木 0.26 2     無 

1-41-133 阿武隈川 新川 大畑沢 大畑 0.62 2   主)丸森・霊山線 200m: 無 

1-41-135 阿武隈川 新川 土ｹ森沢２ 梅木平 0.61 4   主)丸森・霊山線 100m: 無 

1-41-140 阿武隈川 新川 小保田沢２ 小保田 0.19 3     無 

1-41-147 阿武隈川 阿武隈川 下滝の沢 下滝南 0.59 2     無 

1-41-148 阿武隈川 阿武隈川 下滝の沢２ 下滝 0.11 1     無 

1-41-150 阿武隈川 阿武隈川 敷文東沢 敷文東 0.58 1     無 

1-41-153 阿武隈川 阿武隈川 天炉沢 天炉 0.34 1     無 

1-41-154 阿武隈川 阿武隈川 天炉沢２ 天炉 0.41 1     無 

1-41-155 阿武隈川 阿武隈川 山田下沢 山田下 0.25 1     無 

1-41-156 阿武隈川 阿武隈川 木落沢 木落 0.08 1   私鉄)阿武隈急行線 100m: 無 

1-41-157 阿武隈川 阿武隈川 木落沢２ 木落 1.19 1   私鉄)阿武隈急行線 100m: 無 

1-41-158 阿武隈川 阿武隈川 小倉沢 小倉 1.31 2   私鉄)阿武隈急行線 40m: 無 

1-41-159 阿武隈川 阿武隈川 砂ﾉ入沢２ 砂ﾉ入 0.39 3   私鉄)阿武隈急行線 100m: 無 

1-41-160 阿武隈川 阿武隈川 砂ﾉ入沢 砂ﾉ入 0.89 3   私鉄)阿武隈急行線 100m: 無 

1-41-161 阿武隈川 阿武隈川 砂ﾉ入沢３ 砂ﾉ入 0.63 1   私鉄)阿武隈急行線 40m: 無 

1-41-162 阿武隈川 阿武隈川 大高森沢 大高森 0.60 3     無 

1-41-164 阿武隈川 阿武隈川 塩ﾉ貝沢２ 塩ﾉ貝 0.60 2     無 
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1-41-165 阿武隈川 阿武隈川 深田沢 深田 0.05 1     無 

1-41-166 阿武隈川 阿武隈川 川原田沢 川原田 0.39 1     無 

1-41-167 阿武隈川 阿武隈川 大高丸沢 大高丸 0.09 1     無 

1-41-168 阿武隈川 阿武隈川 岩沢 岩 0.64 2   国)３４９号  90m: 無 

1-41-169 阿武隈川 阿武隈川 岩沢２ 岩 0.11 1   国)３４９号  50m: 無 

1-41-170 阿武隈川 阿武隈川 土巻沢 土巻 0.08 2   国)３４９号  50m: 無 

1-41-171 阿武隈川 阿武隈川 土巻沢２ 土巻 0.24 4   国)３４９号  50m: 無 

1-41-172 阿武隈川 阿武隈川 登花西沢 登花西 0.10 1   一)川前・白石線 50m: 無 

1-41-173 阿武隈川 阿武隈川 登花西沢２ 登花西 0.15 1   一)川前・白石線 50m: 無 

1-41-174 阿武隈川 阿武隈川 大場平上沢 大場平上 0.13 1     無 

1-41-175 阿武隈川 阿武隈川 大和沢 大和沢 0.36 3   一)越河・角田線 100m: 無 

1-41-180 阿武隈川 阿武隈川 獄沢 獄 0.45 1     無 

1-41-181 阿武隈川 阿武隈川 獄沢２ 獄 0.15 1     無 

1-41-182 阿武隈川 阿武隈川 高原沢 高原 0.10 2   国)３４９号  50m: 無 

1-41-183 阿武隈川 阿武隈川 中丸沢 中丸 0.48 2     無 

1-41-184 阿武隈川 阿武隈川 東一本松沢 東一本松 0.16 1     無 

1-41-186 阿武隈川 阿武隈川 沼の沢 沼 0.32 4   国)３４９号  60m: 無 

1-41-187 阿武隈川 阿武隈川 沼の沢２ 沼 0.01 1   国)３４９号  50m: 無 

1-41-188 阿武隈川 阿武隈川 沼の沢３ 沼 0.33 1   国)３４９号  50m: 無 

1-41-189 阿武隈川 阿武隈川 西風沢 西風沢 0.40 2   国)３４９号  60m: 無 

1-41-190 阿武隈川 阿武隈川 西風沢２ 西風沢 0.58 2   国)３４９号  80m: 無 

1-41-191 阿武隈川 阿武隈川 ｳｿｺ沢 槌屋 0.20 1   国)３４９号  60m: 無 

1-41-192 阿武隈川 阿武隈川 館の沢 川張舘 0.51 2   国)３４９号  20m: 無 

1-41-193 阿武隈川 阿武隈川 館の沢２ 川張舘 0.22 2   国)３４９号  50m: 無 

1-41-194 阿武隈川 阿武隈川 桂の沢 川張桂沢 0.71 2   国)３４９号  50m: 無 

1-41-195 阿武隈川 阿武隈川 一之畑沢 川張桂沢 0.33 3   国)３４９号  50m: 無 

1-41-196 阿武隈川 阿武隈川 一之畑沢２ 川張桂沢 0.05 2   国)３４９号  50m: 無 

1-41-197 阿武隈川 阿武隈川 一之畑沢３ 川張桂沢 0.10 1   国)３４９号  50m: 無 

1-41-198 阿武隈川 阿武隈川 一之畑沢４ 川張桂沢 0.05 2   国)３４９号  50m: 無 

1-41-199 阿武隈川 阿武隈川 一之畑沢５ 一之畑 0.19 1   国)３４９号  50m: 無 

1-41-200 阿武隈川 阿武隈川 沼尻沢２ 桂沢 0.16 4   国)３４９号  50m: 無 

1-41-202 阿武隈川 阿武隈川 杉ﾉ入沢 沼尻 0.25 1   国)３４９号  40m: 無 

1-41-203 阿武隈川 阿武隈川 杉ﾉ入沢２ 沼尻 0.05 2   国)３４９号  40m: 無 

1-41-204 阿武隈川 阿武隈川 杉ﾉ入沢３ 沼尻 0.08 2   国)３４９号  40m: 無 

1-41-205 阿武隈川 阿武隈川 杉ﾉ入沢４ 杉ﾉ入 0.30 1   国)３４９号  80m: 無 

1-41-206 阿武隈川 阿武隈川 二又沢 二又 0.74 1   国)３４９号  90m: 無 

1-41-207 阿武隈川 阿武隈川 二又沢２ 二又 0.47 1   国)３４９号  110m: 無 

1-41-208 阿武隈川 阿武隈川 西畑沢 西畑 0.40 1     無 

1-41-209 阿武隈川 阿武隈川 小巻沢 小巻 0.32 1   国)３４９号  120m: 無 

1-41-211 阿武隈川 阿武隈川 土手添沢 土手添 0.21 1     無 

1-41-213 阿武隈川 阿武隈川 永作沢 永作 0.41 1     無 
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1-41-215 阿武隈川 阿武隈川 小坂沢 小坂 0.66 3     無 

1-41-216 阿武隈川 阿武隈川 市ﾉ沢の沢 市ﾉ沢 0.50 2     無 

1-41-218 阿武隈川 阿武隈川 上沢 松掛上 0.08 3     無 

1-41-219 阿武隈川 阿武隈川 土手沢 松掛土手 0.34 1     無 

1-41-221 阿武隈川 阿武隈川 土手下沢 土手下 0.07 1     無 

1-41-223 阿武隈川 宇多川 三郎沢２ 下南山 0.06 1     無 

1-41-224 阿武隈川 宇多川 下南山沢 下南山 0.08 1     無 

1-41-225 阿武隈川 宇多川 平場沢 平場 0.18 1     無 

1-41-226 阿武隈川 宇多川 平場沢２ 新川平 0.27 1     無 

1-41-227 阿武隈川 宇多川 川平一の沢 新川平 0.40 1     無 

1-41-228 阿武隈川 宇多川 川平一の沢２ 川平二 0.17 1     無 

1-41-229 阿武隈川 宇多川 川平一の沢３ 川平二 0.17 1     無 

         174 箇所 
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人家 

戸数 

弱者 

施設 
公共施設 

避難 

場所 

1-41-149 阿武隈川   敷文東沢２ 敷文東 0.21       無 

1-41-151 阿武隈川   敷文西沢 敷文西 0.16       無 

1-41-152 阿武隈川   敷文西沢２ 敷文西 0.18       無 

1-41-210 阿武隈川   小原瀬西沢 小原瀬西 0.19     私鉄)阿武隈急行線 90m: 無 

1-41-212 阿武隈川   永作沢２ 永作 0.42       無 

1-41-214 阿武隈川   小坂の沢 小坂 0.16       無 

1-41-217 阿武隈川   市子の沢 市子沢 0.75       無 

1-41-220 阿武隈川   松崎沢 松崎 0.05       無 

         8 箇所 
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（4）山腹崩壊危険地区 

                         平成 16 年 5 月 31 日現在 

調
査
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地
区
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家
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公
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設
の
種
類 

道
路
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道
路
の
数
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危
険
地
区
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積 

傾
斜
の
平
均 

保
安
林
等 

調
査
年 

そ
の
他
の
種
類 

そ
の
他
の
数
量 

1 山田 舘矢間山田 永作 5   町道 300 2 55.0 有 Ｓ 61     

2 小原瀬 舘矢間山田 小原瀬東 5   国道 300 1 55.0 有 Ｓ 61     

3 船場  玉貫  25   国道 300 3 53.3 有 Ｓ 61     

4 岡町西  田町北  26   国道 200 2 40.0 無 Ｓ 61     

5 竹谷（１）  飯塚  60   県道 300 8 51.1 無 Ｓ 61     

6 竹谷（２）  垂松  20   県道 300 4 47.5 無 Ｓ 61     

7 小保田  小保田  9   県道 500 9 46.7 有 Ｓ 61     

8 武士沢 大張川張 大畑 4   県道 500 2 60.0 無 Ｓ 61     

9 杉の下 金山 角の内 12   町道 300 3 58.3 無 Ｓ 61     

10 敷文  敷文東 4   町道 500 14 51.9 有 Ｓ 61     

11 木落  木落    鉄道路線:1     3 66.7 有 Ｓ 61     

12 下川張 大張川張 杉の入 4   国道 300 2 63.3 無 Ｓ 61     

13 水沢  袖五郎 12       5 47.1 無 Ｓ 61     

14 深堀 大張川張 舘 6   国道 300 6 50.0 無 Ｓ 61     

15 茗茄沢 耕野 茗茄沢 6   町道 500 2 45.0 無 Ｓ 61     

16 岩 耕野 岩 4   国道 300 3 53.3 無 Ｓ 61     

17 沼 耕野 沼 6   国道 200 2 50.0 無 Ｓ 61     

18 滝原  滝原  12   町道 400 4 57.5 有 Ｓ 61     

19 清水沢 小斎 上舘 28   町道 1700 1 70.0 無 S 61     

20 寺内  寺内   工場:10 町道 100 2 33.8 有 Ｈ 6     

21 不動沢   不動 1 寺院:2 町道 200 3 33.3 無 Ｈ 6     

22 上沢 舘矢間松掛 中西 13   道路 300 2 27.8 有 Ｈ 3     

23 羽出庭   川原田 1   道路 500 8 41.6 無 Ｈ 3     

24 田町南沢   田町南 20 学校:1 林道 300 1 26.3 無 Ｈ 3     

25 銅谷 大張川張 銅谷 2   町道 300 1 45.0 無 Ｓ 63     

26 市子沢 舘矢間山田 市子沢 2       2 40.0 無 Ｓ 63     

27 寺内   寺内前 1   町道 200 4 47.5 有 Ｓ 63     

           県道 500               

28 四本松 大張大蔵 四本松 1   県道 200 1 40.0 無 Ｈ 1 農地 5ha 

29 山口 小斎 山口 4   町道 300 1 20.0 無 Ｈ 1 農地 5ha 

30 肱曲 筆甫 肱曲 7       4 44.2 無 Ｈ 5     

31 宮脇 筆甫 宮脇 2 集会所:1 町道 200 1 45.0 無 Ｈ 5     

32 上沢 舘矢間松掛 上手 2   町道 300 1 45.0 無 Ｈ 5     

33 板沢 耕野  板沢  2   町道 300 1 60.0 無 Ｈ 5     

34 沼沢 耕野 沼 2       1 70.0 無 Ｈ 5     

35 田町南   田町南 2       1 50.0 無 Ｈ 5     

36 火石坂 耕野 火石坂 2   町道 200 2 50.0 無 Ｓ 61     

37 門の内 耕野 門の内 3   町道 300 1 30.0 無 Ｓ 61     

38 立沢南  立沢南 4   町道 300 3 63.3 無 Ｓ 61     

39 宇沢 小斎 津野田   養護学校:1 町道 300 1 30.0 無 Ｈ 8     

40 伊手 大内 桜町 7   県道 150 1 50.0 無 Ｈ 8     

41 山居 金山 山居     町道 150 2 65.0 無 Ｈ 8     

42 下北山 筆甫 下北山 4   町道 400 4 52.5 無 Ｓ 61     

43 石倉   石倉 8   県道 300 1 33.3 無 Ｈ 8     

           町道 100             
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44 川原田 筆甫 川原田 12   町道 600 4 50.0 無 Ｓ 61     

45 和田 筆甫 和田 4 高校:1     1 30.0 無 Ｓ 61     

46 下南山 筆甫 下南山 3   町道 400 3 51.4 無 Ｓ 61     

47 五反田沢 筆浦 五反田 3   県道 100 1 40.0 無 Ｈ 9 農道 170m 

48 小倉   小倉     町道 200 1 60.0 有 Ｈ 10     

49 玉貫   玉貫     町道 200 1 40.0 無 Ｈ 10     

50 小原瀬西 舘矢間山田 小原瀬西 2   国道 550 9 64.4 有 H 12 鉄道 550m 
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（5）崩壊土砂流出危険地区 

                       平成 16 年 5 月 31 日現在 
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1 清水沢 小斎 上舘 28   町道 1700 108 1300 0 6.24 無 S61 

2 芳ケ沢 大内 芳ケ沢 4   町道 200 19 800 17 2.88 有 S61 

3 明光沢 大内 明光沢 10   町道 500 81 1000 17 4.8 有 S61 

4 コオリ沢 大内 青葉南 7   町道 1000 224 1000 9 4.8 無 S61 

5 斉川 大内 青葉南 19   町道 600 374 1100 0 5.28 有 S61 

6 雉子尾川 大内 青葉南 25 学校:1     480 1700 9 9.18 有 S61 

7 沼端上 大内 沼端上 30   町道 700 16 600 9 1.8 無 S61 

8 東山 筆甫 東山 4   町道 500 17 450 21 1.62 無 S61 

9 四重麦一   四重麦一 6   町道 400 40 600 17 2.16 無 S61 

10 大高丸一番 耕野 大高丸一番 6   町道 300 36 700 21 2.1 無 S61 

11 麓 小斎 麓 5       9 500 0 1.2 無 S61 

12 源太郎 小斎 源太郎 5       25 600 9 3.6 無 S61 

13 山の神 大内 山の神 5   県道 800 150 800 17 4.8 有 S61 

14 佐野西 大内 佐野西 5   県道 500 40 600 17 4.5 無 S61 

15 黒佐野 大内 鳥の子 5   町道 500 38 400 21 1.8 有 S61 

16 鬼形 金山 石倉 10   町道 500 43 500 21 2.25 無 S61 

17 片山 金山 片山 8   県道 500 57 900 17 4.05 無 S61 

18 東向  東向 5   町道 400 5 200 23 0.3 無 S61 

19 羽入  羽入 8   町道 300 3 150 23 0.27 無 S61 

20 川平 筆甫 川平 5   町道 500 10 300 21 0.9 無 S61 

21 平松 筆甫 平松 3   町道 500 212 1300 9 7.02 有 S61 

22 石神 筆甫 石神 3   林道 500 9 400 21 1.2 無 S61 

23 鷲ノ平 筆甫 鷲ノ平 6   県道 300 6 400 21 1.44 無 S61 

24 五福谷   五福谷 7   県道 300 39 280 17 0.672 無 S61 

25 金ケ作   金ケ作 2   町道 300 48 450 17 2.025 有 S61 

26 土ケ森   土ケ森 10   県道 300 16 600 17 2.16 有 S61 

27 沢田   沢田 10   県道 300 9 800 9 1.92 有 S61 

28 小保田   小保田 8   県道 300 12 500 21 1.2 無 S61 

29 山崎   山崎 50 学校:1     11 500 17 1.2 無 S61 

30 漆原   漆原 50 学校:1     35 350 17 0.84 無 S61 

31 下滝   下滝     町道 300 4 200 21 0.3 無 S61 

32 山田上（１）   山田上 2   町道 300 23 350 21 1.05 無 S61 

33 山田（１）   山田 1   町道 300 2 200 23 0.36 有 S61 

34 山田（２）   山田 5   町道 300 232 700 17 4.2 無 S61 

35 舟越  舟越  2   林道 500 43 450 17 1.62 無 S61 

36 木落   木落 1 国鉄:300 町道 300 88 400 21 1.8 有 S61 

37 ダンダラ   廻倉 5   町道 300 34 1400 17 5.46 有 S61 
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38 小滝川   小滝 2   町道 500 337 1300 17 7.8 有 S61 

39 立沢（１）   立沢 5   町道 300 2 400 17 0.96 無 H1 

40 立沢（２）   立沢 3   町道 500 12 800 21 3.12 無 S61 

41 茖茄沢 耕野 茖茄沢 5   県道 300 35 500 21 2.7 無 H1 

42 登花 耕野 登花 10   県道 300 11 600 21 2.34 無 S61 

43 南原 耕野 南原 5   県道 300 8 400 9 0.96 無 S61 

44 ウソコ 大張川張 ウソコ 5   県道 200 2 200 21 0.36 無 S61 

45 沢尻 大張川張 沢尻 8   町道 500 136 800 9 4.8 無 S61 

46 二又（１） 大張川張 二又 5   県道 300 27 350 21 1.26 無 S61 

47 上山田 舘矢間山田 上山田 9   県道 500 24 500 9 1.2 無 S61 

48 小塚沢   百合沢 1   林道 1000 78 1500 21 0.9 有 H3 

49 小巻沢 舘矢間山田 小巻 3   国道 150 17 500 17 0.15 無 H3 

50 樋口沢 筆甫 樋口 15   町道 2000 218 2300 9 1.38 有 H3 

51 井戸入沢 筆甫 石神東 22 橋:3 町道 500 13 600 17 0.36 有 H3 

52 薄平沢   薄平 8 橋:1 町道 500 1 100 21 0.06 無 H3 

53 源太郎沢 小斎 林崎 22   町道 1000 23 1300 0 0.78 有 H3 

54 天炉下沢   天炉 2   町道 50 10 550 23 0.495 有 H9 

55 芳ケ沢２ 大内 向 3   県道 200 15 1200 10 2.88 有 H12 

56 木落２   木落   鉄道 120 林道 120 5 210 3 0.19 無 H14 
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（6）土砂災害警戒区域等指定箇所 

自然現象の種類 
渓流番号又 

は箇所番号 

渓流名又は 

箇所名 
所在地 告示年月日 告示番号 

土石流 1-41-014 斎川橋の沢 大内字青葉南 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-015 日向沢 大内字青葉南 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-030 山王沢 大内字山王他 H28.03.18 第 272 号 

土石流 1-41-032 杉下沢 金山字杉下他 H28.03.18 第 273 号 

土石流 1-41-033 杉下沢 2 金山字杉下他 H28.03.18 第 272 号 

土石流 1-41-034 杉下沢 3 金山字杉下他 H28.03.18 第 272 号 

土石流 1-41-035 石倉の沢 金山字石倉他 H28.03.18 第 272 号 

土石流 1-41-036 河原沢 金山字鬼形 H28.03.18 第 273 号 

土石流 1-41-037 河原沢 2 金山字鬼形 H28.03.18 第 272 号 

土石流 1-41-038-1 鬼形沢-１ 金山字鬼形 H28.03.18 第 272 号 

土石流 1-41-038-2 鬼形沢-2 金山字鬼形 H28.03.18 第 272 号 

土石流 1-41-039 鬼形沢 2 金山字鬼形 H28.03.18 第 272 号 

土石流 1-41-066 鷲平下沢 筆甫字鷲平上他 H26.12.26 第 1054 号 

土石流 1-41-067-1 鷲平下沢 2 筆甫字鷲平中 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-067-2 鷲平下沢 2 筆甫字鷲平下 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-087 細田沢 筆甫字細田 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-088 清水沢 筆甫字清水 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-089 清水沢 2 筆甫字清水 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-090 宮脇沢 筆甫字宮脇 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-091-1 中作沢-１ 筆甫字中下 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-091-2 中作沢-2 筆甫字中下 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-092 中下沢 筆甫字中下 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-093 吉田沢 筆甫字古田 H28.10.11 第 836 号 

土石流 1-41-094-1 川下南沢 筆甫字川下一他 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-094-2 川下南沢 筆甫字川下一 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-095 川下沢 筆甫字川下 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-096 川下沢 2 筆甫字川下 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-097 東山沢 筆甫字川下 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-098 石羽沢 字石倉 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-099 石羽沢 2 字石倉 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-100 内川 字石倉 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-101 石倉前沢２ 字石倉 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-102 石倉南沢 字石倉 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-103 石倉沢 字和田西 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-104 石倉沢 2 字和田西 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-105 向原 字向原 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-106-1 牛子沢-1 字牛子 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-106-2 牛子沢-2 字牛子 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-107 薄平沢 字蕨平 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-118 薄平沢 2 字蕨平 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-119 牛子沢 2 字牛子 H28.10.11 第 833 号 
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自然現象の種類 
渓流番号又 

は箇所番号 

渓流名又は 

箇所名 
所在地 告示年月日 告示番号 

土石流 1-41-120 向原沢 字牛子 H28.10.11 第 833 号 

土石流 1-41-128 吉田沢 字吉田 H20.03.11 第 235 号 

土石流 1-41-129 竹谷沢 字竹谷 H20.03.11 第 235 号 

土石流 1-41-135-1 土ケ森沢２ 字土ケ森他 H22.10.26 第 1002 号 

土石流 1-41-135-2 土ケ森沢２ 字土ケ森他 H22.10.26 第 1002 号 

土石流 1-41-135-3 土ケ森沢２ 字土ケ森他 H22.10.26 第 1002 号 

土石流 1-41-137 北山の沢 字北沢 H22.10.26 第 1002 号 

土石流 1-41-138-1 板山沢 字板山 H20.03.11 第 235 号 

土石流 1-41-138-2 板山沢 字板山 H20.03.11 第 235 号 

土石流 1-41-139 小保田沢 字小保田 H22.10.26 第 1002 号 

土石流 1-41-140 小保田沢 2 字小保田 H22.10.26 第 1002 号 

土石流 1-41-141 虚空蔵上沢 字虚空蔵中 H20.03.11 第 236 号 

土石流 1-41-143 横町沢 2 字山崎 H22.10.26 第 1002 号 

土石流 1-41-147 下滝の沢 字下滝南 H24.07.24 第 597 号 

土石流 1-41-163 塩ノ貝沢 字塩ノ貝沢他 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-164 塩ノ貝沢 2 字塩ノ貝沢他 H26.12.26 第 1054 号 

土石流 1-41-168 岩沢 耕野字岩 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-169 岩沢 2 耕野字岩 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-175 大和沢 耕野字小屋舘 H24.07.24 第 597 号 

土石流 1-41-176 小屋舘沢 2 耕野字小屋舘 H24.07.24 第 597 号 

土石流 1-41-177 小屋舘沢 耕野字小屋舘 H24.07.24 第 597 号 

土石流 1-41-178 岳沢 耕野字白五郎 H24.07.24 第 597 号 

土石流 1-41-194-1 桂の沢 大張川張字桂沢 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-194-2 桂の沢 大張川張字桂沢他 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-195-1 一之畑沢 大張川張字一之畑 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-195-2 一之畑沢 大張川張字一之畑 H26.12.26 第 1054 号 

土石流 1-41-196 一之畑沢 2 大張川張字一之畑 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-197 一之畑沢 3 大張川張字一之畑 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-198 一之畑沢 4 大張川張字一之畑 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-199 一之畑沢 5 大張川張字一之畑 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-200 沢尻沢 2 大張川張字沢尻 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-201-1 沢尻沢 大張川張字沢尻 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-201-2 沢尻沢 大張川張字沢尻 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-201-3 沢尻沢 大張川張字沢尻 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-202 杉ノ入沢 大張川張字杉ノ入 H26.12.26 第 1054 号 

土石流 1-41-203 杉ノ入沢 2 大張川張字杉ノ入 H26.12.26 第 1054 号 

土石流 1-41-204 杉ノ入沢 3 大張川張字杉ノ入 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-205 杉ノ入沢 4 大張川張字杉ノ入 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-206 二又沢 大張川張字二又 H26.12.26 第 1053 号 

土石流 1-41-207 二又沢 2 大張川張字二又 H26.12.26 第 1053 号 

急傾斜地の崩壊 1-自-0136 薄平 字薄平 H18.07.14 第 822 号 

急傾斜地の崩壊 1-自-0137 川下 筆甫字川下１ H26.12.26 第 1053 号 
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自然現象の種類 
渓流番号又 

は箇所番号 

渓流名又は 

箇所名 
所在地 告示年月日 告示番号 

急傾斜地の崩壊 1-自-0138 肱曲 筆甫字肱曲 H18.07.14 第 822 号 

急傾斜地の崩壊 1-自-0139 甘蕨 筆甫字甘蕨 H18.07.14 第 822 号 

急傾斜地の崩壊 1-自-0143 北伊手 大内字下梅ヶ作 H18.07.14 第 822 号 

急傾斜地の崩壊 1-自-0147 坪石 字大舘 H18.07.14 第 822 号 

急傾斜地の崩壊 1-自-0152 横手の２ 大内字横手 H26.12.26 第 1053 号 

急傾斜地の崩壊 1-自-0153 上滝 字不動 H28.10.11 第 833 号 

急傾斜地の崩壊 1-自-0155 中島 筆甫字中島 H20.03.11 第 235 号 

急傾斜地の崩壊 1-自-0156 和田の１ 筆甫字和田 H18.07.14 第 822 号 

急傾斜地の崩壊 1-自-1159 川前 大張大蔵字川前 H20.03.11 第 235 号 

急傾斜地の崩壊 1-自-1160 杉ノ入 大張川張字杉ノ入 H26.12.26 第 1053 号 

急傾斜地の崩壊 1-自-1162 北沢 字小保田 H22.10.26 第 1002 号 

急傾斜地の崩壊 1-自-1164 白五郎 耕野字入大 H24.07.24 第 597 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0345 桂沢 大張川張字桂沢 H26.12.26 第 1053 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0346 一之畑沢 大張川張字一之畑 H26.12.26 第 1053 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0347 片倉 大張川張字深堀 H26.12.26 第 1053 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0371 北 耕野字北 H24.07.24 第 597 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0388 下滝 字下滝、下滝南 H24.07.24 第 597 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0391 大川口の２ 字大川口 H22.10.26 第 1002 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0392 北沢の２ 字北沢 H22.10.26 第 1002 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0395 土ケ森 字土ケ森他 H22.10.26 第 1002 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0396 由縄坂 字由縄坂 H22.10.26 第 1002 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0404 向原 字牛子 H28.10.11 第 833 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0405 馬淵の１ 字牛子 H28.10.11 第 833 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0406 馬淵の 2 字牛子 H28.10.11 第 833 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0413 石倉 字石倉 H28.10.11 第 833 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0435 青葉南の１ 大内字青葉南 H26.12.26 第 1053 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0441 川下の２ 筆甫字川下二 H28.10.11 第 833 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0442 川下の３ 筆甫字川下三 H28.10.11 第 833 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0443 川下の４ 筆甫字川下一 H26.12.26 第 1053 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0448 中下 筆甫字中下 H28.10.11 第 833 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0451 平舘 筆甫字平舘 H28.10.11 第 833 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0452 清水 筆甫字細田 H28.10.11 第 833 号 

急傾斜地の崩壊 2-自-0464 虚空蔵中 字虚空蔵中 H22.10.26 第 1002 号 

急傾斜地の崩壊 1-人-0017 中島 筆甫字中島他 H24.07.24 第 597 号 

急傾斜地の崩壊 1-人-0020 下滝南 字下滝他 H24.07.24 第 597 号 

急傾斜地の崩壊 1-人-0023 入 耕野字羽抜 H24.07.24 第 597 号 

急傾斜地の崩壊 1-人-0024 川前 大張川張字宮田 H20.03.11 第 235 号 

急傾斜地の崩壊 1-人-0025 長根 金山字谷地木戸 H24.07.24 第 597 号 

地すべり － 小斎 小斎字古舘 H20.03.11 第 236 号 
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地すべり危険箇所位置図 

：国道 

：幹線道路（主要地方道、一般県道） 

：河川・湖沼 

：地すべり危険箇所 

凡  例 
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急傾斜地崩壊危険箇所位置図 

：国道 

：幹線道路（主要地方道、一般県道） 

：河川・湖沼 

：急傾斜地崩壊危険箇所 

凡  例 
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土石流危険渓流位置図 

：国道 

：幹線道路（主要地方道、一般県道） 

：河川・湖沼 

：土石流危険渓流 

凡  例 
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火災 洪水 土砂 地震
町民体育館 丸森町字花田 20 ○ － ○ ○
町民広場 丸森町字花田 20 － － ○ ○
丸森小学校 丸森町字菱川内 39‒1 ○ ○ － ○
丸森中学校 丸森町字田町南 51 ○ － ○ ○
丸森まちづくりセンター 丸森町字鳥屋 120 ○ － ○ ○
和田コミュニティセンター 丸森町字和田西 8‒93 ○ ○ － ○
羽出庭農村集落多目的センター 丸森町字森 67 － ○ ○ ○
神明住宅集会所 丸森町字神明南 1‒1 － － ○ ○
欠入コミュニティセンター 丸森町字欠入上 20-2 ○ ○ ○ ○
金山小学校 金山字下前川原 1‒1 ○ ○ ○ ○
(旧)丸森東中学校体育館 金山字長根 63‒1 ○ ○ ○ ○
金山まちづくりセンター 金山字下前川原 17 ○ ○ ○ ○
筆甫小学校 筆甫字中島 3-2 ○ ○ ○ ○
(旧)筆甫中学校体育館 筆甫字和田 73 ○ ○ ○ ○
筆甫まちづくりセンター 筆甫字和田 80-2 ○ ○ ○ ○
川平スポーツ交流センター 筆甫字川平二 15‒3 ○ － ○ ○
筆甫山村広場 筆甫字石神東 47 － － ○ ○
大内小学校 大内字横手 18 ○ ○ ○ ○
(旧)大内中学校体育館 大内字横手 19 ○ ○ ○ ○
大内まちづくりセンター 大内字横手 82-1 ○ ○ ○ ○
青葉コミュニティセンター 大内字青葉南 16‒2 ○ ○ ○ ○
伊手コミュニティセンター 大内字下梅ヶ作 27 ○ ○ ○ ○
大内山村広場 大内字南平 193-2 － ○ ○ ○
黒佐野山村活性化支援センター 大内字黒佐野 103‒248 － ○ ○ ○
小斎小学校 小斎字古舘 95 ○ ○ ○ ○
小斎まちづくりセンター 小斎字山崎 63-1 ○ ○ ○ ○
舘矢間小学校 舘矢間舘山字玉川 29-1 ○ ○ ○ ○
舘矢間まちづくりセンター 舘矢間舘山字大門 148-1 ○ － ○ ○
大張小学校 大張川張字宮田 25 ○ ○ ○ ○
大張まちづくりセンター 大張大蔵字川前 39-1 ○ ○ ○ ○
大耕農村広場 大張川張字宿 13-1 － ○ ○ ○
耕野小学校 耕野字入大 44-1 ○ ○ － ○
(旧)丸森西中学校体育館 耕野字羽抜 30 ○ ○ ○ ○
耕野まちづくりセンター 耕野字小屋舘 7-4 ○ ○ － ○
伊具高等学校 丸森町字雁歌51 ○ ○ ○ ○
仙南ジェロントピア 舘矢間松掛字宮田67

あぶくま斎苑 舘矢間松掛字上63-1
舘矢間保育所 舘矢間舘山字天王17-1
㈱ケーヒングラウンド(丸森寺内前) 丸森町字寺内前51-41 － ○ ○ ○72-2772

72-2860

72-6696
72-1778

－
78-1616

78-1121
76-2121

－

－

対象災害

－
－

72-2140

電話番号
（市外局番0224）

－

－

72-1683

－
78-1515

－

番号 避 難 場 所・避 難 所 住　　　所

－
－

76-2111

72-2145

78-1111

75-2134

72-2148
72-2120
75-2121
75-2124

72－2020

－

－

79-2011
－

79-2004
－

－

75-2122

－

緊急時に利用できる
避難所です。

障害者等が緊急時に
利用できます。36

6
5
4
3
2
1

12
11
10
9
8
7

18
17
16
15
14
13

19

24
23
22
21
20

29
28
27
26
25

39
38
37

34
33
32

30
31

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

３－９ 避難場所・避難所 
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種別 呼出名称 配置場所 出力 免許番号 備考 

基地局 ぼうさいまるもり    総務課(消防防災班) 10Ｗ 東基第 147765 号 主統制台 

固定局 ぼうさいまるもりやくば 役場電話交換室 5 M W 東個第 9041 号 遠隔制御装置 

移動局 ぼうさいまるもり 110 役場電話交換室 ２Ｗ 東移第 10128882 号 ポータブル統制台 

移動局 ぼうさいまるもり 241 消防団長 ２Ｗ 東移第 10128924 号  

移動局 ぼうさいまるもり 242 消防副団長（第 1 方面隊） ２Ｗ 東移第 10128925 号  

移動局 ぼうさいまるもり 243 消防副団長（第２方面隊） ２Ｗ 東移第 10128926 号  

移動局 ぼうさいまるもり 244 消防副団長（第３方面隊） ２Ｗ 東移第 10128927 号  

移動局 ぼうさいまるもり 245 消防団丸森分団長 ２Ｗ 東移第 10128928 号  

移動局 ぼうさいまるもり 246 消防団金山分団長 ２Ｗ 東移第 10128929 号  

移動局 ぼうさいまるもり 247 消防団筆甫分団長 ２Ｗ 東移第 10128930 号  

移動局 ぼうさいまるもり 248 消防団大内分団長 ２Ｗ 東移第 10128931 号  

移動局 ぼうさいまるもり 249 消防団小斎分団長 ２Ｗ 東移第 10128932 号  

移動局 ぼうさいまるもり 250 消防団舘矢間分団長 ２Ｗ 東移第 10128933 号  

移動局 ぼうさいまるもり 251 消防団大張分団長 ２Ｗ 東移第 10128934 号  

移動局 ぼうさいまるもり 252 消防団耕野分団長 ２Ｗ 東移第 10128935 号  

移動局 ぼうさいまるもり 253 移動 総務課 1 ２Ｗ 東移第 10128936 号 非常配備時現地調査班 

移動局 ぼうさいまるもり 254 移動 総務課 2 ２Ｗ 東移第 10128937 号 非常配備時現地調査班 

移動局 ぼうさいまるもり 255 移動 総務課 3 ２Ｗ 東移第 10128938 号 非常配備時現地調査班 

移動局 ぼうさいまるもり 256 移動 総務課 4 ２Ｗ 東移第 10128939 号 非常配備時現地調査班 

移動局 ぼうさいまるもり 257 移動 建設課 1 ２Ｗ 東移第 10128940 号 非常配備時現地調査用 

移動局 ぼうさいまるもり 258 移動 建設課 2 ２Ｗ 東移第 10128941 号 非常配備時現地調査用 

移動局 ぼうさいまるもり 259 移動 建設課 3 ２Ｗ 東移第 10128942 号 非常配備時現地調査用 

移動局 ぼうさいまるもり 260 移動 建設課 4 ２Ｗ 東移第 10128943 号 非常配備時現地調査用 

移動局 ぼうさいまるもり 300 積載 町長車 ２Ｗ 東移第 10128950 号 カムリ 

移動局 ぼうさいまるもり 301 積載 総務課 ２Ｗ 東移第 10128951 号 緊急車(ｳｨﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ) 

移動局 ぼうさいまるもり 302 積載 総務課 ２Ｗ 東移第 10128952 号 交通指導車（ｲﾝｻｲﾄ） 

移動局 ぼうさいまるもり 303 積載 総務課 ２Ｗ 東移第 10128953 号 排水ポンプ車 

移動局 ぼうさいまるもり 304 積載 建設課 ２Ｗ 東移第 10128954 号 エクストレイル 

移動局 ぼうさいまるもり 305 積載 建設課 ２Ｗ 東移第 10128955 号 ４ｔダンプ 

移動局 ぼうさいまるもり 306 積載 建設課 ２Ｗ 東移第 10128956 号 水道 ジムニー 

移動局 ぼうさいまるもり 307 積載 建設課 ２Ｗ 東移第 10128957 号 水道 エスクード 

移動局 ぼうさいまるもり 200 丸森まちづくりセンター ２Ｗ 東移第 10128883 号  

移動局 ぼうさいまるもり 401 金山まちづくりセンター ２Ｗ 東移第 10128958 号  

移動局 ぼうさいまるもり 402 筆甫まちづくりセンター ２Ｗ 東移第 10128959 号  

移動局 ぼうさいまるもり 403 大内まちづくりセンター ２Ｗ 東移第 10128960 号  

移動局 ぼうさいまるもり 404 小斎まちづくりセンター ２Ｗ 東移第 10128961 号  

移動局 ぼうさいまるもり 405 舘矢間まちづくりセンター ２Ｗ 東移第 10128962 号  

移動局 ぼうさいまるもり 406 大張まちづくりセンター ２Ｗ 東移第 10128963 号  

移動局 ぼうさいまるもり 407 耕野まちづくりセンター ２Ｗ 東移第 10128964 号  

移動局 ぼうさいまるもり 201 丸森小学校 ２Ｗ 東移第 10128884 号  

３－１０ 町防災無線 
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種別 呼出名称 配置場所 出力 免許番号 備考 

移動局 ぼうさいまるもり 203 金山小学校 ２Ｗ 東移第 10128886 号  

移動局 ぼうさいまるもり 204 筆甫小学校 ２Ｗ 東移第 10128887 号  

移動局 ぼうさいまるもり 205 大内小学校 ２Ｗ 東移第 10128888 号  

移動局 ぼうさいまるもり 206 小斎小学校 ２Ｗ 東移第 10128889 号  

移動局 ぼうさいまるもり 207 舘矢間小学校 ２Ｗ 東移第 10128890 号  

移動局 ぼうさいまるもり 208 大張小学校 ２Ｗ 東移第 10128891 号  

移動局 ぼうさいまるもり 209 耕野小学校 ２Ｗ 東移第 10128892 号  

移動局 ぼうさいまるもり 210 丸森中学校 ２Ｗ 東移第 10128893 号  

移動局 ぼうさいまるもり 215 保健センター ２Ｗ 東移第 10128898 号  

移動局 ぼうさいまるもり 216 給食センター ２Ｗ 東移第 10128899 号  

移動局 ぼうさいまるもり 217 丸森たんぽぽこども園 ２Ｗ 東移第 10128900 号  

移動局 ぼうさいまるもり 218 金山保育所 ２Ｗ 東移第 10128901 号  

移動局 ぼうさいまるもり 219 筆甫保育所 ２Ｗ 東移第 10128902 号  

移動局 ぼうさいまるもり 220 大内保育所 ２Ｗ 東移第 10128903 号  

移動局 ぼうさいまるもり 221 舘矢間保育所 ２Ｗ 東移第 10128904 号  

移動局 ぼうさいまるもり 222 大張児童館 ２Ｗ 東移第 10128905 号  

移動局 ぼうさいまるもり 223 耕野児童館 ２Ｗ 東移第 10128906 号  

中継局  竹 谷 中 継 局 5 M W 東個第 9042 号  

中継局  次 郎 太 郎 中 継 局 32MW 東個第 9043 号  
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Ｈ２９年２月現在 

番号 識別信号 種別 担当課等 所持者・車種ナンバー 備  考 

１ ぼうさいまるもり やくば 固定局 役場   

２ ぼうさいまるもり たけや 固定局 中継局   

３ ぼうさいまるもり じろうたろう 固定局 中継局   

４ ぼうさいまるもり  基地局 中継局   

５ ぼうさいまるもり ３００ 移動局 町長車 カムリ  

６ ぼうさいまるもり ３０１ 移動局 総務課 緊急車（ｳｲﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ）  

７ ぼうさいまるもり ３０２ 移動局 総務課 指導車（インサイト）  

８ ぼうさいまるもり ３０３ 移動局 総務課 排水ポンプ車  

９ ぼうさいまるもり ３０４ 移動局 建設課 エクストレイル  

１０ ぼうさいまるもり ３０５ 移動局 建設課 スペースレンジャー ４ｔ車 

１１ ぼうさいまるもり ３０６ 移動局 建設課 ジムニー  

１２ ぼうさいまるもり ３０７ 移動局 建設課 エスクード  

１３ ぼうさいまるもり ２５３ 移動局 総務課 非常配備時 現地調査班 

１４ ぼうさいまるもり ２５４ 移動局 総務課 非常配備時 現地調査班 

１５ ぼうさいまるもり ２５５ 移動局 総務課 非常配備時 現地調査班 

１６ ぼうさいまるもり ２５６ 移動局 総務課 非常配備時 現地調査班 

１７ ぼうさいまるもり ２５７ 移動局 建設課 非常配備時 建設課現地調査用  

１８ ぼうさいまるもり ２５８ 移動局 建設課 非常配備時 建設課現地調査用  

１９ ぼうさいまるもり ２５９ 移動局 建設課 非常配備時 建設課現地調査用  

２０ ぼうさいまるもり ２６０ 移動局 建設課 非常配備時 建設課現地調査用  

２１ ぼうさいまるもり ２００ 移動局 丸森まちづくりセンター   

２２ ぼうさいまるもり ４０１ 移動局 金山まちづくりセンター   

２３ ぼうさいまるもり ４０２ 移動局 筆甫まちづくりセンター   

２４ ぼうさいまるもり ４０３ 移動局 大内まちづくりセンター   

２５ ぼうさいまるもり ４０４ 移動局 小斎まちづくりセンター   

２６ ぼうさいまるもり ４０５ 移動局 舘矢間まちづくりセンター   

２７ ぼうさいまるもり ４０６ 移動局 大張まちづくりセンター   

２８ ぼうさいまるもり ４０７ 移動局 耕野まちづくりセンター   

２９ ぼうさいまるもり ２４１ 移動局 総務課 消防団長  

３０ ぼうさいまるもり ２４２ 移動局 総務課 第一方面隊長  

３１ ぼうさいまるもり ２４３ 移動局 総務課 第二方面隊長  

３２ ぼうさいまるもり ２４５ 移動局 総務課 第三方面隊長  

３３ ぼうさいまるもり ２４６ 移動局 総務課 丸森分団長  

３４ ぼうさいまるもり ２４７ 移動局 総務課 金山分団長  

３５ ぼうさいまるもり ２４８ 移動局 総務課 筆甫分団長  

３６ ぼうさいまるもり ２４８ 移動局 総務課 大内分団長  

３７ ぼうさいまるもり ２４９ 移動局 総務課 小斎分団長  

３８ ぼうさいまるもり ２５０ 移動局 総務課 舘矢間分団長  

３９ ぼうさいまるもり ２５１ 移動局 総務課 大張分団長  

４０ ぼうさいまるもり ２５２ 移動局 総務課 耕野分団長  

３－１１ 丸森町防災行政無線配備表 
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  電話番号 設置場所 停電 設置場所住所 

○役場関係     

1 0224 72 1648 総務課消防防災班 対応 丸森町字鳥屋 120 

2 0224 72 1219 総務課消防防災班 対応 丸森町字鳥屋 120 

3 0224 72 1647 総務課消防防災班 対応 丸森町字鳥屋 120 

4 0224 72 1540 総務課ＦＡＸ   丸森町字鳥屋 120 

5 0224 72 2188 町民税務課住民班 FAX    丸森町字鳥屋 120 

6 0224 72 2914 丸森まちづくりセンター   丸森町字鳥屋 120 

7 0224 78 1121 金山まちづくりセンター   丸森町金山字下前川原 17 

8 0224 76 2111 筆甫まちづくりセンター   丸森町筆甫字和田 80-2 

9 0224 79 2004 大内まちづくりセンター   丸森町大内字横手 82-1 

10 0224 78 1111 小齋まちづくりセンター   丸森町小斎字山崎 62 

11 0224 72 2120 舘矢間まちづくりセンター   丸森町舘矢間舘山字大門 148-1 

12 0224 75 2124 大張まちづくりセンター   丸森町大張大蔵字川前 39-1 

13 0224 75 2134 耕野まちづくりセンター   丸森町耕野字小屋舘 7-4 

14 0224 72 2406 石羽浄水場   丸森町字石羽 37-6 

15 0224 72 2133 丸森病院（事務室内）   丸森町字鳥屋 27 

16 0224 86 4336 丸森たんぽぽこども園   丸森町字鳥屋 120 

17 0224 78 1104 金山保育所   丸森町金山字下前川原 30 

18 0224 76 2382 筆甫保育所   丸森町筆甫字石神西 4-3 

19 0224 79 3119 大内保育所   丸森町大内字西畑 92-7 

20 0224 72 1778 舘矢間保育所   丸森町舘矢間舘山字天王 44-1 

21 0224 75 2266 大張児童館   丸森町大張大蔵字川前 22 

○学校関係     

22 0224 72 2140 丸森小学校   丸森町字菱川内 39-1 

23 0224 78 1616 金山小学校   丸森町金山字下前川原 1-1 

24 0224 76 2121 筆甫小学校   丸森町筆甫字中島 3-2 

25 0224 79 2011 大内小学校   丸森町大内字横手 18 

26 0224 78 1515 小斎小学校   丸森町小斎字古舘 95 

27 0224 72 2148 舘矢間小学校   丸森町舘矢間舘山字玉川 29-1 

28 0224 75 2121 大張小学校   丸森町大張川張字宮田 25 

29 0224 75 2122 耕野小学校   丸森町耕野字入大 44-1 

30 0224 72 2144 丸森中学校   丸森町字田町南 24-2 

○公衆電話     

31 0224 72 4920 丸森病院(公衆電話１階)   丸森町字鳥屋 27 

３－１２ 丸森町災害時優先電話一覧表 
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（特定防火対象物は 500 ㎡以上、その他は 1,000 ㎡以上） 

番号 項 用  途 名        称 地 区 

１ １項口 集会場等 丸森まちづくりセンター 丸森 

２ 〃 〃 丸森町高齢者生産活動センター 〃 

３ 〃 〃 丸森町観光交流センター 〃 

４ 〃 〃 ほこだて仏光堂一休館丸森 〃 

５ 〃 〃 舘矢間まちづくりセンター 舘矢間 

６ 〃 〃 あぶくま斎苑 〃 

７ ３項口 飲食店等 もり総合会館 金山 

８ ４ 項 店舗等 アサノ丸森店 丸森 

９ 〃 〃 薬王堂宮城丸森店 〃 

１０ 〃 〃 コメリハード＆グリーン丸森店 舘矢間 

１１ 〃 〃 フレスコキクチ丸森店 〃 

１２ ５項イ 宿泊施設等 国民宿舎あぶくま荘 丸森 

１３ 〃 〃 青葉温泉青雲閣 大内 

１４ ５項ロ 共同住宅等 雇用促進住宅丸森宿舎 舘矢間 

１５ ６項イ 病院等 丸森町国民健康保険丸森病院 丸森 

１６ 〃 〃 登米整形外科・外科医院 〃 

１７ ６項ロ 老人ホーム等 丸森ロイヤルケアセンター 〃 

１８ 〃 〃 仙南ジェロントピア 舘矢間 

１９ ６項ハ 保育所等 丸森たんぽぽこども園 丸森 

２０ 〃 〃 金山保育所 金山 

２１ 〃 保育所等 舘矢間保育所 舘矢間 

２２ ７ 項 学校等 宮城県伊具高等学校 丸森 

２３ 〃 〃 宮城県伊具高等学校体育館 〃 

２４ 〃 〃 宮城県伊具高等学校実習棟 〃 

２５ 〃 〃 丸森中学校 〃 

２６ 〃 〃 丸森小学校 〃 

２７ 〃 〃 金山小学校 金山 

２８ 〃 〃 筆甫小学校 筆甫 

２９ 〃 〃 大内小学校 大内 

３０ 〃 〃 小斎小学校 小斎 

３１ 〃 〃 舘矢間小学校 舘矢間 

３２ 〃 〃 大張小学校 大張 

３３ 〃 〃 耕野小学校 耕野 

３４ 12 項イ 工場等 ケーヒン㈱丸森工場 丸森 

３５ 〃 〃 東北三之橋㈱ 〃 

３６ 〃 〃 日幸電機精工㈱ 〃 

３７ 〃 〃 中里工業㈱ 〃 

備考：網かけ  の項を特定防火対象物という。 

３－１３ 防火対象物 
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番号 項 用  途 名        称 地 区 

３８ 12 項イ 工場等 伊達物産まほろば㈱ 丸森 

３９ 〃 〃 サンエスブリーディング㈱ 〃 

４０ 〃 〃 幡豆工業㈱東北工場 金山 

４１ 〃 〃 メルコジャパン㈱エンジニアリングセンター 〃 

４２ 〃 〃 横浜輸出モハン捺染㈱ 〃 

４３ 〃 〃 今野製作所㈲ 小斎 

４４ 〃 〃 日本ウォルブロー㈱丸森工場 〃 

４５ 〃 〃 城南鋼鉄工業㈱東北工場 舘矢間 

４６ 〃 〃 横塚製作所㈱丸森工場 〃 

４７ 〃 〃 三光ダイカスト工業所㈱宮城工場 〃 

４８ 14 項 倉庫 ＪＡみやぎ仙南丸森農業倉庫 丸森 

４９ 〃 〃 丸森町役場 〃 

５０ 〃 〃 ＪＡみやぎ仙南丸森地区本部 〃 

備考：網かけ  の項を特定防火対象物という。 
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種 別 名 称 所在地 指定年月日 

史 跡 （ 県 ） 台町古墳群 金山・丸森 昭和 43 年 12 月 13 日 

天然記念物(県) 大銀杏 丸森 昭和 42 年 4 月 11 日 

有 形 文 化 財 四つ足門 大内 昭和 40 年 11 月 29 日 

〃 前机、霊前 金山・瑞雲寺 昭和 42 年 5 月 18 日 

〃 不動尊仁王門 丸森・愛敬院 昭和 49 年 4 月 1 日 

〃 阿弥陀堂（マリア観音） 筆甫 昭和 56 年 7 月 1 日 

〃 諏訪神社本殿 大内・諏訪 昭和 56 年 7 月 1 日 

〃 西園寺十王 丸森・西円 昭和 56 年 7 月 1 日 

〃 法伝寺欄間の龍 丸森・法伝寺 昭和 56 年 7 月 1 日 

〃 大蔵寺仏像三十五体 大張 昭和 56 年 7 月 1 日 

〃 黒漆五枚胴具足 小斎 昭和 63 年 3 月 1 日 

〃 宗吽院文書 舘矢間 昭和 62 年 5 月 1 日 

〃 奉納和算額五面 小斎 平成 2 年 6 月 1 日 

史 跡 金山城址 金山 昭和 40 年 3 月 7 日 

〃 旗巻古戦場・仙台藩士戦死塚 大内・青葉 昭和 44 年 6 月 11 日 

天 然 記 念 物 老杉 大内・青葉 昭和 40 年 12 月 27 日 

〃 立石 丸森・泉 昭和 41 年 10 月 5 日 

〃 大桑 舘矢間・舘山長町 昭和 42 年 5 月 18 日 

〃 ウバヒガン桜 筆甫・和田 昭和 43 年 7 月 3 日 

〃 笠松 丸森・廻倉 昭和 61 年 8 月 1 日 

 

３－１４ 文化財指定状況 
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番号 名  称 地 区 

１ 伊藤商店㈲ 金山 

２ 高野商店 大内 

３ 引地商店㈲ 筆甫 

４ 石田屋㈲ 大内 

５ 横山久弥商店㈱ 舘矢間 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－１５ 丸森町液化石油ガス販売施設 
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番 

号 
名 称 地区 

貯蔵所 取扱所 

屋内 
屋外 

ﾀﾝｸ 

地下 

ﾀﾝｸ 

移動 

ﾀﾝｸ 
屋外 給油 一般 

１ 益田材木店(有) 大張 ○       

２ ケーヒン㈱丸森工場 丸森 ②  ②    ③ 

３ 城南鋼鉄工業㈱ 舘矢間 ○       

４ 幡豆工業㈱東北工場 金山 ○ ○      

５ 横浜輸出モハン捺染㈱ 〃  ○      

６ 日幸電機精工㈱ 丸森  ○      

７ 東京石灰工業㈱丸森工場 〃      ②自  

８ 八巻石材工業㈱丸森工場 〃      ○自  

９ 丸森町学校給食センター 〃   ○     

１０ 丸森町高齢者生産活動センター 〃   ○     

１１ 三光ダイカスト工業所㈱宮城工場 舘矢間   ○     

１２ 丸森町役場 丸森   ○     

１３ 伊達物産まほろば㈱ 〃   ○     

１４ 仙南ジェロントピア 舘矢間   ○     

１５ 仙台防衛施設局 丸森   ○     

１６ 丸森ロイヤルケアセンター 〃   ○     

１７ 丸森町国民健康保険丸森病院 〃   ○     

１８ 佐藤油店(有) 〃 ○  ○ ② ○ ② ○ 

１９ 佐藤油店(有) 大内      ○  

２０ あぶくま斎苑 舘矢間   ○     

２１ 石田屋(有) 大内    ○  ○ ○ 

２２ 小野商店(有) 〃    ○  ○  

２３ 引地商店(有) 筆甫    ○  ○  

２４ やしまや 耕野    ○  ○ ○ 

２５ 越後商店 舘矢間    ○  ○  

２６ 東北三之橋㈱ 丸森     ○  ○ 

２７ 齋藤石油商会(有) 金山      ○  

２８ サシン自動車(有) 丸森      ○  

２９ 天野商店(有). 小斎      ○  

３０ ジェイエイ仙南サービス㈱ 丸森      ○  

３１ 伊藤商店(有)  金山       ○ 

３２ 宮城県伊具高等学校 丸森       ○ 

３３ コメリハード＆グリーン丸森店 舘矢間       ○ 

備考：○内の数字は施設数、自は自家用の略。 

 

３－１６ 危険物施設等一覧表 
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NO 名称 所在地 品名 

1 馬場商店 丸森町大内字青葉南 13 毒物 マイゼット 

2 丸森町森林組合 丸森町字田町南 1-1 劇物 クサトール 

3 ㈱横山久弥商店 
丸森町舘矢間舘矢間 

字坪石 21 

毒物 マイゼット 

劇物 アサヒヒューム、オルコン 

デゾレート、ディップテレックス 

ビンフェート、ヒノザン乳剤 

エルサン乳剤、ダイシストン 

ＤＤＶＰ、パンテージサンサイド 

ピリマー、レグロックス 

4 高野商店 丸森町大内字町 46 毒物 ヒノザン 

5 笠間商店 丸森町大内字横手 32 
毒物 オルトラン、ガゼット、ＤＤＶＰ 

劇物 ホラトップ、デゾレートＡＺ 

6 
丸森町農業協同組合 

本所 
丸森町字除 25-1 

毒物 ＥＰＮ、バイデードプリグロツクス 

劇物 アルリメート、エカチンＴＤ 

オルコン、カルホス、エカチン 

クロールピクリン、スプラサイド 

スミバッサ、ダイシストン、 

デゾレートＡＺ、デナポン 

ＤＤＶＰ７５、ニッソランＶ 

ヒノザン、ホルマリン、エルサン 

マブリックジェット、硫酸亜鉛 

カルホス、キルバール、デナポン 

ジメトエール、スプラサイド 

ダイアジノン、ディップテレックス 

ＤＤＶＰ、ニチヒーム、ピラニカ 

パフリール、マブリック 

ランネート、 

 

３－１７ 消防活動上有毒ガスを発生する恐れのある施設 
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(1) 道路災害危険箇所（豪雨・豪雪等） 

番 

号 
道路種別 路 線 名 所 在 地 

点検対象

項  目 

迂

回

路 

被災

履歴 

(H2以降) 

Ｈ８年度 

点検結果 

地震時

安定性 

(落石・崩

壊のみ) 

評 

点 
総合評価 

1 １級町道 羽 出 庭 線 丸森町字大鹿野地内 落石崩壊 無 なし 84 要 対 策 不安定 

2 １級町道 羽 出 庭 線 丸森町字早坂地内 落石崩壊 無 なし 70 防災カルテ 不安定 

3 １級町道 五福谷北山線 丸森町字牛子 103 落石崩壊 無 なし 66 防災カルテ 不安定 

4 １級町道 五福谷北山線 筆甫字下北山三 47-2 落石崩壊 無 なし 85 要 対 策 不安定 

5 １級町道 五福谷北山線 筆甫字下北山三 44-1 落石崩壊 無 なし 85 要 対 策 不安定 

6 １級町道 五福谷北山線 筆甫字下北山三 29-3 落石崩壊 無 なし 82 要 対 策 不安定 

7 ２級町道 茗 茄 沢 線 耕野字長瀞地内 落石崩壊 無 なし 58 防災カルテ 不安定 

8 ２級町道 笠 松 線 丸森町字廻倉 10-1 落石崩壊 有 なし 75 防災カルテ 不安定 

9 ２級町道 船 場 山 田 線 丸森町字百合沢 7 落石崩壊 無 なし 70 防災カルテ 不安定 

10 ２級町道 欠 入 落 合 線 丸森町字四重麦五 22-1 落石崩壊 無 なし 86 要 対 策 不安定 

11 ２級町道 石 神 砂 川 線 筆甫字東山 50-54 落石崩壊 無 なし 48 対 策 不 要 不安定 

12 ２級町道 石 神 砂 川 線 筆甫字東山地内 落石崩壊 無 なし 57 対 策 不 要 不安定 

 

 (2) 道路災害危険箇所（地震） 

番 

号 
道路種別 路線名 所在地 

点検 

対象 

項目 

施設名 延長 
完成 

年次 
交差施設 

1 １級町道 五福谷北山線 丸森町字向原 54-1 橋梁 岩 下 橋 25.49 S45.11 五福谷川 

2 １級町道 新 道 線 
舘 矢 間 山 田 字 洞 場

32-13 
橋梁 弁天跨線橋 33.4 S40.11 

阿 武 隈 

急 行 線 

3 １級町道 
雉 子 尾 

山 屋 敷 線 
大内字西河原 53-2 橋梁 三代河原橋 83.92 S49. 9 雉子尾川 

4 １級町道 川 平 線 筆甫字石神西 6-3 橋梁 石 神 橋 15.52 S45.10 筆 甫 川 

5 １級町道 五福谷北山線 筆甫字北山南 1-1 橋梁 北 山 橋 16.42 S46. 3 五福谷川 

6 １級町道 五福谷北山線 丸森町字蕨平 28-1 橋梁 薄 平 橋 25.9 S43.10 五福谷川 

7 １級町道 東 向 線 丸森町字前川原 44-1 橋梁 矢 田 橋 25.25 S63. 3 内 川 

8 ２級町道 竹 谷 羽 入 線 丸森町字柳東 144-1 橋梁 内 川 橋 76.33 S53. 3 内 川 

9 ２級町道 田 林 線 大内字大久保 28-1 橋梁 田 辺 橋 20.47 S45.12 伊 手 川 

10 ２級町道 寺 前 線 金山字前川原 7-2 橋梁 金 栄 橋 87.25 S45. 3 雉子尾川 

11 ２級町道 不 動 線 丸森町字桜渕 64-1 橋梁 馬越道大橋 38.05 H 3. 3 内 川 

12 
そ の 他 

町 道 
隈 西 線 

舘矢間山田字 

小原瀬東 11-4 
橋梁 丸森跨線橋 45.16 S53. 7 

阿 武 隈 

急 行 線 

13 
そ の 他 

町 道 
沼 滝 ノ 上 線 耕野字沼 111-4 橋梁 羽出庭大橋 123 S50.12 阿武隈川 

３－１８ 道路災害危険箇所 
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(1) 異常気象時通行規制区間及び道路通行規制基準 

道路種別 路線名 

担当 

事務 

所名 

規 制 区 間 
交 通 量 

台 / 日 

(T.95) 

規 制 基 準 

危険内容 
道 路 

情報板 
迂回路 自 大 字 名 

至 大 字 名 

延 長 

(km) 

規制基準値 
気 象 等 

観 測 所 
時 間 雨 量 

連 続 雨 量 

一般国道 349 号 大河原 
川 前 

大 張 川 張 
5.3 978 

30mm 

120mm 
笠松(砂) 

落  石 

土砂崩壊 
Ｂ－１ 

(県)白石丸森線 

(県)越河角田線 

(県)川前白石線 

 

(2) 特殊通行規制区間及び道路通行規制基準 

道 路 種 別 路 線 名 

担 当 

事 務 所 

名 

規 制 区 間 交通量 

台/日 

(T.95) 

規 制 条 件 

(通行止め) 
危険内容 

道 路 

情報板 
迂 回 路 自 字名 

至 字名 

延 長 

(km) 

主要地方道 丸 森 霊 山 線 大河原 
清 滝 

離 森 
4.1 2147 必要に応じて 

落 石 

土砂崩落 
 (国)３４９号 

一 般 県 道 丸 森 梁 川 線 大河原 
土 ヶ 森 

大 畑 
1.5 1002 必要に応じて 土砂崩落  (国)３４９号 

一 般 県 道 金山新地停車場線 大河原 
南 伊 手 

(福島県境) 
0.1 260 必要に応じて 土砂崩落  (県)角田大内線 

一 般 県 道 相 馬 大 内 線 大河原 
佐 野 

旗 巻 峠 
3.3  必要に応じて 

土砂崩落 

地すべり 
C-2 (国)113 号 

 

 

３－１９ 異常気象時通行規制区間 
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所属の名称 保管先 車種等 台数 備考 

総 務 課 丸 森 町 役 場 マイクロバス ２  

〃 〃 緊急車両 １  

〃 〃 普通乗用車 １０  

〃 〃 軽乗用車 ７  

〃 〃 軽トラック １  

〃 〃 ２ｔトラック １  

保 健 福 祉 課 〃 軽乗用車 ４  

子育て定住推進課 〃 軽乗用車 １  

農 林 課 丸 森 町 役 場 普通乗用車 １  

〃 〃 軽乗用車 ３  

創 造 セ ン タ ー 〃 軽乗用車 １  

商 工 観 光 課 あ ぶ く ま 荘 普通乗用車 １  

〃 観光交流センター 軽乗用車 ２  

〃 あ ぶ く ま 荘 マイクロバス １  

建 設 課 丸 森 町 役 場 普通乗用車 ３  

〃 〃 軽乗用車 １  

〃 〃 ２ｔトラック ３  

〃 〃 ４ｔトラック １  

教 育 委 員 会 バ ス プ ー ル 普通乗用車 ２  

〃 バスプール・学校 マイクロバス １１  

丸 森 病 院 丸 森 病 院 普通乗用車 ２  

〃 〃 ２ｔトラック １  

 

３－２０ 町有車両等状況 
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(1) 学校施設の状況 

学校名 所在地 教室数 

応 急 

教 室 数 

( 特 別 

 教室等) 

教職員数 
児  童 

生 徒 数 

屋内体育 

施設面積 

応 急 教 育 

時 収 容 可 

能 人 員 数 

丸 森 小 学 校 丸森町字菱川内 39-1 11 7 16 187 678 450 

金 山 小 学 校 金山字下前川原 1-1 6 7 9 38 400 260 

筆 甫 小 学 校 筆甫字中島 3-2 6 5 7 14 400 260 

大 内 小 学 校 大内字横手 18 10 7 14 82 720 480 

小 斎 小 学 校 小斎字古舘 95 6 6 9 37 600 400 

舘 矢 間 小 学 校 舘矢間舘山字玉川 29-1 9 7 14 162 513 340 

大 張 小 学 校 大張川張字宮田 25 6 7 8 18 400 260 

耕 野 小 学 校 耕野字入大 44-1 5 7 6 13 400 260 

丸 森 中 学 校 丸森町字田町南 24-2 11 7 25 344 1,648 1,090 

 

(2) 学校以外の教育施設の状況 

施設名 所在地 
施設概要 

（㎡） 

応急の教育時 

収容可能者数 

丸 森 ま ち づ く り セ ン タ ー 丸森町字鳥屋 120 Ｒ Ｃ ２ 階 建 て 1,293 300 

丸 森 町 町 民 体 育 館 丸森町字花田 20 Ｓ 平 屋 建 て 892 400 

金 山 ま ち づ く り セ ン タ ー 金山字下前川原 17 Ｒ Ｃ ２ 階 建 て 351 100 

筆 甫 ま ち づ く り セ ン タ ー 筆甫字和田 80-2 Ｒ Ｃ 平 屋 建 て 360 100 

大 内 ま ち づ く り セ ン タ ー 大内字横手 82-1 Ｒ Ｃ 平 屋 建 て 882 300 

小 齋 ま ち づ く り セ ン タ ー 小斎字山崎 63 Ｒ Ｃ 平 屋 建 て 356 100 

舘矢間まちづくりセンター 舘矢間舘山字大門 148-1 鉄 骨 平 屋 建 て 850 100 

大 張 ま ち づ く り セ ン タ ー 大張大蔵字川前 39-1 Ｒ Ｃ ２ 階 建 て 352 100 

耕 野 ま ち づ く り セ ン タ ー 耕野字小屋舘 7-4 Ｒ Ｃ 平 屋 建 て 357 100 

 

 

 

 

 

３－２１ 学校施設状況 
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(1) 医療器具等 

区 分 品名 規格 数量 

診 断 用 具 

聴診器 

血圧計 

打診器 

ペンライト 

体温計 

体温計 

Ｗヘッド 

アネロイド型 

テイラー式 

 

デジタル表示式 

水銀式 

２個 

２個 

２本 

５本 

１０本 

２本 

外 科 用 具 

縫合切開セット 

  

２式 

 

持針器・マチュー×１ 

止血鉗子（ペアン）×２ 

止血鉗子（コッヘル）×２ 

外科剪刀 曲 ×１ 

 〃   直 ×１ 

ピンセット（有鈎）×１ 

 〃   （無鈎）×１ 

消息子×１ 

扁平鉤×２ 

アルミカスト×１ 

 

メスホルダー 

替え刃メス 

 〃 

縫合糸 

糸付き縫合針 

縫合針 

 〃 

 〃 

フェザー№３ 

フェザー№15／20 枚入 ディスポ 

フェザー№11／20 枚入 

シルクプレード 3-0 

強彎 75 ㎜ 2-0 号 

強彎№１ 10 入 

強彎№３ 10 入 

強彎№５ 10 入 

２本 

１箱 

１箱 

１袋 

１箱 

４袋 

４袋 

４袋 

注 射 用 具 

注射器 

 〃 

 〃 

 〃 

注射針 

 〃 

 〃 

駆血帯 

シリンジ 2.5ml/23G 付 100 入 

          5ml 100 入 

         10ml 100 入 

         20ml/針無 50 入 

ディスポ 18G 100 入 

        21G 100 入 

        23G 100 入 

井の内式 

１箱 

１箱 

１箱 

１箱 

１箱 

１箱 

１箱 

５本 

輸 液 用 具 

輸液セット 

輸血セット 

輸液セット（小児用） 

翼状針 

ベニューラ針 

50 入 

50 入 

50 入 

21G 50 入 

21G 50 入 

１箱 

１箱 

１箱 

１箱 

１箱 

熱 傷 用 具 

クーリングロール 

 〃 

クーリングシート 

クーリングセブン 

 〃 

腕用 7.5×90 ㎝ 

足用 20×90 ㎝ 

顔用 35×45 ㎝ 

各部用 大 12.5×20 ㎝ 

        小 10×15 ㎝ 

２巻 

２巻 

１枚 

１枚 

１枚 

骨 折 用 具 

バックホールドスプリント 

メディシーネ 

 〃 

アルフェンス 

 〃 

 〃 

サムスプリント 

隠圧固定用 

撥水性副子 大 

 〃        中 

１号（手首用） 

２号（手首用） 

９号（指用） 

ロール型副子 

１組 

２本 

２本 

３枚 

２枚 

５枚 

２個 

４－１ 救急医療セット内容リスト 
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区 分 品名 規格 数量 

補 助 用 具 

包帯 

 〃 

 〃 

三角巾 

サージカルテープ 

 〃 

救急絆 

 〃 

網包帯 

 〃 

 〃 

救急包帯 

 〃 

創傷パット 

 〃 

 〃 

傷あてパット 

滅菌ガーゼ 

滅菌タオル包帯 

 〃 

脱脂綿 

ディスポシーツ 

プラスチック手袋 

マスク 

伸縮弾性包帯 

 〃 

手術用手袋 

 〃 

反巻 ３列 

〃    ４列 

〃    ６列 

105×105×150 ㎝ 八折 

1.2 ㎝（１箱 24 入） 

5 ㎝（１箱 6 入） 

フリーサイズ 

３サイズ 70 枚 

7 ㎜×25m 

30 ㎜×25m 

60 ㎜×25m 

20×20 ㎝ 

10×15 ㎝ 

470×150 ㎜ 

320×130 ㎜ 

220×85 ㎜ 

50×75m 100 入 

75×25m 

1130×500 ㎜ 

830×340 ㎜ 

500g 

120×100 ㎜ 20 入 

100 枚入 

100 枚入 

75 ㎜×5m 

50 ㎜×5m 

７号 25 組 

7.5 号 25 組 

３本 

３本 

３本 

４０個 

１箱 

１箱 

１箱 

２箱 

１本 

１本 

１本 

５個 

５個 

２０個 

２０個 

２０個 

１箱 

１箱 

５枚 

５枚 

２個 

２袋 

１箱 

１箱 

１本 

１本 

１箱 

１箱 

そ の 他 

救急剪刀 

プラメタ駆血帯 

膿盆 

シャーレ 

アンプルケース 

消毒用ハケ 

懐中電灯 

ローソク 

ライター 

輸液用ロープ 

 

 

 

 

 

 

（単２乾電池２個付） 

１００号 

 

１０ｍ（Ｓ字フック５個付） 

３本 

１個 

２枚 

２枚 

１個 

２本 

２個 

４本 

１個 

３本 

ケ ー ス 類 ハードケース アルミ製 ３個 
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(2) 医薬品リスト 
区分 品名 規格 数量 

消 毒 剤 

ゴーショー 

消毒用エタノール 

逆性石けん 

ヒビテール 

300ml 

500ml 

500ml 

0.05% 500ml 

２本 

２本 

２本 

２本 

鎮 痛 ・ 鎮 静 剤 

ボルタレン 

ボルタレンサポ 

オキミナス 

コリオパン 

ブスコパン注 

フェノバール 

アタラックスＰ 

セルシン 

37.5 ㎎ 100P 

50 ㎎ 50 個 

100 ㎎ 100T 

10 ㎎ 100T 

20 ㎎ 10A 

10% 1ml 10A 

25 ㎎ 1ml 10A 

2 ㎎ 100T 

２箱 

１箱 

２箱 

１箱 

１箱 

１箱 

１箱 

１箱 

麻 酔 剤 
キシロカイン 

キシロカインゼリー 

1% 2.5ml 

2% 30ml 5 本 

１箱 

１箱 

外 用 剤 

テトラマイシン眼軟膏 

ソフラチュール 

タッチロン 

ゲーベンクリーム 

ゲンタシン軟膏 

3.5g 

10 枚 

240 枚 

10 ㎎ 500g 

10g 

１０本 

５箱 

３箱 

２個 

１０本 

抗 生 物 質 
クラビット 

パセトクール 

100 ㎎ 100T 

1g 10V 

１箱 

２箱 

補 液 剤 

ブドウ糖 

生理食塩水 

開始液１号 

乳酸リンゲル液 

5% 500ml 20B 

   500ml 20B 

   500ml 20B 

   500ml 20B 

１箱 

２箱 

２箱 

１箱 

副 腎 皮 質 ホ ル モ ン 剤 ソル・メドロール 500 ㎎ 5V ４箱 

利 尿 剤 ラシックス 20 ㎎ 2ml 10V １箱 

止 血 剤 
アドナ 

トランサミンＳ 

0.5% 10ml 10A 

10% 10ml 10A 

２箱 

２箱 

呼 吸 促 進 剤 テラプチク静注 1.5% 3ml 30A １箱 

循 環 器 用 剤 

ニトロール 

ボスミン 

プロタノールＬ 

100T 

0.1% 1ml 20A 

0.02% 1ml 10A 

１箱 

２箱 

２箱 

そ の 他 グリセリン浣腸液 120ml,60ml １０本 
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分類 名称 単位 数量 備考 

医

療

用

医

薬

品

等 

衛

生

材

料 

点 滴 セ ッ ト 輸液セット 25 本 800  

注 射 器 
5ml 用ディスポ 

20ml 用ディスポ 

100 本 

50 本 

30 

30 

 

包 帯 等 

カット綿 

伸縮包帯 

 〃 

カットバン 

ガーゼ 

ユーキバン 

100g 

7 ㎝×9m 

5 ㎝×9m 

7.5 ㎝×2.5m×2 

 

 

4,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

1,000 

 

医

薬

品 

輸 液 等 
生理食塩液 

開始液１号 

500ml×20 

500ml×20 

600 

600 

 

解 熱 鎮 痛 消 炎 剤 

ボルタレン 

オキミナス 

ボルタレンサボ 

100C 

100T 

50 個 

250 

250 

100 

 

抗 生 物 質 製 剤 
クラビット 100mg 

パセトクール 

100T 

1g×10 

250 

400 

 

滅 菌 消 毒 剤 

消毒用エタノール 

ヒビディール 

ゴーショー 

500ml 

20ml 

300ml 

800 

1,200 

100 

 

シ ッ プ 剤 タッチロン 240 枚 30  

外 皮 用 薬 

ゲンタシン軟膏 

ゲーベンクリーム 

ソフラチュール 

10g 

500g 

10 

600 

300 

300 

 

利 尿 剤 ラシックス 2mg 10V 100  

止 血 剤 
アドナ 

トランサミンＳ 

0.5% 10A 

10% 10A 

300 

300 

 

緊 急 シ ョ ッ ク 用 ソル・メドロール 250 5v 200  

局 所 麻 酔 剤 
１％キシロカイン 

キシロカインゼリー 

1% 2.5ml 

2% 30ml×5 

600 

300 

 

一般用 

医薬品 

シ ッ プ 剤 シップ剤 18 枚 2,500 医師の治療

を必要とし

ない軽傷者

用 

殺 菌 消 毒 薬 消毒薬スプレー 75ml 5,000 

脱 脂 綿 カット綿 50g 2,500 

包 帯 等 カットバン（３サイズ） 24 枚 5,000 

公 衆 衛 生 用 薬 
塩化ベンザルコニウム 

次亜塩素酸ナトリウム 

500g 

500g 

2,500 

2,500 

 

 

 

４－２ 備蓄医療品リスト 
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 震度は、地震動の強さの程度を表すもので、震度計を用いて観測します。この「気象庁

震度階級関連解説表」は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現象

や被害が発生するかを示すものです。この表を使用される際は、以下の点にご注意下さい。 

(1) 気象庁が発表する震度は、震度計による観測値であり、この表に記述される現象から

決定するものではありません。 

(2) 震度が同じであっても、対象となる建物、構造物の状態や地震動の性質によって、被

害が異なる場合があります。この表では、ある震度が観測された際に通常発生する現象

や被害を記述していますので、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にと

どまる場合もあります。 

(3) 地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は、震度計が置かれている地点で

の観測値ですが、同し市町村であっても場所によっては震度が異なることがあります。

また、震度は通常地表で観測していますが、中高層建物の上層階では一般にこれより揺

れが大きくなります。 

(4) 大規模な地震では長周期の地震波が発生するため、遠方において比較的低い震度であ

っても、エレベーターの障害、石油タンクのスロッシングなどの長周期の揺れに特有な

現象が発生することがあります。 

(5) この表は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、新しい事

例が得られたり、建物、構造物の耐震性の向上などで実状と合わなくなった場合には、

内容を変更することがあります。 

 

計測 

震度 
階級 人間 屋内状況 屋外の状況 木造建物 

鉄筋コンクリ

ート造建物 
ライフライン 盤・斜面 

 
 
 0 

人は揺れを感

じない。 

      

0.5 

  1 

屋内にいる人

の一部が、わ

ずかな揺れを

感じる。 

      

 

 

1.5 

  2 

屋内にいる人

の多くが、揺

れを感じる。

眠っている人

の一部が、目

を覚ます。 

電灯などのつ

り下げ物がわ

ず か に 揺 れ

る。 

     

 

 

 

 

2.5 

  3 

屋内にいる人

の ほ と ん ど

が、揺れを感

じる。恐怖感

を覚える人も

いる。 

棚にある食器

類が、音を立

てることがあ

る。 

電線が少し揺

れる。 

    

 

 

 

 

3.5 

  4 

かなりの恐怖

感があり、一

部の人は、身

の安全を図ろ

うとする。眠

っている人の

ほとんどが、

目を覚ます。 

つり下げ物は

大きく揺れ、

棚にある食器

類は音を立て

る。座りの悪

い置物が、倒

れることがあ

る。 

電線が大きく

揺れる。歩い

ている人も揺

れを感じる。

自動車を運転

していて、揺

れに気付く人

がある。 

    

 

 

 

 

 

 

 

4.5 

４－３ 気象庁震度階数関連解説表 
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計測 

震度 
階級 人間 屋内状況 屋外の状況 木造建物 

鉄筋コンクリ

ート造建物 
ライフライン 盤・斜面 

 

4.5 

 5(弱) 

多くの人が、身

の安全を図ろ

うとする。一部

の人は、行動に

支障を感じる。 

つり下げ物は

激しく揺れ、棚

にある食器類、

書棚の本が落

ちることがあ

る。座りの悪い

置物の多くが

倒れ、家具が移

動することが

ある。 

窓ガラスが割

れて落ちるこ

とがある。電柱

が揺れるのが

わかる。補強さ

れていないブ

ロック塀が崩

れることがあ

る。道路に被害

が生じること

がある。 

耐震性の低い

住宅では、壁や

柱が破損する

ものがある。 

耐震性の低い

建物では、壁な

どに亀裂が生

じるものがあ

る。 

安全装置が作

動し、ガスが遮

断される家庭

がある。まれに

水道管の被害

が発生し、断水

することがあ

る。 

〔停電する家

庭もある。〕 

軟弱な地盤で、

亀裂が生じる

ことがある。山

地で落石、小さ

な崩壊が生じ

ることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 

  5(強) 

非常な恐怖を

感じる。多くの

人が、行動に支

障を感じる。 

棚にある食器

頬、書棚の本の

多くが落ちる。

テレビが台か

ら落ちること

がある。タンス

など重い家具

が倒れること

がある。変形に

よりドアが開

かなくなるこ

とがある。一部

の戸が外れる。 

補強されてい

ないブロック

塀の多くが崩

れる。据付けが

不十分な自動

販売機が倒れ

ることがある。

多くの墓石が

倒れる。自動車

の運転が困難

となり、停止す

る車が多い。 

耐震性の低い

住宅では、壁や

柱がかなり破

損したり、傾く

ものがある。 

耐震性の低い

建物では、壁、

梁（はり）、柱

などに大きな

亀裂が生じる

ものがある。耐

震性の高い建

物でも、壁など

に亀裂が生じ

るものがある。 

家庭などにガ

スを供給する

ための導管、主

要な水道管に

被害が発生す

ることがある。 

〔一部の地域

でガス、水道の

供給が停止す

る こ と が あ

る。〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 

  6(弱) 

立っているこ

とが困難にな

る。 

固定していな

い重い家具の

多くが移動、転

倒する。開かな

くなるドアが

多い。 

かなりの建物

で、壁のタイル

や窓ガラスが

破損、落下す

る。 

耐震性の低い

住宅では、倒壊

するものがあ

る。耐震性の高

い住宅でも、壁

や柱が破損す

るものがある。 

耐震性の低い

建物では、壁や

柱が破壊する

ものがある。耐

震性が高い建

物でも壁、梁

（はり）、柱な

どに大きな亀

裂が生じるも

のがある。 

家庭などにガ

スを供給する

ための導管、主

要な水道管に

被害が発生す

る。 

〔一部の地域

でガス、水道の

供給が停止し、

停電すること

もある。〕 

地割れや山崩

れなどが発生

することがあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 

  6(強) 

立っているこ

とができず、は

わないと動く

ことができな

い。 

固定していな

い重い家具の

ほとんどが移

動、転倒する。

戸が外れて飛

ぶことがある。 

多くの建物で、

壁のタイルや

窓ガラスが破

損、落下する。

補強されてい

ないブロック

塀のほとんど

が崩れる。 

耐震性の低い

住宅では、倒壊

するものが多

い。耐震性の高

い住宅でも、壁

や柱がかなり

破損するもの

がある。 

耐震性の低い

建物では、倒壊

するものがあ

る。耐震性の高

い建物でも、壁

や柱が破壊す

るものがかな

りある。 

ガスを地域に

送るための導

管、水道の配水

施設に被害が

発生すること

がある。 

〔一部の地域

で停電する。広

い地域でガス、

水道の供給が

停止すること

がある。〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 

  7 

揺れにほんろ

うされ、自分の

意志で行動で

きない。 

ほとんどの家

具が大きく移

動し、飛ぶもの

がある。 

ほとんどの建

物で、壁のタイ

ルや窓ガラス

が破損、落下す

る。補強されて

いるブロック

塀も破損する

ものがある。 

耐震性の高い

住宅でも、傾い

たり、大きく破

損するものが

ある。 

耐震性の高い

建物でも、傾い

たり、大きく破

壊するものが

ある。 

〔広い地域で

電気、ガス、水

道の供給が停

止する。〕 

大きな地割れ、

地すべりや山

崩れが発生し、

地形が変わる

こともある。  

※ライフラインの〔 〕内の事項は、電気、ガス、水道の供給状況を参考として記載したものである。 
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(1) 臨時ヘリポートを追加、あるいは見直す場合には、下記基準を満たす地積（ヘリポー

ト）を確保する。この際、土地の所有者又は管理者との調整を確実に実施するととも

に、被災者の避難場所と競合しないよう留意する。 

 

臨時ヘリポート図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－４ 臨時ヘリポートの設定基準 

c 
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(2) 着陸地点には、下記基準のＨ記号を風と平行方向に向けて表示するとともに、ヘリポ

ートの近くに上空から風向、風速が判定できる吹き流しを掲揚する。また、状況に応

じ緊急発炎簡により着陸地点の識別を容易にする。 
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最 
 
 
低 
 
 
生 
 
 
活 
 
 
費 

  
①生活扶助 

  
第 １ 種 

 
個人単位に消費する生活費（飲料物費・被服費） 

     
    

  
 
第 ２ 種 

 世帯単位の経費（電気代、水道代などの光熱費・家具什器費） 
＋冬季加算（地区別６区分・１１月～３月）   

    

  
 
入院患者日用品費 

 
病院または診療所に１か月以上入院している被保護者の一般生活費 

  
    

  
 
人 工 栄 養 費 

 
人工栄養依存率が20％以上である０歳児の乳児に支給 

  
    

  
 
各 種 加 算 

  
妊 産 婦 加 算 

 
妊婦及び産後６か月までの産婦に対する栄養補給 

    
     

   
 
老 齢 加 算 

 70歳以上の老人または68歳以上70歳未満の病弱者
の特別需要に対応   

     

   
 
母 子 加 算 

 児童（18歳になる日以降の最初の3月31日までの間
にある者）を抱える母（父）子世帯   

     

   
 
障 害 者 加 算 

 身体障害者手帳１級、２級および３級の身体障害者 
もしくは国民年金法別表１級および２級の障害者   

     

   
 
放射線障害者加算 

 
原爆被爆者で重度の障害を有する者 

  
     

   
 
児 童 養 育 加 算 

 
児童の養育にあたる者（児童手当支給該当者に） 

  
    

  
 
期 末 一 時 扶 助 

 
越年するための一時金 

  
    

  
 
一 時 扶 助 

 新規開始時、出生、入学、入退院時等に際して、必要不可欠の物資を欠いており、か
つ緊急やむを得ない場合に限って支給する。   

    

 
 
②住宅扶助 

  
家賃・間代・地代 

 
借家・借間の場合の家賃、間代等、または自己所有の住居に対する土地の地代等 

    
     

  
 
住 宅 維 持 費 

 現に居住する家屋の補修、または畳、建具、水道設備、配電設備等の従属物の修理の
ための経費   

   

 
 
③教育扶助 

  
一 般 基 準 ＋ 学 校 給 食 費 ＋ 通 学 交 通 費 ＋ 教 材 費  

   
   

 
 
④医療扶助 

 
国民健康保険および老人保健の診療方針・診療報酬の例による。 

  
    

 
 
⑤出産扶助 

  
居 宅 分 娩   

   

  
 
施 設 分 娩   

 
    

 
 
⑥生業扶助 

  
生 業 費 

 生計の維持を目的とする小規模の事業を営むための資金、 
または生業を行うための器具、資料代     

     

  
 
技 能 修 得 費 

 
生計の維持に役立つ生業につくために必要な技能を修得する経費 

  
     

  
 
就 職 支 度 費 

 
就職のため直接必要とする洋服類、履物等の購入費用 

  
   

 
 
⑦葬祭扶助  

 
   

 
 
勤 労 控 除 

  
① 基 礎 控 除 

 
勤労に伴って必要な経常的増加需要に対応するとともに、勤労意欲の助長を促進 

    

 
 
② 特 別 控 除 

 
勤労に伴い必要な年間の臨時的需要に対応 

  

 
 
③新規就労控除 

 
新たに継続性のある職業に従事した場合の特別の経費に対応（６ヶ月） 

  

 
 
④未成年者控除 

 
未成年者の需要に対応するとともに、本人および世帯員の自立助長を図る。 

  

 
 
⑤ 実 費 控 除 

 
通勤費、所得税、社会保険料、厚生年金掛金、雇用保険料等、勤労に伴う必要な経費 

  

 

４－５ 最低生活費の体系 
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災 

害 

援 

護 

資 

金 

対象

災害 
自然災害 県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害 

貸 

付 

限 

度 

額 

①世帯主が１ヶ月以上の負傷 150 万円 
      

 
 
250 万円 

      

②家財の１／３以上の損害 150 万円 
   270 万円 

(350) 

   

      
350 万円 

③住居の半壊 170万円(250) 
      

       

④住居の全壊 250万円(350) 
       

       

⑤住居の全体が滅失 350 万円 
       

       

 
  特別の事情がある場合は（  ）内の額 

  重複する場合は 50 万円を調整する 

貸 

し 

付 

け 

条 

件 

所 得 制 限 

（世帯人員） 市町村税における総所得金額 

１人 220 万円未満 

２人 430 万円未満 

３人 620 万円未満 

４人 730 万円未満 

５人以上 １人増すごとに 730 万円に 30 万円を加えた額未満 

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270 万円

とする。 

利 率 
年３％（据置期間は無利子） 

東日本大震災の被災者は無利子（保証人がない場合は年 1.5％） 

据 置 期 間 
３年（特別の場合５年） 

東日本大震災の被災者は６年（特別の場合８年） 

償 還 期 限 
１０年（据置期間を含む） 

東日本大震災の被災者は 13 年（据置期間を含む） 

償 還 方 法 年賦又は半年賦 

 

４－６ 災害援護資金の貸付け 
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資金

種別 

貸付 

対象 
貸付限度額 貸付期間 据置期間 償還期限 

償還の 

方 法 
利率 備考 

事業

開始 

母 

父 
2,830,000円 － 

貸付の日から 

１年間 

据置期間経過後

７年以内 

年 賦 

半年賦 

無利子 

又は 

年1％ 

母子・父子福祉団体 

4,260,000円 

事業

継続 
〃 1,420,000円 － 

貸付の日から 

６か月間 

据置期間経過後

７年以内 
〃 〃 

母子・父子福祉団体 

1,420,000円 

修学 
児童

子等 
下記別表のとおり 就学期間中 

卒業後 

６か月間 

据置期間経過後

20年以内 
〃 無利子 

専修学校（一般課程）

の場合５年以内償還 

技能

修得 

母 

父 

〔一般〕月額 68,000円 

〔特別〕一括816,000円 

＊特別    460,000円 

技能修得期間

中 ５年以内 

技能修得後 

１年間 

据置期間経過後

20年以内 
〃 

無利子 

又は 

年1％ 

＊自動車運転免許の取

得に係るもの 

修業 
児童 

子等 

月額 68,000円 

＊特別 460,000円 

知識技能修得

期間中  

５年以内 

知識技能修得後 

１年間 

据置期間経過後

６年以内 
〃 無利子 

＊自動車運転免許の取

得に係るもの 

就職

支度 

母 

父 

児童 

寡婦 

  一般 100,000円 

＊特別 330,000円 
－ 

貸 付 の 日 か ら 

１年間 

据置期間経過後

６年以内 
〃 

無利子 

又は 

年1％ 

＊通勤のための自動車

購入が認められる場合 

330,000円 

医療

介護 
〃 

医療 340,000円 

特別 480,000円 

介護 500,000円 

－ 
医療期間満了後 

６か月間 

据置期間経過後

５年以内 
〃 〃  

生活 

母 

父 

寡婦 

 

一般 月額  103,000円 

（養育費取得に係る裁判

費用については、一括貸付

上限額 1,236,000円） 

生計中心者でない場合 

69,000円 

技能 月額 141,000円 

技能習得期間

中3年以内、医

療又は介護を

受けている期

間1年以内、離

婚した日から

1年以内、配偶

者のいない女

子になってか

ら7年未満 

技 能 修 得 後 、 

医療期間満了後 

又 は 生 活 安 定 

貸付期間満了後 

６か月間 

技 能 修 得 

20年以内 

医療、介護、失

業  ５年以内 

生 活 安 定 

８年以内 

〃 〃  

住宅 〃 
1,500,000円 

＊特別2,000,000円 
－ 

貸付の日から 

６か月間 

据置期間経過後

６年以内 

特別 ７年以内 

〃 〃 

＊災害時等により住宅

が全壊した場合で特に

必要が認められる場合

や老朽等による増改築

（移転改築を含む）を

行う場合 

転宅 〃 260,000円 － 
貸付の日から 

６か月間 

据置期間経過後

３年以内 
〃 〃  

就学

支度 

児童 

子等 

ア  小 学 校 40,600円 高校卒業者が

修業する場合

は 

自宅 90,000円 

自宅外100,000円 

(ただし、中学

卒業者の場合

は、ウに準ず

る) 

卒業後 

６か月間 

据置期間経過後

１０年以内 
〃 無利子 

専修学校のその他の課

程修業施設に係るもの

は、５年以内償還 

ウで私立の場合は 

260,000円 

エで私立の場合は 

210,000円 

を限度として加算可 

（入学時納入資金） 

イ  中 学 校 47,400円 

 高校 

ウ高専 

 専修 

自 宅 150,000円 

自宅外 160,000円 

 大学 

エ短大 

 専修 

自 宅 370,000円 

自宅外 380,000円 

結婚 

母 

父 

寡婦 

300,000円 － 
貸付の日から 

６か月間 

据置期間経過後

５年以内 
〃 

無利子 

又は 

年1％ 

 

(注)高校、高等専門学校、専修学校に就学中の児童又は修業施設において知識技能を修得している児童

が 18 歳に達したことにより児童扶助手当、母子年金等の給付を受けることができなくなった場合

の就学資金又は修業資金の限度額は児童扶養手手当相当額を加算した額とする。 

４－７ 母子父子寡婦福祉資金貸付金一覧表 
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別表 

（単位：円） 

学校等種別 学年別 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 

高 等 学 校 

専 修 学 校 

（ 高 等 課 程 ） 

国 公 立 
自 宅 通 学 27,000 27,000 27,000   

自 宅 外 通 学 34,500 34,500 34,500   

私 立 
自 宅 通 学 45,000 45,000 45,000   

自 宅 外 通 学 52,500 52,500 52,500   

高 等 専 門 学 校 

国 公 立 
自 宅 通 学 31,500 31,500 31,500 67,500 67,500 

自 宅 外 通 学 33,750 33,750 33,750 76,500 76,500 

私 立 
自 宅 通 学 48,000 48,000 48,000 79,500 79,500 

自 宅 外 通 学 52,500 52,500 52,500 90,000 90,000 

短 期 大 学 

専 修 学 校 

（ 専 門 課 程 ） 

国 公 立 
自 宅 通 学 67,500 67,500    

自 宅 外 通 学 76,500 76,500    

私 立 
自 宅 通 学 79,500 79,500    

自 宅 外 通 学 90,000 90,000    

大 学 

国 公 立 
自 宅 通 学 67,500 67,500 67,500 67,500  

自 宅 外 通 学 76,500 76,500 76,500 76,500  

私 立 
自 宅 通 学 81,000 81,000 81,000 81,000  

自 宅 外 通 学 96,000 96,000 96,000 96,000  

専 修 学 校 

（ 一 般 課 程 ） 
  48,000 48,000    
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１．福祉資金・福祉費 

対象経費 対象世帯 貸付額 据置期間 償還期間 

①生業を営むために必要

な経費（生業費） 

低所得世帯 

障害者世帯 

高齢者世帯 

460 万円以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸付の日 

（ 分割 に

よ る交 付

の場合は、

最 終貸 付

日）から６

か月以内 

20 年以内 

②技能習得に必要な経費

及び期間中の生計に維持

するために必要な経費

（技術習得費） 

低所得世帯 

障害者世帯 

高齢者世帯 

技能を習得する機関が 

６か付程度 130 万円以内 

１年程度  220万円以内 

２年程度  400万円以内 

３年以内  580万円以内 

８年以内 

③住宅の増改築、補修等

及び公営住宅の譲り受け

に必要な経費（住宅修繕

費） 

低所得世帯 

障害者世帯 

高齢者世帯 

250 万円以内 ７年以内 

④福祉用具等の購入に必

要な経費（福祉用具購入

費） 

低所得世帯 

障害者世帯 

高齢者世帯 

170 万円以内 ８年以内 

⑤障害者用自動車の購入

に必要な経費 

（自動車購入費） 

 

障害者世帯 

 

250 万円以内 ８年以内 

⑥中国残留邦人等にかか

る国民年金保険料の追納

に必要な経費 

低所得世帯 

障害者世帯 

高齢者世帯 

513.6 万円以内 10 年以内 

⑦負傷又は疾病の療養に

必要な経費及びその療養

期間中の生計を維持する

ために必要な経費 

（療養費） 

低所得世帯 

障害者世帯 

高齢者世帯 

療養期間が 

ア．１年を超えないとき 

  170 万円以内 

イ．１年を超えて１年６

か月以内のとき 

  230 万円以内 

５年以内 

⑧介護サービス、障害者

サービス等を受けるのに

必要な経費及びその期間

中の生計を推進するため

に必要な経費 

（介護等費） 

低所得世帯 

障害者世帯 

高齢者世帯 

サービスを受ける期間が 

ア．１年を超えないとき 

  170 万円以内 

イ．１年を超えて１年６

か月以内のとき 

  230 万円以内 

５年以内 

⑨災害を受けることによ

り臨時に必要となる経費 

（災害臨時費） 

低所得世帯 

障害者世帯 

高齢者世帯 

150 万円以内 ７年以内 

⑩冠婚葬祭に必要な経費 

（冠婚葬祭費） 

低所得世帯 

障害者世帯 

高齢者世帯 

50 万円以内 ３年以内 

４－８ 生活福祉資金貸付限度額一覧表 
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２．教育支援基金 

 高等学校 

専修学校 

（教育課程） 

高等専門学校 

短期大学 

専修学校 

（専門課程） 

大学 

①教育支援費 
月額 35,000 円

以内 

月額 35,000 円

以内 

月額 35,000 円

以内 

月額 35,000 円

以内 

②就学支援費 500,000 円以内（入学時のみ 1 回限り） 

 

 

対象経費 対象世帯 貸付額 据置期間 償還期間 

⑪住居の移転等、給排水

設備等の設置に必要な経

費 

（転居・給排水設備等） 

低所得世帯 

障害者世帯 

高齢者世帯 
50 万円以内 

貸付の日 

（ 分割 に

よ る交 付

の場合は、

最 終貸 付

日）から６

か月以内 

３年以内 

⑫就職、技能習得等の支

度に必要な経費 

低所得世帯 

障害者世帯 

高齢者世帯 

50 万円以内 ３年以内 
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被災者生活再建支援基金 

財団法人都道府県会館  

 

 

 

 この制度は、平成１０年５月に成立した被災者生活再建支援法に基づき、自然災害に

より居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯（「被災世帯」）に、

被災者生活再建支援金（「支援金」）を支給し、生活の再建をするものです。 

 平成19年11月の支援法の改正により、これまでの複雑な支援金の申請手続きが大幅に

改善され、住宅の程度と再建方法に応じて定額渡し切り方法となった支援金は、使い途

の制限もなくなり、被害者にとって大変利用しやすい制度となりました。 

１ 対象となる自然災害 

 自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自

然現象によって住宅に被害があった場合を対象としております。 

２ 制度の対象となる被災世帯 

①住宅が全壊した世帯（全壊世帯） 

②住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

                                （解体世帯） 

③災害により危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

                               （長期避難世帯） 

  ④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯 

                            （大規模半壊世帯） 

３ 基礎支援金：住宅の「被災程度」に応じて支給する支援金です。 

  被害程度 
支給金額（単位：万円） 

複数世帯 単数世帯 

全壊 100 75 

大規模半壊 50 37.5 

解体 

（半壊解体、大規模半壊解体、敷地被害解体） 
100 75 

長期避難 100 75 

 

４ 加算支援金：住宅の「再建方法」に応じて支給する支援金です。 

 再建方法 
支給金額（単位：万円） 

複数世帯 単数世帯 

建設・購入 200 150 

補修 100 75 

賃貸（公営住宅を除く） 50 37.5 

 

 

 

４－９ 被災者生活再建支援制度 
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５ 申請方法と必要書類 

 申請窓口は被災当時お住まいの市町村となります。 

 なお、市町村へ申請して頂いた申請書は、県で取りまとめた後、支援法人である（公財）

都道府県会館に送付され、審査を経て、支援金の支給となります。 

 

  

申請            送付 

 

 

 

支給金支給                       送 付 

 

申請書類一覧表 

 書類名 備  考 

基 

礎 

加 

算 

共 

通 

申請書 

・各市町村窓口にて配布 

・もしく宮城県のホームページよりダウン 

ロード可能 

（宮城県 総務部 消防課 管理調整班） 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

礎 

り災証明書 
・市町村が発行 

・「長期避難」の場合不要。 

世帯全員の住民票 

（外国人登録済証明書） 

・市町村が発行 

世帯主名義の預金通帳写し 

・世帯主名義 

・銀行名、支店名、預金種目、口座番号、 

口座名義のフリガナ記載のあるもの 

解体証明書 

（※「解体」で申請する場

合） 

・市町村が発行 

・建物登記の閉鎖事項証明書 

（滅失登記簿謄本）でも可（法務局で発行） 

応急危険度判定結果 

（※「敷地被害解体」で申

請する場合 

・市町村が発行 

 敷地被害が認められ、解体する場合のみ 

可能 

・敷地の修復工事の契約書の写しでの可 

加

算 
契約書等の写し 

・住宅を「建設・購入」、「補修」または「（民

間）賃貸」ことが分かるもの 

 

 

 

 

 

 

被災者 

（世帯主） 
丸森町 宮城県 

（公財）都道府県会館 
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 間接融資とは、県が貸付原資の一部を取扱機関に預託し、それに取扱金融機関の資金を

加え融資枠を設定し、定められた融資条件の範囲内で金融機関の判断に基づき融資が行わ

れるものです。 

融資制度名 融資対象者 融資限度 
利率 

（年率） 

期間 

（据置） 

中

小

企

業

経

営

安

定

資

金 

一般枠 

県内に主たる事務所、事業所を有

する次のいずれかの偉業 

1)経営基盤、経営体質の改善を必

要とする企業 

2)経済変動等外部要因により経営

が不安定化している企業 

一企業 8,000万円 

 

 

１年以内 

1.60％ 

１年超 

2.00％ 

運転7年以内 

(１年以内) 

設備10年以内 

(１年以内) 

別 

枠 
災害関連 

県内の多数の中小企業者に与えれ

た災害が甚大であると認められる

場合、その災害により被害を受け、

緊急の資金を必要とする企業 

災害の指定      …知事 

対象者の認定…市町村長 

一企業5,000万円 

１年以内 

1.70％ 

災害関係保証適

用の場合は

1.65％ 

以内 

運転・設備とも10年以内 

（2年以内） 

小

規

模

事

業

資

金 

小口事業資金 

従業員20人(商業・ｻｰﾋﾞｽ業5人)

以下の企業 

(商工会議所・商工会が指導し斡

旋) 

一企業1,250万円 

１年以内 

1.55％ 

１年超 

1.95％ 

運転・設備とも7年以内 

(6ｶ月以内) 

 

 

４－１０ 中小企業へ融資制度（間接融資） 
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区
分 

資金の 
種 類 

融資の対象 
となる事業 

貸付対象者 
利率 

（年利） 
貸 付 
限度額 

償還期間 
（据置期間） 

農 
業 
関 
係 
資 
金 

農 業 基 盤 
整 備 基 金 

農地若しくは牧野又
はその保全若しくは
利用上必要な施設の
災害復旧 

農業を営む者、土
地改良区・同連合
会、農協・同連合
会等 

0.16％ 
～ 

0.30％ 

融資率 
100％ 

25(10)年以
内 

農 業 災 害 
対 策 資 金 
利子補給補
助金 
(県単資金) 

天災の被害により、
減収や費用負担を生
じた農林業者の営農
意欲の増進と農林業
経営の再建への利子
補給 
 
①１号資金 
農林業者の農林業
経営の再建に必要
な資金 
 
②２号資金 
天災資金及び農林漁
業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金に定
める経費 
 
③３号資金 
損害賠償金が支払わ
れるまでに必要な当
面の運転資金 

①1 号資金 
天災により平年の
農林業所得の 2 割
以上となる被害を
受け、農林業経営
の維持が困難とな
る個人及び団体 
 
②２号資金 
天災資金及び農林
業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金に
定める農林業を営
む個人及び団体 
 
③３号資金 
福島第一原子力発
電 所 の 事 故 に よ
り、出荷制限を受
けたことに伴い減
収や費用負担を生
じた農林業を営む
個人及び団体 

農林漁業
のｾｰﾌﾃｨネ
ット資金
を参考と
し、災害の
都度知事
が定める。 

①1 号資金 
個人 150
万円 
団体 300
万円 
 
②2 号資金 
個人 150
万円 
団体 300
万円 
 
③3 号資金 
1,000 万円 

 

①１号資金 
5(1)年以内 

 
②２号資金 
両 資 金 の      
貸付実行日
叉は災害都
度知事が定
める日のい
ずれか早い

日 
 

③３号資金 
7（1）年以内 

農 林 漁 業 
施 設 資 金 
（災害復旧） 

農林漁場施設等の復
旧資金 
 
①果樹の改植等（主
務大臣指定施設） 
②個人施設（主務大
臣指定施設） 
③共同利用施設 
 

農林漁協を営む者 
 

農業共同組合、農
業 協 同 組 合 連 合
会、農業共済組合、
農業共済組合連合
会、土地改良区、
土地改良区連合及
び農業振興法人等 

0.10％ 負担額の
80％叉は
１施設当
りの 300
万（特認
600 万円） 
のいずれ
か低い額 
(共同利用
施設は負
担額の
80％) 

15（3）年以
内 
果樹：25（10）
年以内 
共同利用施
設：20（3）
年以内 

 

 

 

４－１１ 農林業の災害復旧にかかる制度資金一覧表 
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区
分 

資金の 
種 類 

融資の対象 
となる事業 

貸付の相手方 
利率 

（年利） 
貸 付 
限度額 

償還期間 
（据置期間） 

林 
業 
関 
係 
資 
金 

林 業 
基 盤 
整 備 

造 林 
資 金 

樹苗養成施設の復旧 

樹苗育成の事業を
営 む 者 、 森 林 組
合・同連合会、中
小 企 業 等 協 同 組
合、農協 

0.3％ 15 年以内 3 年以内 

林 道 
資 金 

林 道 の 復 旧 

林業を営む者、森
林組合・同連合会、
農協、中小企業等
協同組合 

0.45％ 20 年以内 3 年以内 

農 林 漁 業 
施 設 資 金 

〈共同利用施設〉 
木 炭 倉 庫 ・ そ の 他 
共同利用施設の復旧 

森林組合・同連合
会、農協・同連合
会、中小企業等協
同 組 合 、 ５ 割 法
人・団体 

0.9％ 20 年以内 3 年以内 

〈主務大臣指定施設〉 
林業用施設等の復旧 

林 業 を 営 む 者 0.3％ 15 年以内 3 年以内 

農 林 漁 業
セ ー フ テ
ィ ネ ッ ト
資 金 

災害で被害を受けた
ときや社会的・経済
的環境の変化により
資金繰りに支障して
いる場合 

林 業 を 営 む 者 
0.16％ 
～ 

0.18％ 
20 年以内  
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様式－１ 避難者カード 

 

避難者カード 

No.   

※欄は、避難所担当職員が記入する欄です。記入しないようにしてください。 

※ 避 難 所 名  ※担当職員名  

 

住所  緊急連絡先  

氏  名 続柄 性別 年齢 入所日 
※事務所記入欄 

退所日 備  考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

計 
男   女   計 

   名   名   名 
  

注１：１家族ごとに１葉の避難者カードを配付し、記入を求めること。 

注２：※欄は、避難所担当職員が記入すること。 
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様式－２ 避難者名簿（町民用） 

 

避難者名簿（町民用） 

No.   

避 難 所 名  担 当 職 員 名  

 
番
号 

氏 名 
性

別 

年

齢 
住 所 

緊 急 

連絡先 
職業 入所日 退所日 備考 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
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様式－３ 避難者名簿（町民以外用） 

 

避難者名簿（町民以外用） 

No.   

避 難 所 名  担 当 職 員 名  

 
番
号 

氏 名 
性

別 

年

齢 
住 所 

緊 急 

連絡先 
職業 入所日 退所日 備考 

1         

1.通勤・通学 

2.旅行・レジャー 

3.社用出張 

4.その他 

2         

1.通勤・通学 

2.旅行・レジャー 

3.社用出張 

4.その他 

3         

1.通勤・通学 

2.旅行・レジャー 

3.社用出張 

4.その他 

4         

1.通勤・通学 

2.旅行・レジャー 

3.社用出張 

4.その他 

5         

1.通勤・通学 

2.旅行・レジャー 

3.社用出張 

4.その他 

6         

1.通勤・通学 

2.旅行・レジャー 

3.社用出張 

4.その他 

7         

1.通勤・通学 

2.旅行・レジャー 

3.社用出張 

4.その他 

8         

1.通勤・通学 

2.旅行・レジャー 

3.社用出張 

4.その他 

9         

1.通勤・通学 

2.旅行・レジャー 

3.社用出張 

4.その他 

10         

1.通勤・通学 

2.旅行・レジャー 

3.社用出張 

4.その他 



 

 

様式－４ 避難所収容状況表 

避難所収容状況表 

No.   

避 難 所 名  担当職員名  

 

日 時 避難室名 

避難者収容状況 救護・救助実施状況 

備考 世帯

数 

男 女 
合計 

給食支給状況 救助物資支給 物資貸与状況 要援護

人 員 ～64 65～ 計 ～64 65～ 計 ミルク 給食数 品名 数量 世帯数 人員 品名 数量 

 

月

 

日 

８時                    

12時                    

18時                    

月

 

日 

８時                    

12時                    

18時                    

月

 

日 

８時                    

12時                    

18時                    

月

 

日 

８時                    

12時                    

18時                    

月

 

日 

８時                    

12時                    

18時                    

注１：避難室ごとに記入する。 

 ２：物資の支給等は１日分をとりまとめて、室毎に記入する。 

 ３：要援護人員は内書きとする。 

 ４：備考欄には、障害者等要援護者対策の要否、貸与物資の返還、消毒の実施等参考とすべき事項を記入する。 

―
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様式－５ 避難所日誌 

 

避難所日誌 

No.   

避 難 所 名  担 当 職 員 名  

 

記 録 日 事   項 処置の概要 扱者 
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様式－６ 被害状況報告 

 

〔様式第２号（その１）〕 

被害状況報告（即報・第  報 ・ 確定） 

災   害   名 
 区    分 単位 被害 

火
災
発
生 

建     物 件  

報  告  時  点 月  日  時  現在 危  険  物 件  

市（区) 町村名  そ  の  他 件  

課    係    名  119 

通報 

火災通報 件  

報  告  者  名  緊急通報 件  

区   分 単位 被   害 被害概況（震度４以上の地震発生時） 

人
的
被
害 

死   者 人  

庁
舎
施
設
の
状
況 

庁舎被害 有 ・ 無 

行方不明者 人  庁舎内の異常 有 ・ 無 

負
傷
者 

重 傷 人  電気の使用 不可 ・ 可 

軽 傷 人  水道の使用 不可 ・ 可 

住 
 
 

家 
 
 

被 
 
 

害 

全    壊 

棟  一般電話回線の支障 有 ・ 無 

世帯  都市ガス 不可 ・ 可 

人  

庁
舎
周
辺
の
状
況 

家屋の倒壊 有 ・ 無 

半    壊 

棟  火災の発生 有 ・ 無 

世帯  電気の使用 不可 ・ 可 

人  水道の使用 不可 ・ 可 

一部破損 

棟  一般電話回線の支障 有 ・ 無 

世帯  都市ガス 不可 ・ 可 

人  

 

  

床上浸水 

棟    

世帯    

人  
災
害
対
策
本
部
等 

の
設
置
状
況 

災害対策本部設置 月  日 時 分 

床下浸水 

棟  災害対策本部廃止 月 日 時 分 

世帯  警戒本部等設置 月 日 時 分 

人  警戒本部等廃止 月 日 時 分 

非
住
家 

公共建物(全・半壊) 棟  消防職員出動延人数 人  

その他(全・半壊) 棟  消防団員出動延人数 人  
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〔様式２号（その２）〕 

市町村コード（   ） 市（区）町村名（     ） 

人
的
被
害
の
詳
細 

〔
氏
名
等
記
載
欄
の
下
に
被
害
に
至
っ
た
状
況
を
記
載
〕 

被害区分 氏   名 性別 年齢 住     所 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

避
難
勧
告
等
の
状
況 

種
別
に
は
指
示
・
勧
告
・ 

自
主
の
種
別
を
記
載 

地区名 種別 勧告等日時 
勧告 

世帯/人数 
実避難 

世帯/人数 避難場所 解除日時 

       

       

       

       

       

       

１ 災害発生場所 

２ 災害発生年月日 

３ 災害の種類概況 

４ 応急対策の状況 
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〔様式２号（その３）〕 

 
市町村コード（   ） 市（区）町村名（     ） 

１ 住家被害の状況 
 （１）全壊・半壊・一部破損 
被害区分 住    所 被害に至った状況（要因，損傷の程度，人的被害の有無等） 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 （２）床上・床下浸水 
被害区分 地  区  名 棟 数 世帯数 人 数 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
２ 非住家被害の状況 
 （１）公共建物 
被害区分 所  在  地 施設等の名称 被害に至った状況（要因，損傷の程度等） 

 
 
 
 
 

   

 
（２）その他の建物  
被害区分 所  在  地 施設等の名称 被害に至った状況（要因，損傷の程度等） 
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様式－７ 人的被害調査票 

 

人的被害調査表 所属 

 

被害の区分 調 査 内 容 

死 
 

者 

住 所  

氏 名 

性 別 ・ 生 年 月 日 男・女 明・大・昭・平  年  月  日  才 

死 亡 原 因  

行
方
不
明 

住 所  

氏 名 

性 別 ・ 生 年 月 日 男・女 明・大・昭・平  年  月  日  才 

負 
 
 
 
 

傷 
 
 
 
 

者 

重 
 
 

傷 

住 所  

氏 名 

性別・生年月日 男・女 明・大・昭・平  年  月  日  才 

負 傷 原 因  

負 傷 箇 所  

処 置  

軽 
 
 

傷 

住 所  

氏 名 

性別・生年月日 男・女 明・大・昭・平  年  月  日  才 

負 傷 原 因  

負 傷 箇 所  

処 置  

備
考 

 

 

調査日時：  年  月  日    時  分 

※男・女 明・大・昭・平は○で囲むこと。 
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様式－８ 道路・橋梁等被害調査票 

 

道路・橋梁等被害調査票 所属 

 

被害の区分 調 査 内 容 

道 
 
 

路 

道 路 の 種 別 国 道 ・ 県 道 ・ 町 道 ・ 農 道 ・ 林 道  

路 線 名 及 び 巾 員 線   巾 員     ｍ 

被 害 の 場 所  

自 動 車 の 通 行 可  能    不 可 能  

被 害 の 程 度  

復 旧 の 状 況  

橋 
 

梁 

橋 梁 の 種 別 国 道 ・ 県 道 ・ 町 道 ・ 農 道 ・ 林 道  

被 害 の 場 所  

被 害 の 程 度 一 部 流 出   全 部 流 出  

復 旧 の 状 況  

堤 
 
 

防 

河 川 の 種 別 １級河川  ２級河川  準用河川  普通河川 

被 害 の 場 所  

被 害 の 程 度 

決  壊   は ん ら ん  

 

田 

畑 

冠 水 田     アール   畑     アール 

流 水 田     アール   畑     アール 

陥 没 田     アール   畑     アール 

崖
く
ず
れ 

被 害 の 場 所  

被 害 の 程 度  

備
考 

 

 

調査日時：  年  月  日    時  分 



 

 

様式－９ 建物被害調査票 

建物被害調査票 所属  

調査日時：  年  月  日    時  分 

整
理
番
号 

被災者住所 

（世帯主） 

氏  名 

 
被  害  状  況 

住  家 非 住 家 

被

災

人

員 

全焼、全壊 半焼、半壊 一部破損 床

上

浸

水 

床

下

浸

水 

構

造 

公共建物 その他 全焼、全壊 半焼、半壊 一部破損 床

上

浸

水 

床

下

浸

水 

構

造 棟

数 

面

積 

棟

数 

面

積 

棟

数 

面

積 

棟

数 

面

積 

棟

数 

面

積 

棟

数 

面

積 

棟

数 

面

積 

棟

数 

面

積 

    ㎡  ㎡  ㎡     ㎡  ㎡  ㎡  ㎡  ㎡    

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

―
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様式－１０ 登庁途中における災害状況報告書 

 

登庁途中における災害状況報告書 

参 集 場 所  日時   年  月  日  時より  時まで 

参集ルート

及 び 方 法 

自宅（     ）→     →     →     →当施設 

徒歩 ・ 自転車 ・ バイク ・ その他（          ） 

所属・氏名 
       部        班 

（     課     係） 氏名 

被害状況項目 被害状況等 

住民・災害弱者に対する救

出 ・ 応 急 救 護 の 状 況 
 

建 物 施 設 等 の 

崩 壊 ・ 損 傷 状 況 
 

火災発生、延焼、消防活動の

状 況 （ 阻 害 要 因 ） 
 

道 路 ・ 鉄 道 等 

交 通 施 設 の 状 況 
 

ラ イ フ ラ イ ン の 状 況  

地 区 の 全 体 的 な 状 況  

避 難 場 所 等 の 状 況  

そ の 他  
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様式－１１ 災害概況即報 

 

〔様式第１号〕 

 

                  災 害 概 況 即 報 

 

 

 

災害名         （第  報） 

 

災 

害 

の 

概 

況 

発生場所  発生日時 月  日  時  分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被 

害 

の 

状 
況 

死傷者 
死者 人 不明   人 

住家 
全壊 棟 一部破損 棟 

負傷者 人 計   人 半壊 棟 床上浸水 棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応 

急 

対 

策 

の 

状 

況 

災害対策本部等

の設置状況 

名     称  

設 置 日 時  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告日時 年  月  日  時  分 

発信機関名 
 

 

発信者名 
 

 

電話番号 
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様式－１２ 放送要請書 

 

 

 

年  月  日  時  分発 

 

 

    放送    殿 

 

 

丸森町長             

 

 

災害対策基本法第５７条の規定に基づき、次のとおり放送を要請します。 

１ 災害の種類 洪水、津波、地震、火災、その他（            ） 

２ 要請理由 

イ 避難勧告、警報等の周知徹底を図るため 

ロ 災害時の混乱を防止するため 

ハ その他（                     ） 

《県独自の判断、（        ）市町村からの要請》 

３ 放送事項 別紙のとおり 

４ 放送希望日時 
イ 直ちに 

ロ    月  日  時 

５ その他特記事項  

 

発 

信 

者 

（所 属） 

（職氏名） 

（連絡先）℡ 有線         

       無線         

受 

信 

者 

（所属） 

 

 

 

※各放送局におかれては、放送日時等を決定され次第、発信者にご連絡下さい。 
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様式－１３ 炊出し給与簿 

 

炊出し給与簿 

（炊出し場所：          ） 

世帯主氏名 家族数 

給与内訳 

合計 備考  月 日  月 日  月 日  月 日 

朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 夜 朝 昼 夜 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

（現場責任者氏名：          ） 
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様式－１４ 炊出し食品等受払記録簿 

 

炊出し食品等受払記録簿 

（炊出し場所：          ） 

年月日 摘 要 
受    払 

備 考 
品名 数量 品名 数量 残量 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

（現場責任者氏名：          ） 
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様式－１５ 生活必需物資受払記録簿 

 

生活必需物資受払記録簿 

（支給責任者：          ） 

年月日 摘要 
受    払 

残量 備考 
品名 数量 品名 数量 

給与、貸

与 の 別 
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様式－１６ 生活必需物資給(貸)与簿 

 

生活必需物資給(貸)与簿 

（支給責任者：          ） 

世帯主名 

家

族

数 

被害種別 

給（貸）与内訳 

備考 寝 具 類 外 衣 類 肌 着 類 見廻り品 炊事道具 食 器 類 日 用 品 光熱材料 

品目 数 品目 数 品目 数 品目 数 品目 数 品目 数 品目 数 品目 数 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

（注：備考欄に給与、貸与の別を記載すること） 



資料編 第５章 様 式 

－205－ 

様式－１７ 災害時における物資の供給等について（要請） 

 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

丸森町商工会 

  会  長           殿 

 

 

丸森町長         

 

 

災害時における物資の供給等について（要請） 

 

 

  年  月  日に締結した災害時における物質の供給に関する協定書に基づき、

次のとおり要請いたします。 

 

記 

 

 

１ 要 請 日       年  月  日（ ） 

 

２ 要請物質     別紙のとおり 

 

３ 配 送 先     別紙のとおり 

 

４ そ の 他 

 



資料編 第５章 様 式 

－206－ 

様式－１７ 〔別紙〕 

 

№ 品 名 数 量 単 位 配 送 先 配送時間 備 考 

      ： まで  

     ：  

     ：  

     ：  

     ：  

     ：  

     ：  

     ：  

     ：  

     ：  

     ：  

     ：  

     ：  

     ：  

     ：  

     ：  

※配送先毎、記載すること。 

 

 



資料編 第５章 様 式 

－207－ 

様式－１８ 災害時における物資の供給等について（報告） 

 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

 

丸森町長            殿 

 

丸森町商工会         

会  長         

 

 

災害時における物資の供給等について（報告） 

 

 

  年  月  日付け、丸  第  号で依頼のあったこのことについて次のと

おり報告します。 

 

記 

 

 

１ 要 請 日       年  月  日（ ） 

 

２ 要請物質     別紙のとおり 

 

３ 配 送 先     別紙のとおり 

 

４ そ の 他 



資料編 第５章 様 式 

－208－ 

様式－１８ 〔別紙〕 

 

№ 品 名 数 量 単 位 金 額 配 送 先 配送時間 

      ： 

      ： 

      ： 

      ： 

      ： 

      ： 

      ： 

      ： 

      ： 

      ： 

      ： 

      ： 

      ： 

      ： 

      ： 

      ： 

※配送先毎、記載すること。また、配送先毎小計をお願いします。 

 

 



資料編 第５章 様 式 

－209－ 

様式－１９ 飲料水供給記録簿 

 

飲料水供給記録簿 

給 水 

年月日 
給水地区 

供給

水量 

対象

人員 

供給用機械器具 
備考 

名 称 数量 所有者（管理者）氏名 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



資料編 第５章 様 式 

－210－ 

様式－２０ 義援金品領収書 

 

義援金品領収書 

 

No.       

 

金額 ￥                 

 

                                 

 

                                 

 

                                 

 

                                 

 

                                 

 

 

  以上のとおり受領いたしました。 

  ご厚意に厚く御礼申し上げます。 

 

平成  年  月  日    

              殿 

 

丸森町災害対策本部長       ○印    

丸  森  町  長       ○印    

 



資料編 第５章 様 式 

－211－ 

様式－２１ 自衛隊災害派遣要請書 

 

 

第      号 

年  月  日 

 

 

 宮城県知事     殿 

 

丸森町長    ○印  

 

 

自衛隊の災害派遣要請について（依頼） 

 

 このことについて、下記のとおり、部隊の派遣方を依頼します。 

 

 

１ 災 害 の 種 類  

２ 災 害 の 状 況 及 び 派 遣 を 要 請 す る 事 由  

３ 派 遣 を 希 望 す る 期 間  

４ 派 遣 を 希 望 す る 区 域 及 び 活 動 内 容  

５ 派 遣 先 の 責 任 者 、 連 絡 先  

６ 派 遣 先 へ の 最 適 経 路  

７ 参 考 と な る べ き 事 項  

 



資料編 第５章 様 式 

－212－ 

様式－２２ 自衛隊災害派遣部隊撤収要請書 

 

 

第      号 

年  月  日 

 

 

 宮城県知事     殿 

 

丸森町長    ○印  

 

 

自衛隊の災害派遣部隊の撤収について（依頼） 

 

   年  月  日付け      号で依頼した自衛隊の災害派遣については、下記のとおり 

   部隊の撤収要請を依頼します。 

 

 

記 

 

 

１ 撤 収 要 請 理 由         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 撤 収 期 日              年    月    日    時    分 

 

 

３ その他必要事項         

 



資料編 第５章 様 式 

－213－ 

様式－２３ 救出活動記録簿 

 

救出活動記録簿 

年月日 救出活動地区 救出人員 救出活動の原因 救出活動の概要及び結果 備考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



資料編 第５章 様 式 

－214－ 

様式－２４ 応急医療実施状況記録簿 

 

応急医療実施状況記録簿 

（救護責任者：          ） 

年月日 患者氏名 
年 

齢 
住 所 

世帯主氏名 

（ 続 柄 ） 
病 名 処置概要 備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



資料編 第５章 様 式 

－215－ 

様式－２５ 応急仮設住宅入居該当者調 

 

応急仮設住宅入居該当者調 

番号 世帯主氏名 職業 住  所 
家族人員 

生活程度 備考 
人員数 内可働者数 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



資料編 第５章 様 式 

－216－ 

様式－２６ 応急仮設住宅入居者台帳 

 

応急仮設住宅入居者台帳 

応急仮設 

住宅番号 
世帯主氏名 住所 家族数 入居年月日 敷地区分 備考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



資料編 第５章 様 式 

－217－ 

様式－２７ 住宅の応急修理該当者調 

 

住宅の応急修理該当者調 

番号 世帯主氏名 職業 住  所 
家族人員 

生活程度 被害状況 
修理予定 

箇 所 
備考 

人員数 内可動者数 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



資料編 第５章 様 式 

－218－ 

様式－２８ 防疫活動状況報告書 

 

防疫活動状況報告書 

（防疫班責任者：          ） 

年月日 実施区域 

被害の概要 
避難所の 
開設状況 

診
断
実
施
人
員
数 

検

病

調

査

健

康 

実

施

人

員

数 

戸

数

・

箇

所

数 

消

毒

実

施 

消
毒
剤
配
布
戸
数 

戸

数

・

箇

所

数 

そ

族

昆

虫

駆

除 

感染症発生患者数 

備考 
被害の 

区 分 

被

害

戸

数 

避難所名 

収

容

人

員 

患

者

数 

擬

似 

保

菌

者 

計 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

計 
               

 



資料編 第５章 様 式 

－219－ 

様式－２９ 防疫用薬剤及び器具等の受払簿 

 

防疫用薬剤及び器具等の受払簿 

（防疫班責任者：          ） 

年月日 摘 要 
受   払 

備 考 
品名 数量 品名 数量 残 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



資料編 第５章 様 式 

－220－ 

様式－３０ 遺体捜索状況記録簿 

 

遺体捜索状況記録簿 

年月日 捜索地区 捜索対象者名 年 齢 捜索原因 
捜索概要及び 

捜 索 結 果 
備 考 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



資料編 第５章 様 式 

－221－ 

様式－３１ 遺体の処理収容状況記録簿 

 

遺体の処理収容状況記録簿 

死亡者 遺体発見 

年月日時 

場  所 

死因 

遺  族 

遺体の処置 備考 住  所 

氏  名 
年齢 

住  所 

氏  名 

死 亡 者 

との関係 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



資料編 第５章 様 式 

－222－ 

様式－３２ 埋葬台帳 

 

埋 葬 台 帳 

死亡者 
死 亡 

年月日 
死 因 

埋 葬 

年月日 

埋葬を行った者 

埋葬地 

備 考 

(埋葬に要し

た費用) 
住  所 

氏  名 
年齢 

住  所 

氏  名 

死 亡 者 

との関係 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



資料編 第５章 様 式 

－223－ 

様式－３３ 教科書及び学用品支給記録簿 

 

教科書及び学用品支給記録簿 

児童、生徒の 

氏 名 

小
中
の
別 

学

年 

保 護 者 

（世帯主） 

氏 名 

教科書 学用品類 

国

語 

算

数 

数

学 

理

科 

社

会 

音

楽 

英

語 

図

工 

地

図 

   

ノ

ー

ト 
鉛

筆 

下

敷 

傘 

  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 



資料編 第５章 様 式 

－224－ 

様式－３４ 教科書、学用品、受払記録簿 

 

教科書、学用品、受払記録簿 

年月日 調達先 
受   払 

備考 
品名 単価 数量 金額 品名 支給学校名 数量 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



資料編 第５章 様 式 

－225－ 

様式－３５ り災証明書交付簿 

 

り災証明書交付簿 

受 付 

年月日 

証明書 

番 号 

申請者の住所 

氏  名 

交付 

枚数 
取扱者 備考 

 

／ 

     

 

／ 

     

 

／ 

     

 

／ 

     

 

／ 

     

 

／ 

     

 

／ 

     

 

／ 

     

 

／ 

     

 

／ 

     

 



資料編 第５章 様 式 

－226－ 

様式－３６ り災証明交付申請書 

 

証 明 番 号  第    号 

この欄は記入しないで下さい。 

 

り災証明交付申請書 

丸 森 町 長 殿 申 請 年 月 日      年  月  日 

申請者 
住所 

氏名          ○印  電話 

代理者 
住所 

氏名          ○印  電話 

 

証 明 書 の 

提 出 先 及 び 

理 由 

提出先 
必 要 な 

証明書数 
通 

理 由 

り 災 日 時     年   月  日  時  分頃 

り 災 物 件 の 

所 在 地 
 

申 請 者 と 

り 災 物 件 

と の 関 係 

 所有者  ・  管理者  ・  占有者  ・ 

 その他（             ） 

り 災 内 容  

（注）１．申請者の欄には、現在住んでいる場所を記入して下さい。 

２．証明書の提出先及び理由欄には、あなたが証明書を提出する役場名又は会社名を記入し、

その下に提出する理由を記入してください。 

 例）㈱○○保険－保険金の請求 

３．り災物件がアパート、マンション等の場合は、り災物件の所在地欄にその名称、棟、階、

号室まで記入してください。 

４．申請者とり災物件との関係欄は、該当するものを○で囲んでください。 

５．り災内容欄には、り災状況を具体的に記入してください。 

例１）○年○月○日台風○号の豪雨により、床上○cmまで浸水し、畳・家財道具等が水

損した。 

例２）○年○月○日発生した地震により、建物西側の崖が崩壊し、くずれた土砂によっ

て○㎡の住居のうち約○㎡が損壊した。 

 



資料編 第５章 様 式 

－227－ 

様式－３７ り災証明書 

 

 

証 明 番 号  第    号 

 

り 災 証 明 書 
 

申請者 住所 

    氏名                ○印  電話 

 

証 明 書 の 提 出 先 

及 び 理 由 

提出先 

理 由 

 

り 災 日 時     年   月  日  時  分頃 

り 災 物 件 の 所 在 地  

申 請 者 と り 災 物 件 

と の 関 係 

 所有者  ・  管理者  ・  占有者  ・ 

 その他（             ） 

 

り 災 内 容 

 

 

上記のとおり相違ないことを証明する。 

 

年  月  日 

 

丸森町長        ○印 



資料編 第５章 様 式 

－228－ 

様式－３８ 災害等情報送受信票 

 

災 害 等 情 報 送 受 信 票 
送受信 月日 時刻 地区 取扱者 

送・受  月  日  時   分 
丸森・筆甫・大内・金山・ 

小斎・舘矢間・大張・耕野 
氏名 

 

情報伝達手段 情報発信元 

電話・無線・直接・その他 
氏名 

電話番号 

 

被害の区分 調 査 内 容 

人
的
被
害 

被害者住所 丸森町 

被害者氏名  

性別・生年月日 男 ・ 女  明 ・大 ・昭 ・平   年  月  日  才 

負傷状況・原因・箇所 重体 ・ 重傷 ・ 軽傷 

住
居

ほ
か 

名称・種別 住居 ・ 物置 ・ その他 

被害の場所 丸森町 

被害の程度 冠水 ・ 流水 ・ 陥没 ・ 倒壊 ・ 倒木 ・ その他 

道 
 

路 

被害の場所 
丸森町 

（              線）国・県・町・農・林 

自動車の通行 可能 ・ 不可能 

被害の程度 
決壊 ・ 流出 ・ 法欠 ・ 崩土 ・ 崩壊 ・ 路面洗欠 ・ その他 

延長（     ｍ） 幅員（     ｍ） 高さ（     ｍ） 

橋 
 

梁 

被害の場所 
丸森町 
（     橋）国・県・町・農・林 （    川・沢）1・2・準・普・町 

自動車の通行 可能 ・ 不可能 

被害の程度 
一部流出 ・ 全部流出 ・ その他 

延長（     ｍ） 幅員（     ｍ） 高さ（     ｍ） 

河 
 

川 

被害の場所 
丸森町 

（              川）1・2・準・普 

被害の程度 
破堤 ・ 決壊 ・ 法欠 ・ 法崩 ・ 裏欠 ・ その他 

延長（     ｍ） 幅員（     ｍ） 高さ（     ｍ） 

田
畑
農
業
施
設 

被害の場所 
丸森町 

田 ・ 畑 ・ 水路 ・ ため池 ・ その他 

被害の程度 

冠水・流水・陥没・その他 

面積（      ｍ×      ｍ＝        ｍ2） 

流失 ・ 決壊 ・ 法崩 ・ 裏欠 ・ その他 

延長（     ｍ） 高さ（     ｍ） 

被
災
の
状
況 

 

 

処 
 

理 

 

 

 


